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平成２０年 

第３回宿毛市議会定例会会議録第１号 

 

１ 議事日程 

    第１日（平成２０年９月３日 水曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 会議録署名議員の指名 

   第２ 会期の決定 

    ○ 諸般の報告 

   第３ 議案第１号から議案第３４号まで 

      議案第 １号 専決処分した事件の承認について 

      議案第 ２号 平成１９年度宿毛市一般会計歳入歳出決算認定について 

      議案第 ３号 平成１９年度宿毛市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

             いて 

      議案第 ４号 平成１９年度宿毛市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

      議案第 ５号 平成１９年度宿毛市へき地診療事業特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

      議案第 ６号 平成１９年度宿毛市定期船事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

             て 

      議案第 ７号 平成１９年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算認 

             定について 

      議案第 ８号 平成１９年度宿毛市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 

      議案第 ９号 平成１９年度宿毛市学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

             いて 

      議案第１０号 平成１９年度宿毛市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

             て 

      議案第１１号 平成１９年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

      議案第１２号 平成１９年度幡多西部介護認定審査会特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

      議案第１３号 平成１９年度宿毛市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

             いて 

      議案第１４号 平成１９年度宿毛市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

      議案第１５号 平成１９年度宿毛市水道事業会計決算認定について 

      議案第１６号 平成２０年度宿毛市一般会計補正予算について 
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      議案第１７号 平成２０年度宿毛市簡易水道事業特別会計補正予算について 

      議案第１８号 平成２０年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正予算について 

      議案第１９号 平成２０年度宿毛市へき地診療事業特別会計補正予算について 

      議案第２０号 平成２０年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算について 

      議案第２１号 平成２０年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補正予算につい 

             て 

      議案第２２号 平成２０年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算について 

      議案第２３号 平成２０年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算について 

      議案第２４号 平成２０年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算について 

      議案第２５号 平成２０年度宿毛市土地区画整理事業特別会計補正予算について 

      議案第２６号 平成２０年度宿毛市後期高齢者医療特別会計補正予算について 

      議案第２７号 平成２０年度宿毛市水道事業会計補正予算について 

      議案第２８号 宿毛市認可地縁団体印鑑条例の制定について 

      議案第２９号 宿毛市離島センターの設置及び管理に関する条例の制定について 

      議案第３０号 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

             について 

      議案第３１号 宿毛市税条例の一部を改正する条例について 

      議案第３２号 宿毛市スクールバスの住民利用に関する条例の一部を改正する条 

             例について 

      議案第３３号 宿毛市土地開発公社定款の一部を改正する定款について 

      議案第３４号 市道路線の変更について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

   日程第２ 会期の決定 

   日程第３ 議案第１号から議案第３４号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１６名） 

   １番 今 城 誠 司 君     ２番 岡 﨑 利 久 君 

   ３番 野々下 昌 文 君     ４番 松 浦 英 夫 君 

   ５番 浅 木   敏 君     ６番 中 平 富 宏 君 

   ７番 有 田 都 子 君     ８番 浦 尻 和 伸 君 

   ９番 寺 田 公 一 君    １０番 宮 本 有 二 君 

  １１番 濵 田 陸 紀 君    １２番 西 郷 典 生 君 

  １３番 山 本 幸 雄 君    １４番 中 川   貢 君 

  １５番 西 村 六 男 君    １６番 岡 崎   求 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 
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４ 欠席議員 

   な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        夕 部 政 明 君 

   次    長  児 島 厚 臣 君 

   議 事 係 長        岩 村 研 治 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  中 西 清 二 君 

   副 市 長  岡 本 公 文 君 

   企 画 課 長  岡 崎 匡 介 君 

   総 務 課 長  出 口 君 男 君 

   市 民 課 長  弘 瀬 徳 宏 君 

   税 務 課 長  美濃部   勇 君 

   会計管理者兼 

   会 計 課 長 
小 島 秀 夫 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開会 

○議長（宮本有二君） これより平成２０年第

３回宿毛市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 

 会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定

により、議長において有田都子君及び浦尻和伸

君を指名いたします。 

 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 この際、議会運営委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員長。 

○議会運営委員長（西郷典生君） おはようご

ざいます。議会運営委員長。 

 ただいま議題となっております今期定例会の

会期につきまして、議長の要請により、去る９

月１日、議会運営委員会を開きまして、今期定

例会に提案予定の案件等を勘案のうえ、慎重に

審査した結果、本日から９月１６日までの１４

日間とすることに、全会一致をもって決定いた

しました。 

 以上、報告いたします。 

○議長（宮本有二君） おはかりいたします。 

 今期定例会の会期は、委員長報告のとおり、

本日から９月１６日までの１４日間といたした

いと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は、本日から９月

１６日までの１４日間と決定いたしました。 

 この際「諸般の報告」をいたします。 

 閉会中の議員派遣については、お手元に文書

を配付いたしておりますので、これによりご了

承願います。 

 会議規則第６２条第２項の規定により、一般

質問の通告の期限を本日午後５時と定めますの

で、質問者は期間内にその要旨を文書で通告し

てください。 

 なお、事務的な報告につきましては、お手元

に配付いたしました「事務報告書」のとおりで

あります。 

 市長から、報告事項がありますので、発言を

許します。 

 市長。 

○市長（中西清二君） おはようございます。 

 本日は、平成２０年第３回宿毛市議会定例会

にご参集をいただきまして、まことにありがと

うございます。 

 また、この８月は非常に、盆前までは暑い日

が続いて、異常気象と思われるような日ばっか

りでございました。最近は、少しは涼しくなっ

たかと思います。関東地方、東海地方の方は、

非常な豪雨災害が出ているようでございます。 

 幸い、今までに、我が市の方では大きな災害

というものは発生しておりませんでした。 

 ただ、先日は、ちょっと海の方で船が、漁船

が沈没するという事故がございまして、これは、

その日のうちに船を、船体を引き上げまして、

航路の支障にはなっておりませんということも

報告をしておきます。 

 これから議会でございますが、皆さん方に、

このようにお元気な姿を拝見いたしました。ま

たぜひよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、報告事項につきまして、ご説明を

させていただきます。 

 報告第１号及び報告第２号は、「地方公共団

体の財政の健全化に関する法律」、いわゆる

「財政健全化法」でございますが、これに基づ

く健全化の判断比率及び資金不足比率について

の報告でございます。 

 昨年６月に成立しました「財政健全化法」に

おいて、平成１９年度決算から財政の悪化状況
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を見極める４つの健全化判断比率等を明らかに

し、監査委員の意見を添えて議会に報告するこ

ととされております。 

 本日、平成１９年度における健全化判断比率

等の状況をお手元に配付させていただいており

ます。 

 報告書にありますように、実質赤字比率、連

結実質赤字比率につきましては、赤字にはなっ

ておりませんので、数値は出ていません。 

 実質公債費比率につきましては、「１９．９

パーセント」となっておりまして、早期健全化

基準の「２５パーセント」を下回っています。

また、将来負担比率につきましても「２０６．

１パーセント」となっておりまして、早期健全

化基準の「３５０パーセント」を下回っている

状況でございます。 

 次に、公営企業の資金不足比率についてでご

ざいますが、いずれの特別会計も資金不足はあ

りませんので、数値は出ていません。 

 しかしながら、厳しい財政状況であることに

は変わりありませんので、今後も宿毛市集中改

革プランに沿って、これまで以上に効率的で適

正な行財政運営を推進してまいらなければなら

ないというふうに考えております。 

 議員の皆様方におかれましては、今後ともよ

り一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い

を申し上げまして、報告事項の説明といたしま

す。 

 ありがとうございます。 

○議長（宮本有二君） 以上で諸般の報告を終

わります。 

 日程第３「議案第１号から議案第３４号ま

で」の３４議案を一括議題といたします。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（中西清二君） ご提案申し上げました

議案につきまして、提案理由の説明をいたしま

す。 

 議案第１号は、専決処分をした事件の承認に

ついてでございます。 

 地方自治法の一部を改正する法律が、平成２

０年９月１日から施行されることに伴い、「宿

毛市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する

条例」、「宿毛市特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例」及び「宿毛

市特別職報酬等審議会条例」の３条例の一部を

改正する必要が生じましたので、専決処分した

ものでございます。 

 主な改正内容でございますが、「報酬」を

「議員報酬」に改めるなど、語句の整理を行っ

たものでございます。 

 議案第２号から議案第１５号までの１４議案

は、平成１９年度宿毛市一般会計及び各特別会

計並びに水道事業会計の決算認定をお願いする

ものでございます。 

 各会計の決算書とともに、監査委員の審査意

見書を添えて提出しております。説明は省略さ

せていただきます。 

 議案第１６号は、平成２０年度宿毛市一般会

計補正予算でございます。 

 総額で２億４７４万５，０００円を増額しよ

うとするものでございます。 

 歳出で増額する主なものは、人事異動に伴う

人件費の調整等を除きまして、総務費のケーブ

ルテレビ事業経営安定化支援貸付金として２，

０８２万円。財政調整基金積立金が１億６，５

３４万円。農林水産業費の有害鳥獣捕獲報償費

として６２１万円などでございます。 

 一方、歳入で増額する主なものは、地方交付

税が２億９８４万８，０００円。繰越金が７，

１１０万３，０００円。 

 減額するものといたしましては、市税が５，

１２７万４，０００円、繰入金が４，３９７万

９，０００円などでございます。 
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 議案第１７号から議案第２７号までの１１議

案は、平成２０年度の各特別会計補正予算及び

水道事業会計補正予算でございます。 

 議案第１７号から議案第１９号まで、議案第

２１号から議案第２４号まで、及び議案第２７

号は、いずれも人事異動に伴う人件費の調整な

ど必要最小限の経費を補正しております。 

 議案第２０号は、平成２０年度宿毛市定期船

事業特別会計補正予算でございます。 

 人事異動に伴う人件費の調整を含め、総額で

２，２９３万円を増額しようとするものでござ

います。 

 主な内容は、燃料費の高騰による増額補正で

ございます。 

 議案第２５号は、平成２０年度宿毛市土地区

画整理事業特別会計補正予算でございます。 

 総額で１，７５５万７，０００円を増額しよ

うとするものでございます。 

 主な内容は、平成１９年度からの繰越金によ

り、宅地造成工事費を追加しようとするもので

ございます。 

 議案第２６号は、平成２０年度宿毛市後期高

齢者医療特別会計補正予算でございます。 

 人件費の調整を含め、総額で４，８３２万円

を減額しようとするものでございます。 

 主な内容は、保険料の減額に伴い、広域連合

納付金を減額しようとするものでございます。 

 議案第２８号、議案第３０号及び議案第３３

号は、「一般社団法人及び一般財団法人に関す

る法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律」。これは、長いものですから、

以下は「整備法」と呼ばせていただきますが、

この「整備法」の施行に伴いまして、関連する

本市の条例を整備しようとするものでございま

す。 

 議案第２８号は、宿毛市認可地縁団体印鑑条

例の制定でございます。 

 「整備法」の施行に伴い、地方自治法が改正

されたことを契機に、地縁団体の利便性向上の

ため、新たに条例を制定しようとするものでご

ざいます。 

 次に、議案第３０号は、公益法人等への職員

の派遣等に関する条例の一部を改正する条例で

ございます。 

 内容につきましては、「公益法人」を「公益

的法人」に改めようとするものでございます。 

 議案第３３号は、宿毛市土地開発公社定款の

一部を改正する定款でございます。 

 土地開発公社監事の職務内容の規定が「民

法」から「公有地の拡大の推進に関する法律」

に変更されますので、定款を改正することにつ

き、議会の議決を求めるものでございます。 

 議案第２９号は、宿毛市離島センターの設置

及び管理に関する条例の制定でございます。 

 旧弘瀬小中学校及び旧鵜来島小中学校を離島

振興に活用するため、新たに条例を制定しよう

とするものでございます。 

 議案第３１号は、宿毛市税条例の一部を改正

する条例でございます。 

 主な改正は、地方税法等の一部を改正する法

律等が改正されたことに伴い、平成２１年１０

月より公的年金から個人市民税を特別徴収しよ

うとするものでございます。 

 議案第３２号は、宿毛市スクールバスの住民

利用に関する条例の一部を改正する条例でござ

います。 

 主な改正は、道路運送法における有償運送が

国土交通大臣による許可制から登録制に改正さ

れたことに伴い、条例の一部を改正しようとす

るものでございます。 

 また、改正に伴い、地域公共交通会議を設立

し、意見を聞く必要がありますので、この会議

において、住民も乗車させることの確認、及び



 

－ 7 － 

１日１往復程度の不便さを考慮して、低額の料

金設定とすることも合意されましたので、最大

で１３０円の減額となる料金表に改正しようと

するものでございます。 

 議案第３４号は、市道路線の変更でございま

す。 

 県道宿毛津島線の改良に伴う市道出井２号線

の付け替えが完了しましたので、道路法第１０

条第３項の規定により、議会の議決を求めるも

のでございます。 

 以上が、ご提案申し上げました議案の内容で

ございます。 

 よろしくご審議の上、適切なご決定を賜りま

すようお願いを申し上げまして、提案理由の説

明とさせていただきます。 

○議長（宮本有二君） これにて、提案理由の

説明は終わりました。 

 おはかりいたします。 

 議事の都合により、９月４日及び９月５日は

休会いたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって、９月４日及び９月５日は休会するこ

とに決しました。 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしまし

た。 

 ９月４日から９月７日までの４日間休会し、

９月８日午前１０時より再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午前１０時１７分 散会 
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平成２０年 

第３回宿毛市議会定例会会議録第２号 

 

１ 議事日程 

    第６日（平成２０年９月８日 月曜日） 

午前１０時 開議 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 
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   な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        夕 部 政 明 君 

   次    長  児 島 厚 臣 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 
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   総 務 課 長  出 口 君 男 君 
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   税 務 課 長  美濃部   勇 君 
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   会 計 課 長 
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   保健介護課長  三 本 義 男 君 
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   産業振興課長  頼 田 達 彦 君 

   商工観光課長  立 田   明 君 

   建 設 課 長  安 澤 伸 一 君 

   福祉事務所長  沢 田 清 隆 君 

   水 道 課 長  豊 島 裕 一 君 

   教 育 委 員 長  奥 谷 力 郎 君 

   教 育 長        岡 松   泰 君 

   教 育 次 長 兼       

   学校教育課長 
小 島 正 樹 君 

   生涯学習課長 
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   センター所長 
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   事 務 局 長 
小 野 正 二 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（宮本有二君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 ４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君） 皆さん、おはようござ

います。４番、松浦でございます。 

 通告いたしております内容につきまして、一

般質問を行います。 

 私が、今回質問する内容は、市長の政治姿勢

についてお伺いをいたします。 

 まず、１点目は、レクリエーションの森の活

用と道路整備について、お伺いをいたします。 

 宿毛の市街地から約２４キロメートルほどの

ところの橋上町奥藤に、昭和４８年４月に林野

庁がレクリエーションの森制度を創設し、指定

をしました奥藤自然観察教育林があります。 

 この奥藤自然観察林につきましては、現在、

放送されておりますエコツアーで楽しむ「宿毛

自然紀行」の中でも紹介をされました。 

 今回、この問題について質問をするというこ

とで、市の職員や森林組合の皆さんの協力をい

ただいて、先日、実際に山に登ってまいりまし

た。 

 この森は、標高４６０メートルから７６０メ

ートルと、標高差は少ないのでありますが、ま

さに百聞は一見にしかずであります。２００年

以上に及ぶといわれるヒノキ、モミ、ツガの巨

木の原生林がたくさんあります。その他、サル

スベリやカエデ、シデ、カシ、シイ類等、針葉

樹と広葉樹の混じった天然林であります。山頂

付近には、シャクナゲの大群落が見られるほか、

林の中には県の鳥に指定されておりますヤイロ

チョウを初めとする鳥や獣類の絶好の生息地と

なっており、自然観察には絶好の森林であり、

総面積は３３．３２ヘクタールであります。 

 レクリエーションの森とは、多様化する森林

レクリエーションの需要に積極的にこたえるた

めに、自然景観、森林の保健、文化的利用の現

状及び将来の見通し、地域の要請等を勘案して、

国民の保健、文化的利用に役立たせるための施

設、または森林の整備を特に積極的に行うこと

とする森林でありまして、先ほど申し上げまし

たように、そのような国有林を林野庁が指定し

たものであります。 

 そして、レクリエーションの森は自然探勝、

自然観察教育等に適した森林、野外スポーツ施

設等の設置に適した地域等であって、その種類

は、自然景観等のレクリエーション資源の特色

や、その主な、望ましい利用の形態に応じて７

つに区分されておりまして、その１つが自然観

察教育林であります。 

 自然観察教育林の位置づけといたしましては、

３つほどありまして、１つに当該地方の自然を

特色づけ、かつ変化に富み、地元あるいは近隣

市町村の小中学生の自然科学教育に適した地域

であること。そして２つ目に、当該地方の特異

な自然景観であって、自然探勝等、それに接し

学ぶことにより、国民の自然科学的興味を助長

させることに定義した地域であること。そして、

３つは、森林の役割、森林業等について、国民

の認識を高めることに適した地域とされており

ます。 

 近年、全世界的に地球温暖化が進み、大きな

問題となっておりますが、日本でも例外ではな

く、ことしも例年になく、大変暑い夏でありま

した。しかも、各地で洪水とかを初めとする異

常気象が発生いたしております。 

 そのように、地球温暖化が進む中で、二酸化

炭素の吸収を初めとする環境問題、国土保全を

考えた場合に、森林の持つ公益的な機能が今日

ほど注目されているときはございません。 
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 あわせて２００４年以降、森林浴の効果を科

学的に検証し、予防医療などに役立てる取り組

みが始まっており、林野庁、厚生労働省を初め、

各研究機関や大学や企業などが連携して、森林

セラピー研究会を組織する中で、森林の活用方

法等について、研究を進めております。 

 以上のように、奥藤自然観察教育林は、小中

学生に山に親しみを持たせることにより、山の

働き等について、直接学ぶことができる、生き

た森林教育の場として、植物、鳥類の観察や研

究などの社会教育面や、観光資源並びに環境や

医療の方面での利活用が、十分図られると思い

ます。 

 そのように、子どもたちがさまざまな体験活

動や、学習活動を行うフィールドを、学校、地

方公共団体、ＮＰＯなどと森林管理者とが協定

を結ぶことにより、国有林を提供できる遊々の

森という制度もあります。 

 そして、それを活用することも考えられます。

そのためにも、宿毛市として林野庁と連携をと

りながら、遊歩道等を子どもたちでも安全に、

天然の資源を有効に利活用できるように、整備

をしていくことが重要であると考えますが、市

長の所見を求めます。 

 奥藤自然観察教育林の整備並びに笹平キャン

プ場の一帯の風景林を活用することにより、橋

上地区、とりわけ楠山、出井地区等の活性化、

並びに観光資源につながるものと考えます。 

 この地区一帯には、篠山登山観光もあり、出

井地区には、高知県の天然記念物であります出

井の甌穴と、高さ４０メートルの霧ヶ滝、そし

て楠山地区の笹平キャンプ場、坂本地区の坂本

ダム、愛称はどんぐり湖といいますが、坂本ダ

ムめぐりルート、あわせて奥藤自然観察教育林

並びに風景林という、それぞれの自然の資源並

びに天然の資源を活用することにより、山岳観

光の振興に波及していくものではないかと考え

ます。 

 宿泊施設といたしましては、特に小中学生が

親子で利用する場合に、大変喜ばれるであろう

と思われます、宿毛市が楠山地区に管理委託を

しております山里の家もあります。 

 宿毛市における１つの観光ゾーンとして発展

させていくために、あわせてさきの６月議会に

おいて質問をさせていただきましたが、この地

区は、いわゆる限界集落ともいわれておりまし

て、生活基盤の整備を図っていくことも求めら

れております。 

 そのためには、地区住民の生活道でもあり、

観光道路として、有効に活用していく上におい

ても、県道宿毛津島線の日平橋から出井地区ま

での間、約７．８キロメートルのうち、未改良

区間約６キロメートルを、早急に拡張整備をし

なければならないと考えます。 

 この県道宿毛津島線は、災害時における高知

県と愛媛県を結ぶ国道５６号線の代替ルートと

しての位置づけもされております。 

 そして、この区間の整備につきましては、宿

毛市地区長連合会においても、この数年間、高

知県知事に対しまして、陳情を重ねておるとお

聞きします。 

 そこでお伺いをいたします。県道ではありま

すけれども、改良計画はどのようになっておる

のか、あわせて、地区住民や地区長連合会を初

めとする市民の要望にこたえていくためにも、

宿毛市として、早急の拡張整備に向けて、積極

的な取り組みが求められます。 

 宿毛市として、今後、どのような取り組みを

しようとしておるのか、お伺いをいたします。 

 ２点目は、ペットの火葬場建設についてであ

ります。 

 ペットとしての犬の登録につきましては、法

律的に義務づけられておりまして、現在、宿毛

市に登録しております頭数だけでも、約１，６
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５０頭くらいであります。 

 そして、登録をしてない犬や、登録が義務づ

けられていないネコ等を合わせますと、各家庭

において愛着を持って、家族同様に飼っておる

ペットの数はかなりの数ではないでしょうか。 

 そして、世帯の数は登録しているだけでも、

宿毛市の世帯数からしますと約６軒に１軒の割

合でありますので、その他、犬とか登録してな

い犬を合わせますと、ペットを飼っている世帯

は相当にあがるんではないかと思われます。 

 ２００６年に改正されました動物の愛護及び

管理に関する法律には、飼い主が動物の健康と

安全を確保することがうたわれておりまして、

それに違反すると、厳しい罰則規定があります。 

 そのように、ペットの愛護についての法律は

整備されております。しかし、各家庭において

は、ペットが亡くなった場合の処理と言います

か、埋葬の方法について、大変困っておるのが

現状であります。 

 ペットを飼っておる市民の方からも、そのよ

うな困り事と言いますか、心配している内容の

電話もいただきました。 

 先日の高知新聞の「声のひろば」欄にもあり

ましたように、多くの家庭では、亡くなった場

合には、近くの裏庭や山などに埋めておるので

はないでしょうか。衛生面や環境面において、

大変に大きな問題が生じると思います。宿毛市

として、処理状況をどのように把握しておるの

か、そして正規の処理方法について、どのよう

にすべきか、広く市民への広報活動をすべきで

はないかと考えますが、所見を求めます。 

 そして、現在の火葬場の隣にペット専用の火

葬場をつくる計画はないか、お伺いをいたしま

す。 

 次は、公共交通手段の確保対策についてであ

ります。 

 辺地における公共の交通手段といたしまして、

現在、宿毛市内においては、３カ所においてス

クールバスが運行され、何とか確保されている

のが現状であります。 

 スクールバスへの一般住民の利用方法等につ

きましては、宿毛市スクールバスの住民利用に

関する条例並びに宿毛市スクールバス住民利用

に関する管理運営規則の中で定められておりま

す。 

 以下、条例並びに規則と言わさせていただき

ます。 

 条例の第１条には、住民の交通手段の確保と

利便性を図ることを目的とし、第３条において、

児童生徒の送迎並びにその他の利用者の有償運

送を業務とすると明記されております。 

 そして、規則の第２条２項において、スクー

ルバスの運休日も定められております。これら

の地区においては、ご案内のとおり、これ以外

に公共の交通手段は１つもなく、しかも住民の

多くが高齢者であり、日々の買い物や病院への

通院、地区間の移動等、日常の生活を営む上で、

大変な不自由をしているのが現状ではないでし

ょうか。 

 規則でうたわれております運休日を計算しま

すと、橋上地区と小筑紫地区では、年間約１５

０日、沖の島地区では約９０日の運休日となり

ます。 

 沖の島地区においては、特に夏場には帰省客

も多く、定期船も臨時便を出す状況でありまし

て、自家用車のないお年寄りにとりましては、

地区間の移動等に大変不自由をしております。 

 そして、市内の他の観光施設に比べて、近年

の離島ブームもあり、海水浴やスキューバダイ

ビング、すばらしい景観を求めて訪れる観光客

も、非常に多くなっております。 

 このような時期に、島を走るゆるりんバスが、

規則の定めるとおりに運休していると、そうし

た観光に訪れる皆さんにも不自由をきたしてお
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ります。 

 以上、沖の島地区における特徴的な例を申し

上げてお伺いしましたが、スクールバスを運行

しておりますこれらの地区だけの問題ではなく、

市内のどの地区においても、同じ課題を抱えて

いるのが実態ではないでしょうか。 

 これら過疎が進む中で、住民の交通手段の確

保対策を、行政として今こそ真剣に考えていか

なければなりません。 

 その１つの方法として考えられるのは、条例

の第１条にもうたわれておりますように、住民

の交通手段の確保と利便性を図ることを目的と

いたしておりますので、規則の改正をする中で、

運休日の見直しをして、運行回数をふやしてい

くことが考えられますが、市長の所見をお願い

いたします。 

 そして、もう１つの方法は、全国の過疎地域

を抱える多くの自治体、現時点では約４０カ所

近くの自治体において取り入れられております、

ＮＴＴグループが開発いたしましたデマンド交

通システムという方法があります。 

 デマンド交通システムとは、あらかじめ決め

られた路線の交通機関に住民が合わせるのでは

なく、戸口から戸口へ、小型のタクシーや小型

のバスを効率的に走らせるといったシステムで

ありまして、このシステムの導入を検討する時

期に来ていると思いますが、このシステムにつ

いて検討しているのか、検討しているとすれば、

現状の状況をお示しいただきたいと思います。 

 次に、現時点においては、来年度から石原舟

ノ川地区において、小学生がいなくなるという

ことで、この方面におけるスクールバスについ

て、本年度限りで廃止の計画のようであります。

これにより、一番困るのは、この地区にお住ま

いの高齢者の皆さんであります。来年度以降に

おけるこの地域の住民の交通手段確保対策は、

どのようにしていこうと考えておるのか、市長

の所見をお伺いいたします。 

 １回目の質問を終わります。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、おはようござい

ます。 

 松浦議員の一般質問にお答えをいたします。 

 ３点ほどあったかと思いますが、まず、最初

にレクリエーションの森の活用と、道路整備と

いうことで、奥藤の自然観察教育林という話が

出ております。 

 この中で、教育林の遊歩道の整備でございま

す。先ほど、松浦議員もおっしゃいましたよう

に、面積が３３．３２ヘクタールのうちの０．

１２ヘクタールに、昭和５３年から５４年に、

国が回遊歩道として、延長でございますが、２，

０４４メートル、幅員が０．６メートルで、回

遊歩道を整備を行っております。 

 しかしながら、現在はその道も、かすかに面

影が残っている程度で、そのほかは山に詳しい

人でないと迷ってしまいそうな状況であるとい

うふうに聞いております。 

 松浦議員が、皆さんと一緒に歩かれたという

ことで、ご存じだと思いますが。 

 それから、こういったところに、非常にやっ

ぱり、必ずいるものとして、その衛生施設の、

トイレでございますが、これも昭和５９年に１

棟設置されておりましたが、現在、建物は崩壊

し、屋根の部分に使用されたと思われるトタン

が現地に残っているのみというふうなことでご

ざいます。 

 そこで、遊々の森制度を活用しということで

ございますが、この制度でございます。これは、

子どもたちがさまざまな体験活動とか、学習活

動を行うフィールドを、学校、地方公共団体、

ＮＰＯなどと、森林管理署が協定を結ぶことに

よりまして、国有林を提供して、植樹、下刈り

などの体験林業、野生動植物の観察、こういっ
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た森林の中で遊び、学ぶ活動に対しまして、森

林管理署が助言、活動プログラムの提供、指導

者の紹介、必要な情報提供などのサポートを行

うという制度でございます。 

 森林管理署と活動の実施などに関する協定を

締結していれば、例えば、樹木の名板の取りつ

け、遊歩道の案内板などの設置も行えるという

ふうな制度だそうでございます。 

 ただ、活動といたしましては、子どもたちが

中心となりますので、遊々の森制度を活用して

の、松浦議員がおっしゃったその遊歩道等の整

備などは、ちょっと難しいかなという感じがい

たしております。 

 それから、橋上中学校では、総合的な学習の

時間の中で、毎年、篠山の清掃登山等を実施す

る中で、地域を知ること、そして環境教育につ

いて、学習を行っておりますが、今年度は高知

県山の学習支援事業の採択を受けまして、より

森林や地域学習についての学習を深めることと

しておるところでございます。 

 現在の予定でございますが、関係機関と連携

する中で、１０月ごろに、１年生において学習

するプログラムを計画しておりますが、この場

合、遊々の森制度を活用すれば、先ほども言い

ましたように、いろんな活動ができるようにな

りますので、今度は、関係課と協議をしながら、

これも検討していきたいというふうに思ってお

ります。 

 また、遊歩道につきましては、頂上付近まで

かなりの距離もございます。子どもたちでも、

楽しく登れる遊歩道にしていただくように、管

理者でもあります四万十森林管理署に、強く要

望もしていきたいと、このように考えておりま

す。 

 次に、県道宿毛津島線の件でございます。こ

の県道津島線を、どのようにして、改良計画は

どのようになっているのか、宿毛市として、今

後、どのような取り組みをするのかということ

でございます。 

 先ほど、地区長会の皆さんが、県にも要望し

ていると仰せでございましたが、これは、市と

しても、重点要望事項といたしまして、毎年、

県の方に要望してまいっているところでござい

まして、ただ、県の予算が非常に厳しく、進捗

度が非常にゆるいというのが現状でございます。 

 先ほどの繰り返しになりますが、松浦議員の

おっしゃる話と繰り返しになるかもしれません

が、改良計画でございますが、現在、ダムのつ

けかえ道路の終点から、篠山登山口までの１．

１キロメートルが、これ平成１４年度から整備

中です。 

 このうちの６３０メートルが、２車線で完成

しております。残りの４７０メートルにつきま

しては、地形等を考慮しまして、１．５車線的

改良、これは事業費で３億６，０００万ほど、

幅員が５メートルで、平成２８年度の完成予定

となっております。 

 非常にここ、皆様もご存じのとおり、地形が

川、そしてすぐ山というふうな形になっており

まして、非常に厳しいところでございます。 

 それから、篠山登山口から出井までの５．５

キロメートルのうち、出井地区の改良済みの区

間が２６０メートルございます。そして、現在、

県境付近を改良いたしておりまして、この３０

０メートルを除きます未整備区間が４，９４０

メートルにつきましては、現在、整備中区間完

成後の着手に向けて、検討するというふうなこ

とを聞いております。 

 本路線は、出井地区の方々にとりましても、

大切な生活道でございます。県道の沿線には、

先ほど申されましたように、県の天然記念物に

指定されています出井の甌穴であるとか、笹平

のキャンプ場を初めとする、多くの景勝地が点

在しております。 
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 本市にとりましても、重要な観光道路の１つ

でございますし、また、宿毛市と宇和島市を結

ぶ主要地方道で、将来、起きると予想される地

震のときの輸送ルートを確保するための緊急輸

送道路ネットワーク計画に位置づけられた、重

要な路線でございます。 

 このため、先ほど申しましたように、本市の

本当に重要課題でございますということで、県

へ事業促進の要望をしておるところでございま

すし、また、この道路の改良につきましては、

私どもとしましては、工法にも注文をつけてお

ります。 

 ただ、山からすぐに川でございますが、今は

ご存じのとおり、道路から道路と川の間に木が

生い茂っております。そういったところは、な

かなか日本の国じゅうでもありません。こうい

った景観というものを、やっぱりきちんと配慮

した形での、先ほど申しましたような１．５車

線整備と申しますか、そういったものを、やっ

ぱり、自然を壊さないということでの整備をし

ていただきたい。 

 ただ、コンクリート護岸がそのままむき出し

て、そのまま川が直結しているというふうな形

で、今の景観を壊さない形で、ぜひ事業実施を

していただきたいという申し入れは、またこの

中で、ただ道路をつくるんじゃなくて、そうい

ったことを配慮した形でやっていただきたいと、

こういうことを申し上げております。 

 次に、ペットの火葬場建設でございますが、

非常に財政的に厳しいときに、ペットの火葬場

を建設する計画がないかということでございま

すが、現在は、飼い主としてペットを飼うとき

は、愛護をするという、義務づけられていると

いう法律がございますが、私どもとしましては、

現在は飼い主の方が、ペットが亡くなったとき

には、ねんごろに弔うという、愛情を持って接

していると思います。 

 現状では、この幡多地域、また西南地域では、

四万十市と愛南町にペットの斎場がございます

ので、市内の方も、両ペット斎場で処理をして

いるんではないかというふうに思われておりま

す。 

 このペット斎場の利用状況にも、まだ余裕が

あるということでございますので、宿毛市独自

でペット斎場の建設は考えて、今のところはお

りません。 

 特に、愛玩動物でございます、個人個人の心

情で、土葬とか火葬は、個人で行ってもらって

いるところでございます。事業をする方が行っ

ても、廃棄物の処理、すなわち埋立処分に当た

らないということになっております。 

 また、道路等でへい死した動物がございます。

犬とかネコの死骸についてでございます。これ

は、一般廃棄物として処理を行っています。ま

た、個人が行う埋葬につきましては、法的な規

制はございませんので、先ほど申された、その

生活環境衛生上、支障があるんじゃないかとい

うことでございますが、こういった生活環境衛

生の支障があるというふうな場合におきまして

は、行政の方としては、これ、指導等の対象範

囲であれば、必要に応じて対応していかなきゃ

いけない。 

 それから、市民の広報活動につきましても、

法的な、明確な根拠等がない状態ですので、ど

ういうふうな形で、何を根拠に広報していこう

かというふうなことを、質問通告あったときか

ら、ちょっと考えておるわけですけれども、ち

ょっと困難な、今のところは状況でございます。 

 宿毛市の方が、８月３日付ですか、高知新聞

に出した記事も読ませていただきまして、ペッ

トを飼っている方の、非常に家族としての愛情

があふれたような表現でございますし、今のと

ころは、裏山とか、自分のところのお墓、墓所

ですか、そういったところに、自分で埋めてい
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ただいているというのが実情でございます。 

 次に、公共交通手段の確保対策でございます。 

 これは本当に頭の痛いところと申し上げてお

きます。辺地の公共交通、我々の地域に限らず、

ただいまも幡多地域の公共交通の、どうしてい

くかという会議も始まっておるわけでございま

すが、いまさらのことではございませんし、非

常に公共交通がないための不便さというものは、

あるというふうに、私自身も感じてはおります。 

 ただ、スクールバス等の路線もございますし、

それを利用している状況でございますが、少し

スクールバス路線の運行の経緯を、ちょっと説

明させていただきます。 

 橋上地区、小筑紫、そして沖の島地区の３路

線、スクールバス運行しております。経緯とい

たしましては、橋上ルート、小筑紫ルートにつ

きましては、スクールバスを運行するまでは、

宇和島自動車株式会社、そして高知西南交通株

式会社によりまして、路線バスとして、それぞ

れ運行がなされたわけでございます。 

 しかしながら、この両会社とも、利用者の減

少等から、民間会社として路線バスを運行継続

することが困難ということで、路線バスとして

の運行が廃止されました。 

 この２つの路線バスは、園児の児童生徒も通

学に利用しておりました。そういうことから、

運送自体をなくすことはできないということで、

スクールバスにて、その児童生徒の運送の確保

を図ることといたしました。 

 また、児童生徒以外の沿線住民の運送の確保

を図るためにも、道路運送法の特例措置を活用

しまして、市が国に許可を得て、スクールバス

に有償で、一般の市民の方も、乗車を可能とす

る現在の運行形態としたものでございます。 

 また、沖の島ルートにつきましては、公共交

通の空白地帯でございました地域の解消とする

ために、運行当初はゆるりんバスとの名称で、

市が実施する、これは普通の運行バスとして運

行を始めまして、沖の島小中学校の統廃合がご

ざいまして、このときからスクールバス運行と

形態を変えた。それで、そのスクールバスに一

般乗客の乗車も継続する形で運行しているとい

うことの、形が変わってきたということでござ

います。 

 これらのスクールバス運行での運行につきま

しては、もちろんスクールバスでございますの

で、まずは児童生徒の運送が主体でございます。

一般乗客の方々の利便性を考えた運行ができる

ように実施していくためにも、先ほど、松浦議

員が、休日も、学校が休みのときでも、例えば

１年３６５日、こういうことが運送というか、

運行の方は理想ではございますが、一般の乗客

として、利用されていますのが、沿線の、いわ

ゆる高齢者、いわゆる交通弱者といわれる方々

が、病院とかに通院とか、買い物などの移動主

体として、利用されている状況を考えますと、

運行経費なども考慮した、必要最低限の交通手

段の確保という面から、現在の土日を除いた平

日のみの運行で、十分とは言いませんが、大き

な支障が発生しているということは考えにくい

んではないかということで、現在の運送の継続

を考えているところではございます。 

 なお、市町村が有償で運送を行うことは、先

ほど、道路運送法の特例によりまして、国の許

可を得て実行しているものと紹介させてもらい

ました。平成１８年１０月に、道路運送法の改

正が行われまして、有償運送の実施に関しては、

許可制から、これは登録制へ移行されました。 

 この本市の３つのスクールバスへの一般乗車

についてでございますが、これまでどおり継続

するためには、本年９月中には、新たな登録の

申請が必要となります。 

 登録を行う要件として、地域の利用者の代表

の方々を委員としました宿毛市地域公共交通会
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議を設置しまして、その会議で有償運送の必要

性について、ご承認をいただく必要がありまし

た。 

 この３ルートについては、宿毛市地域公共交

通会議のご承認もいただきましたので、これか

ら登録申請を行いたいというふうに考えており

ます。 

 それから、ご提案の向きがございましたデマ

ンド交通システムの導入でございますが、現在

のところ、当市の方では考えておりません。勉

強という形でもやっておりませんが、現在、四

万十市において、運行中ということでございま

すので、これは先ほど、一番最初に申し上げま

したように、非常に公共交通のことを、きちん

とした考え、やっていかなきゃいけないという

思いはありますので、住民の方の利便性である

とか、運行の効率等を調査する中で、研究して

まいりたいというふうに思っております。 

 ちなみに、四万十市に確認しましたら、現在、

このシステムが故障のために運休しているとい

うふうな状況だというふうなことでございます。 

 それから、次に、石原、舟ノ川地区における

スクールバス廃止に伴う交通手段の確保でござ

います。 

 これまでの小筑紫ルートの利用実績でござい

ます。これ、年間の利用者数でございますけれ

ども、平成１６年度が６名、平成１７年度が１

１名、平成１８年度が４５名、平成１９年度が

１３名の、一般の方々の利用状況、これは年間

でございます。 

 通常の公共交通機関よりも、利便性も悪い状

況でございまして、利用しづらい面もあろうか

と考えまして、今回、先ほどお話をさせていた

だきました宿毛市地域公共交通会議におきまし

ても、利用料について、考慮する必要があると

いうことで、その会議でご審議をいただいて、

利用料の改正条例を提案させていただいている

ところでございます。 

 その議案をご決議いただき、その利用料の減

額により、利用者の増加が見込まれるのかどう

か、こういったことも判断材料とさせていただ

くように考えておるところでございます。 

 ここ４年間の、先ほど申し上げました利用実

績を考えましたら、２１年４月からの運行の継

続は、きわめて難しいのじゃないかなとは思い

ますが、先ほどの宿毛市地域公共交通会議、地

域の方々、代表の方々が委員になってもらって

おります。その場でいろいろなお話も出してい

ただき、協議もしていただいて、どうするかを

考えてまいりたいと、このように考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） ４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君） 若干、再質問をさせて

いただきたいと思います。 

 まず、最初は、レクリエーションの森の関係

でありますが、既に皆さんご案内のとおりであ

りますけれども、この地域は足摺宇和海国立公

園の区域内になっていることはご承知のことと

思います。本市における自然を生かした観光資

源といたしましては、沖の島がありますが、こ

の地域を本市における山岳観光の中心として、

整備を図る中で、活用していくことを考えてい

かなければなりません。 

 レクリエーションの森の活用方法について、

一定、宿毛市の近くで活用しておる例を紹介し

ながら、ぜひ、積極的な対応をとっていただき

たいということで、ひとつ例を出してみたいと

思いますが。 

 四万十町の一の又渓谷を中心とした森林は、

レクリエーションの森の中で、風景林として指

定をされております。 

 そこで、四万十町においては、市民、特に子

どもたちが植樹等によって自然に親しみ、健全
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な心身をはぐくむこと、それによって自然に満

ちた地域の重要性を認識すること。加えて、人

的交流による地域の活性化と、環境に重要な役

割を果たす森林の育成に寄与することを目的と

いたしまして、「昆虫の森をつくろう会」が組

織をされ、平成１２年度より活動いたしており

ます。 

 昨年度においても、四万十町や町の教育委員

会等が後援する中で、シイタケのこまうち体験

や、炭焼き体験、星空の観察など、「親子ネイ

チャースクール・イン・四万十」と銘打って、

３回の取り組みがなされ、町内はもちろんのこ

と、高知市方面からの参加もあり、親子連れを

含む総勢１３６人の人たちの参加があります。 

 宿舎については、現在、休校となっておりま

す下津井小学校の施設を利用したとのことであ

ります。 

 そのように、各地において、いろいろと利活

用する取り組みがなされておりまして、本市に

おいても、これらと同様な取り組みをしようと

計画をいたしている方もおるように聞いており

ます。ぜひ、これらの活動を参考にしながら、

教育林や風景林の活用に向けて、取り組みをし

ていただきたいというふうに思います。 

 先ほど、遊々の森制度では、遊歩道等の整備

については、難しいという答弁でございますけ

れども、整備については、もう１つは、都市農

山漁村活性化機構というところが、助成金を出

しておるというふうにも聞いております。これ

らも、ぜひ、勉強する中で、できるものはする

という方向で取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 そして、未改良区間の関係でありますけれど

も、説明を聞きますと、平成２８年度で終わっ

て、それから後、工事にかかる。４，７００メ

ートルについては、２８年度以降ということで

ございますが、先ほど、市長の説明の中にあり

ましたように、宇和島とを結ぶ主要地方道であ

るという認識、そしてまた、本市でも積極的に

災害対策、いわゆる南海地震対策と取り組んで

おるわけですけれども、それに限らず、緊急輸

送道路ネットワーク計画に位置づけられておる

というお話を聞きました。 

 そういった重要な道路として指定されておる

この地域が、この地区が、先ほど、市長の説明

では、県からのそういう予算配置の問題が大変、

非常に少ないという説明でございましたけれど

も、位置づけが位置づけでございますので、た

だこういう部分ではなしに、観光の道路として

の位置づけもあるわけですので、県道でござい

ますので、高知県に対して、積極的な取り組み

を、要請をなお一層続けていただきたいという

ふうに思います。 

 次に、１点お伺いしたいわけですけれども、

先ほど少し触れましたが、梼原町や津野町を初

め、全国で３１カ所の地区が、森林セラピー実

行委員会から認定を受けております、森林セラ

ピー基地について、お伺いいたします。 

 森林セラピー基地とは、リラックス効果が、

森林医学の面から、専門に実施をされ、さらに

関連施設等の自然社会条件が一定の水準で整備

されている地域のことであります。 

 訪れる人々のために、健康増進やリラックス

を目的としたさまざまな森林セラピープログラ

ムが用意されており、利用者は森林ウオーキン

グのほかにも、いろいろな健康増進プログラム

を楽しむことができます。 

 奥藤の教育林、そしてまた笹平キャンプ場近

くの風景林等、一帯を森林セラピー基地として、

認定に向けて取り組む考えはないのか、この点

について、市長の所見を求めたいと思います。 

 それと、次はペットの関係ですけれども、法

的な部分、十分、私自身もまだ把握はしてなか

った部分でありますけれども、法的にはなかな
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か難しいと。ペットの火葬場についても、財政

的な部分も含めて、大変厳しいという部分であ

りますけれども。 

 １点教えてもらいたいのは、愛南町と四万十

市で処理をされておるペットの数、参考に、わ

かれば、事務局でも、この数字的な部分であり

ますので、教えていただきたいというふうに思

います。 

 次は、公共交通の関係でございます。 

 今、石原、福良線については、２０年度をも

って廃止せざるを得ないかなという話でござい

ますけれども、どうしてもこういう地区は、お

年寄りが多いという部分で、この切り捨てに、

廃止をされると、何回も言いますけれども、一

番先に困るのは高齢者の方々ではないんだろう

かと思います。 

 私の質問は、これ以降、どういう対案をもっ

て取り組もうとしているかという部分について、

まだ具体的な、そういう会議の中で、一定、話

をしながら進めるということですので、まだ具

体的にはなってないかと思いますけれども、ぜ

ひ、この住民の足を守るということで、市とし

ても、財政的な状況、非常に厳しいというお話

も聞きますけれども、ぜひ、存続に向けて、取

り組みをお願いをいたしたいと思います。 

 民間会社で見りゃ、費用対効果の関係で、利

用者が少なければ切り捨てるという、切り捨て

るという言葉が適当かどうか、ちょっとあれで

すけれども、廃止をしていくと。 

 それで、市長の説明ありましたように、西南

交通並びに宇和島自動車が廃止するということ

でございますけれども、行政としては、やはり

そういった皆さんがおる以上、ぜひ、くどいよ

うですけれども、存続に向けて取り組みをお願

いをしたいと思います。 

 ３地区のスクールバスとの関連でお話をさせ

ていただきましたけれども、現時点では、やは

り、昔走っておりました西町方面の分について

も、今現在、運行はされておりません。そうい

った面で、宿毛市における公共交通を、住民の

足を守るという方向で、具体的に検討していく

時期ではないかなというふうに思います。 

 先ほど、一例として、デマンド交通の問題提

起をさせてもらいましたが、そういったことも

踏まえて、それも１つの方法であるかなという

思いがする中で、質問させてもらいましたが、

ぜひ、住民の足を守る取り組みについて、積極

的な取り組みをお願いしたいと思います。 

 市長の、この点については、決意をお聞かせ

願いたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、松浦議員の再質

問にお答えをいたします。 

 まず、最初に自然を活かした観光資源という

ことでございます。 

 宿毛市全部が、本当は観光資源じゃないかな

と、私、奥藤まで行くのもいいし、また、この

地域、松田川の沿線といいますか、そういった

こと、宿毛市は全体が自然を活かした観光資源

になるんじゃないかなということで、ＳＷＡＮ

テレビなんかにも依頼をしまして、宿毛の自然

を、今、映像に撮っていただいて、その集約を

したものを、また、例えば売り込みに出して、

映像で売り込むと。 

 今まで、例えば書物でのパンフレットとかと

いうふうな、ただ読むだけ、見るだけも、やっ

ぱり動く映像で紹介するのも、一方法かなとい

うことでの取り組み、しているところでござい

ます。 

 また、今現在、海と山、漁協と森林組合とか、

松田川漁協とか、そういった方々、皆さんがそ

れぞれ連携をしていただいて、小学生も含めて、

植樹をしていったり、また海の方で、山の方の
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子たちが海の体験をするといったことも、民間

の力といいますか、そういったことで、いろい

ろやっていただいているということも、認識し

ております。 

 こういった、我々自身が、自然の中に、全体

の中におるわけでございます。こういった海と

山を交流していくことがまた、海の方は海のこ

としか知らんじゃ困りますから、宿毛市全体の

ことも、やっぱり、小学生、中学生から含めて

知っていただきたいし、また、大人の方々にも、

そういった、まだ体験もしてない方々には、ぜ

ひ体験をしていただきたいなというふうな思い

を、私自身は持っておりまして、こういった漁

協、森林組合、そして農協等、いろんな団体が

取り組むものについて、行政としては、それを

支援していくのがいい方法かなというふうな、

自発的なやつ、市民の皆様は、そういったもの

について、今、四万十町の参考もいただきまし

たけれども、そういったものをやっぱりやって

いくということが大切なことじゃないかなとい

うふうなことを思っております。 

 森林セラピーの基地についても、私も、欧米

の方は、よく、森林といっても山じゃなくて、

非常に平地の中に森林があって、その中に入っ

ていくことで、非常にリラックスする。それか

ら、精神的な治療にもなっているということで、

そういったことも、ものの本で読んだり、写真

で見たりしたことはございます。 

 そういった、ほかが基地についての認証を得

たということでございますけれども、それには、

やっぱり我々も篠山であるとか、奥藤とかいう

ことになれば、そういった環境を整備していか

なきゃいけない。 

 木がはえているから、自然だからいいという

んじゃなくて、そこで人が行って、本当にリラ

ックスできる。ここは、ああ、すごいねという

ふうな、こういった環境をやっぱり整備しない

と、認証行為というのは、なかなかいただけな

いんじゃないかなというふうなことは、思って

おりますので、どういった形で環境ができるか。 

 なかなか、やっぱり宿毛の方々は、自然がい

っぱいありますから、それ以上に環境整備しよ

うというものについて、ひとつ山の方の地域の

方々よりも、ちょっとおくれているかなという

感じはしておりますが、こういった認識も必要

なことだというふうに、私自身は思います。 

 それから、県道の宿毛津島線の話でございま

す。これ、なお一層要望せえというよりも、な

お一層、要望しております。非常に、これ重要

な道路として、我々、宿毛市としても位置づけ

ておりますので、やはり県に対して、ここの道

路にやっぱりお金をつぎ込んでいただきたいと

いうことは、先ほどの答弁で申し上げましたよ

うに、県の方には、この事務所にも要望してお

りますし、県の方の土木の方にも行ったり、ま

た知事にも、私自身行って、要望もしてまいり

ました。 

 そういったことで、宿毛市民として、これを

非常に重要視しているんだと。地区長の皆様方

も、直接、県に出向いて行っていただいており

ますので、そういった市民全体が、行政ばっか

りじゃなくて、市民の皆様がこれを重要視して

いるんだということを、やっぱり県の方に、非

常にわかっていただきたいということを、自分

としては思っております。 

 また、私も努力してまいりたいと、このよう

に考えております。 

 それから、ペットの処理数については、済み

ません、環境課長の方からお答えさせていただ

きます。 

 それから、地域の公共交通でございます。こ

れ、非常に、石原、舟ノ川の廃止となると、皆

さんが困るということでございますが、空バス

は走らせたくないというふうなことを思ってお
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ります。これ、オイルも非常に高くなっており

ますし、こういった形で、空きバスじゃなくて、

要請があれば、その地域へ出向いて行って、何

かできるというふうな、全国の取り組みもいろ

いろ、今は勉強もしておりますし、いろんな自

治体がやっているデマンドばっかりじゃなくて、

デマンドでなくて、地域の人たちが、例えばワ

ゴン車を皆さんで何とか調達する。それについ

て、市の方が助成するとか、いろいろな取り組

みをしている事例も、私、今、勉強していると

ころでございますし、スクールバスのあり方に

ついても、いわゆる欧米の方の話も入ってきて

おりますし、日本の中でも、そういったところ

をまねてやっているところもございます。 

 そういった、都会ではない、我々の地域の公

共交通をどうしていくかということは、非常に、

以前から、まだまだ解決できていない重要な問

題であります。 

 そういう認識は、私にもありますし、これを

どういった形でやれば、空きバスを走らせない

で済むか。人が乗っているバスを走らせるとい

うことが重要なことだと思いますので、やはり、

地域の人たちの意見も聞きながら、少し、こん

なことをしたらどうか、あんなことをしたらど

うか。先進事例もありますので、そういったこ

とを、この地域公共交通会議にお示しをしたり

しまして、みんなでいい知恵を出していきたい、

このように考えております。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 環境課長。 

○環境課長（岩本克記君） おはようございま

す。環境課長、４番、松浦議員の再質問にお答

えします。 

 愛南町、四万十市で処理されているペットの

処理の数は幾らかというご質問でございますが、

四万十市のペットセレモニー、安並の奥の田野

川と利岡の間につくっております。そこでは、

全体で１４２件、宿毛市の持ち込みが２０件ご

ざいます。 

 そして、愛南町では、御荘霊園といいまして、

ちょうど昔の旧道の北側にございますが、ここ

で８７件。そして、宿毛市の持ち込みが１１件

ございます。計、宿毛市の持ち込みは３１件で

ございます。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） ４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君） まさしく、今、市長が

答弁されましたように、空きバスいいますか、

そういうのは走らせたくないという部分で考え

られたのが、１つの方法がデマンド交通であろ

うかなという部分でございますので、きょう、

急にこうした質問をさせてもらったわけですけ

れども、そういった、効率的に運行さすという

ことのシステムでは、くくられておりますので、

ぜひ研究をお願いをいたしたいと思います。 

 それと、先ほど、１回目の再質問のときにお

伺いをすべきであったかと思いますけれども、

スクールバスの運休の関係ですけれども、土日

の運休になっておると。土日は運休になってお

るということでありますけれども、今現在走っ

ております橋上地区と小筑紫地区については、

小中学生の授業日数が、年間約２００日という

ことで、３６５日からすると、この授業日数以

外には、一般の乗客は利用されておらんのでは

ないかなということですが、そこの点について、

答弁をお願いをしたいと思います。 

○議長（宮本有二君） 学校教育課長。 

○教育次長兼学校教育課長（小島正樹君） 学

校教育課長、松浦議員の一般質問にお答えいた

します。 

 議員さんが言われるように、土日、それから

学校の夏休み、春休み、冬休み等は、運行して

おりません。 

○議長（宮本有二君） ４番松浦英夫君。 
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○４番（松浦英夫君） 最後になるわけですけ

れども、そういう面で要望を申し上げて、質問

を終わらせていただきますが、最初の質問でご

ざいます、沖の島地区における、年間では大変

厳しいかなという思いもいたしますけれども、

夏場も、先ほど言いましたように、臨時の巡航

船も出ておる状況でございます。 

 そういった時期には、ぜひ、規則を変えれば、

運休日の規則について変更する、また契約等も、

それに基づいて行えばできるんではないかなと

いう思いがしますので、１年中という部分につ

いては、なかなか無理な部分があるんであれば、

夏場におけるそうした帰省客とかいう部分が多

い時期に、車の所有してない皆さん方の利便性

を図るという意味で、考慮していただきたいと

いうふうに思いますし、橋上地区におきまして

も、３６５日のうち１５０日が利用できないと

いう状況を、ぜひ一日でも多く運行できるよう

な体制をつくっていただきたいという要望を申

し上げまして、私の質問を終わります。 

○議長（宮本有二君） ８番浦尻和伸君。 

○８番（浦尻和伸君） おはようございます。

８番、一般質問を行います。 

 ことしの８月は、宿毛市にとって猛暑日が続

き、大変暑い夏でありましたが、９月に入りま

して、朝夕は涼しくなり、秋を感じるきょうこ

のごろでございます。 

 また、気候の変わり目は大変風邪をひきやす

くなりますので、執行部を初め、市民の皆様は

体に気をつけていただきたいと思います。 

 それでは、通告に従いまして、一般質問を行

います。 

 高知県政も橋本体制から尾﨑体制にバトンタ

ッチが行われ、若い知事が出した公約の中で、

高知県に活力を取り戻し、県民の皆様が将来に

一層の希望を持って暮らせるよう、県政浮上の

指針となる高知県産業振興計画を策定すること

になりました。 

 この計画は、産業分野ごとの産業成長戦略と、

県内７つの地域アクションプランで構成されて

います。我々の住む宿毛市も、人口が減少し、

厳しい時代を迎えていますが、このアクション

プランを機に、高知県の西の産業都市宿毛とし

て君臨しなくてはいけないと思います。 

 今、宿毛市に何が必要か。どうすれば宿毛市

の経済がよくなるのか、執行部を初め、議会、

市民が協力し合って、次の時代を築く子どもた

ちに、ふるさと宿毛を伝えなくてはいけないと

思います。 

 宿毛市では、大型パチンコ店を初め、競馬場

では市外のお金が大変動いていますが、そのほ

かの商店や飲食店、タクシーなどは、余り動き

がないと思います。 

 また、日本の豪華客船「飛鳥Ⅱ」や「ぱしふ

ぃっくびいなす」が宿毛湾港に停泊をしますが、

船に乗っているお客さんは、四万十川や足摺岬

に観光に出かけ、宿毛市では、停泊だけのよう

な感じがします。 

 今後、「飛鳥Ⅱ」や「ぱしふぃっくびいな

す」が来ても、観光は宿毛市にならないか。宿

毛市には、自然美豊かな場所がたくさんあると

思います。 

 また、隣の大月町と協力して、柏島も初め、

宿毛市と大月町をリンクさせてはどうか、市長

の考えを伺います。 

 続きまして、宿毛市の西の玄関、片島、大島

をどう振興していくのか。私としては、大島、

片島は海の静穏もよく、海を利用した観光地に

なるのではないか。今、大島では、「椰子」に

道ができようとしています。 

 この道は、大島の地区民にとっては、避難道

にもなります。「椰子」までの道ではなく、咸

陽島公園まで道を延ばし、咸陽島公園に宿毛市

の市有林を伐採し、市民の皆様に協力をしてい
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ただき、遊具をつくりたいと思います。 

 咸陽島は、自然を壊さず、小型のケーソンを

置き、日曜日には家族で釣りをしながら遊んで

もらう場所にしたいと思いますが、市長の考え

を伺います。 

 また、片島については、昭和１５年ごろ、高

知大阪行きの客船や、貨物船が行き来し、大変

にぎわったと聞いたことがあります。 

 昔の片島に返ることはできませんが、片島と

大島をリンクさすことによって、観光客が訪れ、

地場産品を売れる場所になるのではないかと思

います。 

 例えば、片島港に遊歩道を兼ね備えた浮き桟

橋で、漁船と遊漁船の整備をします。遊漁船の

中には、小型のクルーザーも係留します。クル

ーザーの管理は漁民が行います。 

 今、漁民も高齢化が進み、やがて岡にあがる

ときが来ました。漁に出れなくなった漁民は、

国民年金だけではなかなか生活ができません。 

 しかし、クルーザーの管理委託や、船長とし

て沖の島周辺のクルージングはできます。そう

することによって、漁民、すなわち市民の所得

向上にもつながります。 

 また、夜の片島は、漁船と遊漁船がきちんと

整理され、浮き桟橋は美しい街灯に照らされ、

若者たちのデートコースや、お年寄りの散歩の

コースのイメージを、私は持っていますが、市

長の考えを伺います。 

 続きまして、宿毛を売り出す新プロジェクト

チームについて、伺います。 

 宿毛市は、今こそ原点に返り、宿毛市と地場

産品をどういう形で、市外、県外に売っていく

のか。私としては、新たなプロジェクトチーム

をつくるべきではないかと思います。 

 現在、宿毛市では、離島振興については、企

画課、観光振興については商工観光課、一次産

業の振興については、産業振興課と、それぞれ

窓口が分かれていますが、今後、宿毛市を総合

的に売り出し、少しでも外貨を獲得していくた

めには、各課の垣根を越えて、また農協、漁協、

商工会議所等の関係機関が協力した形で、窓口

の一本化を図るべきではないでしょうか。 

 今後、これらの関係機関から、それぞれ職員

を派遣し合い、宿毛の産品や観光資源などの売

り込みを専門的に行う組織を新たに立ち上げて

はどうか、市長の考えを伺います。 

 以上で、第１回目の質問を終わります。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、浦尻議員の一般

質問にお答えいたします。 

 宿毛市の売り込み等々につきまして、振興策

について、いろんなご提案でございます。 

 まず、１つは、豪華客船の話が出ました。今

月も「ぱしふぃっくびいなす」「ふじ丸」とい

った形で、２回ほど豪華客船が入港してまいり

ます。 

 この中で、私も就任しまして５年目になりま

すが、最初の方は、四万十川や足摺岬ばっかり

に行っておりました。 

 大体、乗船客が陸上に、岸壁にあがりますと、

ほとんどがツアーがそっちばっかりだったんで

すが、近ごろは、ようやく宿毛市内観光という

ものもありますし、それから、柏島の方へ行く

ものもあります。 

 そういった形で、私どもも、いわゆる豪華客

船の会社の方に行きましたら、ぜひ、宿毛は何

ちゃないで、何でもあるでというふうな形で、

こういったところがありますというふうなこと

で、売り込みはしてきたつもりでございます。 

 どうしても知名度が、足摺岬、四万十という

知名度でございますので、そういった形で、船

会社としては、パンフレットを１年ぐらい前に

つくりまして、そういった形で集客をしている

というのが実情でございます。 
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 ようやく、我々、宿毛湾港に入りましたら、

宿毛市もこんなのがあるよということを、会社

として入れていただけるようになりました。 

 これからも、やはり我々、宿毛市内にとどま

っていただいて、岸壁での物の購買ばっかりじ

ゃなくて、宿毛市内を見ていただきたい。宿毛

の自然をたくさん見ていただきたいなというふ

うなことを、自分としては思っております。 

 いろいろな、日本国じゅうに知られていない

宿毛市でございますけれども、近ごろは大相撲

の豊ノ島関のことで、場所中には宿毛市出身と

いうことで、きちんと言っていただいておりま

すし、宿毛大使の皆様方も、少しずつ宿毛を売

っていただいている。そして、この客船がつき

ました折に、もう１つ、私、どうしても実施し

たいことがございますのは、海に着きますから、

都会の方々は、非常に、１００人おれば半分ぐ

らいは、大体は釣りをしたいというふうな、川

釣りなのか海釣りなのか、これはいろいろあり

ます。 

 そういったことで、竹の竿でいいから、釣り

を体験していただくとか、そういったものも、

これからどんどん売り出していけばどうかなと。 

 船に乗っている方は、船にずっと、船の旅を

楽しむということでございますけれども、海が

見える、その中には魚がいるといったことで、

都会で体験できないようなことを、この宿毛で

はアクションプランとして売り込みをしたいな

と、そういうふうなことを思っておりますし、

また、ブンタンだとか、コナツだとか。コナツ

もこの間、非常に乗船客の方には好評でござい

まして、こんなみかんがあるんですかというふ

うな話を聞かされました。 

 そういったことで、やはり、皆さんがまだま

だ知らない部分を、我々としては売っていくべ

きかなというふうなことを、今、ずっと感じて

いるわけでございます。 

 これからも、宿毛のいいところを、ぜひ皆さ

んの協力をいただきながら売っていきたいなと

いうふうなことを思っております。 

 それから、咸陽島の整備でございます。咸陽

島も、非常に自然豊かなと申しますか、咸陽島、

心のない「咸」いう字を書きますから、これ、

皆さんあんまり気づいてない感じのところでご

ざいまして、陸繋島で潮が引いたら渡れるとい

ったところも、それほど日本全国にないところ

でございます。 

 こういったことを、これも売り込みの関係か

なというふうなことでございまして、近ごろは

「だるま夕日」の撮影スポットというふうなこ

とでも、非常に市内外から大勢のカメラマンの

方々がお見えになっているというふうなことで

ございますし、また、咸陽島、以前、水族館が

あったところでもございますし、広い敷地もご

ざいます。 

 今は少しだけ遊具のような物がありますが、

浦尻議員ご提案のその間伐材等で、ボランティ

アで木製遊具を置いたらどうかというふうなこ

とも、１つの手であろうかなと思いますし、ま

た、今、整備をしております大島の、市道大島

中央線ですか、道路改良。これはもう、平成８

年からかかっている、たかだか１，０７０メー

トルの区間なんでございますけれども、これが

平成８年からかかって、いまだに完成していな

いような状況でございますので、これはもう、

今年度、いわゆる来年度早々には、もう道路の

完成を図らなきゃいけないと。 

 来年度予算につきまして、これから組むわけ

でございますけれども、議員の皆さんのご了解

を得ながら、来年度予算では、ぜひこの完成を

図りたいというふうなことを思っております。 

 また、当初の関係では、ここの「椰子」から、

そして咸陽島公園の道ということで考えてもお

ったようでございます。 
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 ただ、今は「椰子」から、どういった形で咸

陽島公園の下の海辺の方へ道路をおろしていく

かということの、技術的な問題だろうと思いま

す。 

 この２１年度に「椰子」までの道路が完成し

ましたら、ぜひ、そのところからも、今もそう

ですが、検討はしております。どういった形の

ルートにしていくのが、これも先ほど、県道宿

毛津島線の中で申しましたように、やはり、自

然景観を余り壊したくないというふうな思いが

ありまして、余り自然景観を壊す形でやるんで

あれば、これは何でもできるんですけれども、

そういったものを考えながら、咸陽島公園へお

ろしていって、そしてまた、その下の公園で、

市民の方々に憩いの場として、子どもたちも一

緒に遊べるようなところを、ぜひつくっていき

たいというふうなことは思っております。 

 また、何か自然景観に配慮しながら、釣り場

をということでございます。ここも公園地域入

っておりますということで、ケーソンを設置し

ていくのが適当かどうか、これは別の問題とし

まして、釣りについても、それは構わないかな。 

 釣りも、ああいった形のところでありますと、

えさを残したり、テグスをそのままにしとかな

いとか、ルールを守りながら、磯釣りというこ

ともおもしろいところかなとは思っております

が、どういった釣り場をしていくかというのは、

まだちょっとイメージに浮かんでおりません。 

 きょうのご提案等を受けとめておりますので、

そういったものについても、検討もしていって、

大島全体を公園化というふうなこともしていか

なきゃいけないかなというふうな思いをしてお

ります。 

 それから、片島の整備でございます。いろん

なご提案をいただきました。非常に、浮き桟橋

をやったりということで、漁港、漁船と遊漁船

とのすみ分けであるとか、そういった形ですみ

分けていくということも、非常にいいと思いま

すが、これは、漁業組合とか、遊漁船組合であ

るとか、そういったところとのご協力を得ない

と、すみ分けができていかないと思います。 

 私自身も、片島の保安署のところから、片島

の魚市場ですか、そこへ至るまでの湾と申しま

すか、小さな湾ですね。そういったところが、

船の着くところと、いわゆる海岸の堤防がござ

います。そういった高低差がございますけれど

も、そういったところでボードウォークしてい

けば、散策もできるしというふうなことも、思

っております。 

 片島には、もう煮干等の加工工場もございま

す。そういった港オアシスも認定を受けまして、

とれとれ市とかのイベントも、毎年、開催して

おるわけでございますので、田ノ浦に魚市場が、

大きなものができておりますし、非常に管理衛

生型ということで、注目も浴びている田ノ浦の

方でございます。 

 そういったところに集約を、市場がされた場

合には、片島には、今のところは漁業協同組合

の建物だけぐらいしかないというふうな形にな

りますので、やはり、この片島の整備と申しま

すか、市場が全面的に田ノ浦に移った場合には、

例えば、魚の加工場であるとか、魚を食べさせ

るところであるとか、そういったものも、やっ

ぱり念頭に入れていかなきゃいけないかなとい

うふうなことは思っております。 

 それから、宿毛市を売り出すプロジェクトチ

ームでございますが、このチームにつきまして

は、非常に、提案としてはよろしゅうございま

すけれども、ただ、私自身が思っておりますの

は、宿毛市の、先ほど申されましたように、企

画であるとか、商工観光がばらばらということ

ではなくて、ここの組織、それほど大きくござ

いません。そして、市役所の内部では、この３

課と申しますか、垣根は別にございませんし、
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いろんな、副市長、市長を初めとしたものが中

に立てば、もうほとんど垣根というのはござい

ませんし、みんなでやっぱり取り組んでいかな

きゃいけない。 

 それぞれ、課は課の仕事がありますけど、そ

れをやっぱり有益的に組み合わせていくのが、

庁内での私なんかの仕事であるというふうに思

っておりますし、それから、幡多の広域観光協

議会であるとか、そんな大きなところ、そして

また、商工会議所、漁業組合、農協、高知県と

いったようなところとも、手は携えていかなき

ゃいけないと思いますが、現状では、１つのチ

ームにそろえ組織をつくって、そこに職員を派

遣するというふうな状況というか、余裕と申し

ますか、そういった形のものが困難な状況です。 

 と言いますのは、定員削減計画よりも、実は、

前倒しした定員削減をやっておりまして、こう

いった形で仕事の配分をどうしていくか、そし

て、今後の仕事の内容をどうしていくか、アウ

トソーシングをしていくのかとか、そういった

ものに、今、行政改革と合わせた形で、悩んで

いるところもございますが、こういった整理も

していかなきゃいけないということで、ただい

まのご提案につきましては、関係機関がより密

接に、これからも取り組んでまいりたいと思っ

ておりますので、特にそのプロジェクトチーム

をどこかに１つに集めて、何かをするという、

恒常的にするということは、ちょっと今のとこ

ろは無理がいくのかなというふうに思っており

ます。 

 対応につきましては、その中では、きちんと

した対応をしてまいりたいと、このように考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） ８番浦尻和伸君。 

○８番（浦尻和伸君） ８番、再質問をいたし

ます。 

 今、市長の答弁をいただきました。 

 まず、豪華客船なんですが、私の提案として

も、先ほど、市長が言いましたブルーツーリズ

ムの関係、皆さん知っていると思うんですけれ

ども、今、栄喜の方はこういうふうなパンフレ

ットを出して、鯛飯とか、魚のえさやり体験と

か、そういう形で小さな集落が、高齢になり、

何とかして努力をしながら、地域にお金を落と

していく方法、そういう形で今、対応してます。 

 そういうブルーツーリズムの方も、宿毛市の

売り込みとして、やっていただきたいと思って

おります。 

 それと、咸陽島公園なんですが、私の調べた

ところ、昭和３１年に高知県の県立の宿毛自然

公園の指定を受けています。やはり、指定行為

を受けているなら、なおさらやはり整備をして

いただきたいと思います。 

 宿毛市では、小さな子どもを抱えた家庭では、

休みに遊ぶ場所がないと、よく聞くことがあり

ます。わざわざ遠くまで高いガソリンを使って

遊びに行かなくても、咸陽島に行けば、海の公

園、山には桜公園があり、春には花見や遊歩道、

夏には海の釣り、秋から冬にかけては、だるま

夕日、四季を通じての観光の場所だと思います。 

 そして、私としては、市長に追加提案がある

んですが、咸陽島の「椰子」の北側と、池島灯

台は平行にあります。池島灯台まで、小さなつ

り橋があれば、観光客はまだ来ると思いますが、

つり橋の下をフェリーや漁船が走ります。夜は

赤や青のスポットライトを照らします。もし許

可がおりるのでしたら、風がないとき、１時間

ぐらい、水はお金がかかりますので、海水をく

み上げ、つり橋から落とします。そして、スポ

ットライトを照らして、ナイヤガラの滝のよう

にしたいと思います。 

 また、バンジージャンプもできるかもしれま

せん。つり橋ができれば、観光客も来ると思い
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ます。 

 また、地場産品の販売や発送もできます。宿

毛市の財政が厳しいことはわかっていますが、

宿毛市の人口の減少は、まだまだ加速をします。

やがて国や県の厳しい指導により、市町村合併

があると思います。今から計画を立ててないと、

何もできません。 

 また、答弁で、財政の話が出たと思いますが、

宿毛市の財政が苦しいのはわかっています。１

つの提案ですが、昨年、市長のトップセールス

によりまして、宿毛市の大手のパチンコ店でた

ばこの販売ができるようになりました。今まで、

大阪にたばこ税が納税されていたのでしたが、

今は宿毛市に約１，０００万、一般会計に入っ

ています。１，０００万あれば、国の補助金を

絡めれば１億の工事ができます。 

 今、日本の国では、昭和の時代を生き抜いた

戦士が高齢になり、社長から会長になり、代が

かわっております。市長を中心にして、宿毛大

使に協力をしてもらい、政財界を初め、間 寛

平さんにも協力をしてもらい、高知県唯一の離

島・沖の島に小さな別荘を建ててもらいます。 

 宿毛市の条件は、１年間沖の島に住所を移し

てもらいます。そうすることによって、ふるさ

と納税ではないんですが、１年間は宿毛市に税

金が落ちます。税金１，０００万の人が１０人

いれば、１億円が入ります。沖の島の振興を初

め、咸陽島のつり橋、福祉事業や、何でも使え

るお金です。 

 次に、プロジェクトチームのことなんですが、

私の考えている新プロジェクトチームのことで

すが、市長の答弁と私の考えと少し違うように

思います。 

 私が言いたいのは、例えば沖の島の離島振興

係が企画課に１名います。産業振興課にも、栄

喜のブルーツーリズムの係がいます。 

 また、観光課もいろんな仕事を持っています。

市役所の各課で持っている仕事を、新たなチー

ムでする。要するに、業務委託、アウトソーシ

ングだから、市の職員は人員が削減になります。 

 例えば、新プロジェクトチームが宿毛を売り

出す一大イベントを行うようになったら、各種

団体から派遣されている職員は、団体に協力依

頼をする。農協１０名、漁協１０名、商工会議

所１０名、森林組合１０名、宿毛市２０名とか、

そういう形でやって、官民が協力し合って、こ

の宿毛を売り出す、そういうふうなイメージで

すので、今すぐにつくっていただきたいという

んじゃなくて、やはり人員も削減しながら、官

民が協力して、この宿毛市をどういう形で売り

出していくのか。 

 宿毛大使も、やはり仕事をしていただきたい

と思っていますので、２回目の質問を終わりま

す。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、浦尻議員の再質

問にお答えをいたします。 

 豪華客船来られたときのブルーツーリズム等

も売り込めということでございます。私自身も、

栄喜の方々、非常に頑張っておられて、修学旅

行生も来て、魚養殖場のえさやり体験もしてい

るというふうなことでございます。 

 また、都会の小中学生来て、魚のさばきをし

ているとか、目新しい、都会の人たちにとって

はですね。我々にとっては普通のことですけれ

ども、そういったことをやっていただいて、非

常に好評を博しているということでございます。 

 こういったものも、もちろん売っていくつも

りでございますし、先ほど、松浦議員のところ

でも、ちょっと触れさせていただきましたけれ

ども、宿毛のことを、船に前もって、ここに着

く前の晩ぐらいですかね、映像で見ていただき

たいというふうなことも考えておりますので、

その部分について、いろいろな乗船客の方々に、
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そういうものを見ていただきたいというふうな

ことを思っています。 

 自然公園の指定を、咸陽島が受けているので、

整備せよということでございます。これも、整

備をしなきゃいけないと思いますが、我々の方

としまして、行革の問題があります。行政の事

業評価というものを、内部でもやっておりまし

て、ここの、いわゆる優先順位と申しますか、

そういったものをつけたときに、まだ、ここに

は手をつけられていないというのは、私になっ

てからでございます。 

 まずはその前に、生活面の充実といったよう

なことを、事業の重点化策の方に回していると

いうことでございます。 

 もちろん、潤沢に何でもあれば、このいろん

なところの、皆さんのご要望に全部こたえたい

つもりでございますが、なかなかすぐにはまい

らないというところでございます。 

 また、咸陽島から池島灯台まで、つり橋をつ

くって、スポットライトを当ててということで、

財政厳しいということはわかっていただいては

おりますが、非常に夢のある話で、非常にいい

んじゃないかなというふうなことは思います。 

 どういった形で実現ができるか、皆さんがこ

れ、宿毛市民の人たちが、みんなそれはやるべ

きだというふうな、最大のコンセンサス、そし

てまた市会議員の皆様方も、これはぜひやるべ

きだというふうな話になりましたら、また、今、

財源の方も一応、言っていただきました。 

 なかなか、けど、この１，０００万だけでは

なかなかできずに、起債を起こすといっても、

これ借金でございますので、借金を将来に余り

残したくないのは、私のやり方でございます。 

 非常に、あそこに今、つり橋があれば、これ

はおもしろいかなというふうな思いはだきます

が、これは恐らく、将来的なこととして受けと

めさせていただきたいというふうに思います。 

 それから、プロジェクトチームを、そればっ

かりじゃ、宿毛を売り出すということでござい

ますけれども、これ、なかなか表面に見えるよ

うな、ただ離島振興は離島だけということじゃ

なくて、離島振興の中でも、巡航船の問題だと

か、いろんな、それに付随したいろいろな、各

課で仕事を持っております。 

 だから、例えば今、離島振興、２人の者が担

当をしておりますが、これが１人いかれますと、

ほかの事務に非常に支障が来すというふうなこ

とがございます。 

 やはり、全体のことを考えて、全体の事務事

業がどんなものがあるかということを考えた上

での発言でございます。 

 アウトソーシングやるとかいうふうな話で、

余裕といいますか、そういった人的な余裕、そ

してそれが定員削減につながるとか、いうふう

な話もまた、検討の余地はございますが、今の

ところ、私どもとしましても、いろいろな組織

を考える上で、１つのものにできるかとなると、

ちょっと難しい面がございますので、またいろ

いろな、今、組織体制にも、来年度、どうして

いくかとか、定員削減になった場合に、どうい

った人員配置していくか。どういったアウトソ

ーシングをしていくかとか、そういうようなも

のも、今、検討中でございます。 

 そういうような中で、余裕ができればという

ことで、余裕というといけないかもしれません

が、そういったことで考えてみたいというふう

に思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） ８番浦尻和伸君。 

○８番（浦尻和伸君） ８番、再質問をいたし

ます。 

 市長の答弁で、なかなか夢を語っていただき

ました。夢を現実にするのが、我々の使命だと

思っています。 
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 それで、２点なんですが、最初の質問にあっ

たように、やはり宿毛のメンバーの中でも、高

齢のお年寄りがおる中で、漁業関係者も高齢に

なっております。 

 今後、私としては、高齢になって岡にあがっ

たときに、なかなか先ほど言ったように、国民

年金では、なかなか生活ができません。 

 今後、宿毛市とのタイアップなんかを図りな

がら、例えば、学校の統廃合なんかがあるとき

に、大島は耐震が悪いとかいう話も聞いており

ます。今後、構想のときに、大島が統廃合にな

って、場所を移転するときがあるかもしれませ

んが、もしそういうふうなことになれば、今の

場所に、あこに岡にあげれるクルーザーをあげ

たり、そういう形にして、漁民が、漁協が中に

入って、業務委託、会社の社長の船を預かり、

年間何ぼかのお金をもらい、クルージングに行

って何ぼかのお金が落ちる、そういうシステム

で、高齢者の所得向上に努めたいと思っており

ます。 

 それと、木材の関係、間伐材、宿毛は何千町

歩か何百町歩から知らないんですけれども、大

変、山を持っています。その木材を利用した遊

具、それはぜひ咸陽島にもやっていただきたい

と思います。 

 ボランティアで、みんながたくさん出てくれ

ると思っております。 

 その遊具に使う材木なんですが、少しだけ、

漁協の方にも、補助金じゃなくて、木材を分け

ていただき、その木材で我々は小さな船で魚を

釣っている場所に、木材を漁礁として沈めて、

魚の漁礁として扱っていきたいと思っておりま

す。 

 ちょっと脇道にそれたんですけれども、市長

の考えを伺いたいと思います。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、浦尻議員の再々

質問にお答えします。 

 高齢者ということで、漁業の、なかなか体力

的に、漁業、農業というのは、大変な仕事。森

林もそうでございますが、大変なことだと思い

ます。 

 年金だけでは生活できないよということで、

そういった退職された、退職と言いますか、１

つの仕事を終えた方々が、何とか、やはり遊ん

で暮らすよりも、人間、働いた方がいいと思い

ますので、そういった、今、浦尻議員の働く場

の提供というふうなことの提案だろうと、私は

受けとめます。 

 市の方の遊休施設とかを、やっぱり使って、

いろんな、民間の方々もいろんなことをやって

いただければありがたいし、まだ、市の方の土

地もございます。 

 遊休施設、遊休土地というものは、有効に活

用されなきゃいけないと思いますので、そうい

ったものは、どんどん使って、提案もしていた

だきたい。 

 クルージングの話がありました。クルージン

グに限らず、魚の、例えば加工施設をつくれば、

お年寄りと言いますか、魚さばき、包丁さばき

と申しますか、そういったものも活かして、例

えば開きをつくるとか、そういうものにも役だ

たさせていただければなというふうなことも、

思ったりをしております。 

 それから、間伐材でございますが、これ、ど

んどんそういった形で使っていただきたい。こ

れ、森林組合等とのご協力も、やっぱりいただ

かなきゃいけないし、市民の方々が、皆さんが

やろうじゃないかというふうな、ボランティア

精神を発揮していただけると、今、浦尻議員が

おっしゃったような形で、市有林の間伐材とい

うのは、どんどん使っていただきたいし、また、

杉の葉っぱであるとか、木材であるとか、そう

いったものを漁礁に使えることは、非常に、私
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自身、大賛成でございますので、こういった役

に立てる、市有財産が役に立てるものでありま

したら、ぜひ、市としては、全面的な協力をさ

せていただきたいと、このように思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） ８番浦尻和伸君。 

○８番（浦尻和伸君） ８番、ありがたい答弁

をいただきまして、ありがとうございます。 

 片島、大島の美しい夜景の、夢じゃなくて現

実に向けて努力することを、頑張っていきたい

と思って、一般質問を終わります。 

○議長（宮本有二君） この際、午後１時まで

休憩をいたします。 

午前１１時３７分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時００分 再開 

○副議長（寺田公一君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 １番今城誠司君。 

○１番（今城誠司君） １番、通告に従いまし

て、一般質問を行います。 

 初めに、市長の政治姿勢について、お聞きい

たします。 

 本年度の行政方針でも表明されておりますが、

引き続き、行政改革大綱集中プランを確実に実

行し、行政の効率化を推進するとありましたが、

まだまだ残された見直し項目はたくさん残って

おりますが、量的な削減を主にした行政改革は、

限界が近くなったと感じております。 

 今回の一般質問は、集中改革プランの１番に

挙げられています行政評価システムの導入につ

いて、その進行状況をお聞きしたいと思います。 

 行政改革は、単純に、削減すればいいもので

はなく、限られた財源の中で、施策や事業の思

い切った選択と集中を行うため、評価結果を判

断材料に、ゼロから、本当に必要なのか、成果

を上げているのかを、市民も評価できるように

指標化し、不要であれば削減し、必要であれば

さらに拡大する、この行政評価システムは、本

市でも集中改革プランで、平成２０年度、本年

度全面導入が計画されております。 

 階層的に政策評価、施策評価、事務事業評価

があり、成果を数値化した指標を客観的な評価

を、内部だけでなく、市民が評価することによ

り、市民の目線に沿った行政運営に近づいてい

くといわれていますが、現在の宿毛市の行政評

価システムの運用状況、また今後の展開につい

て、お聞かせ願いたい。 

 次に、この行政評価結果について、市民に対

する説明責任はどのように果たすのか、また、

議会への提出について、どのように考えるかを

お聞かせ願いたい。 

 続きまして、教育行政について、お尋ねいた

します。 

 近年、全国各地で大規模な地震が発生してお

りますが、発生時間が偶然にも、子どもたちが

いない時間帯であったことにより、日本では、

直接的に子どもたちの生命を脅かす事態は免れ

てきています。 

 しかしながら、中国四川大地震では、数多く

の校舎が倒壊し、約６，５００人の子どもたち

の尊い命が失われる大惨事となり、役所への暴

動も起こっております。 

 宿毛市の本年４月１日現在の学校施設の耐震

化率は、学校再編計画の関係もあり、２６．３

パーセントと、県下でも田野町に次ぐ、高知県

で最も危険な学校施設で、子どもたちが日々、

学んでいることになっております。 

 政府は、公立小中学校の耐震化を促進するた

めに、６月１１日に地震防災特別措置法を改正

し、市町村の実質的な負担軽減を、平成２０年

度末までの時限措置として、学校施設の耐震化

を促進する方向になりました。 
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 宿毛市として、この法改正を受けて、学校再

編計画を大幅な見直しを行って、早期に耐震化

を促進する計画変更を考えていないのかをお聞

かせ願いたい。 

 続いて、学校再編計画が完了し、耐震化率１

００パーセントになるのは、平成３０年を予定

されています。３０年以内の地震発生確率は、

現在、５０パーセントですが、この完了する平

成３０年ごろには、７０から８０パーセントに

確率が、年々上がってまいります。 

 今、学校で学んでいる子どもたちを、どのよ

うに守っていくかについて、現在、どのような

取り組みを、教育委員会で実施しているのかを

お聞かせ願いたい。 

 最後に、宿毛市独自の教育展開について、お

尋ねいたします。 

 県教委では、７月に学力向上・いじめ問題等

対策計画を策定し、今後の方向性と具体的な方

策をまとめて、到達目標を設定し、本年度より

展開を開始しておりますが、宿毛市教育委員会

として、今後の方向性と具体的な方策について

の資料を見たことがございません。 

 市長の行政方針にも、物まねではなく、宿毛

市独自の方法で、教育の向上に取り組むと表明

されておりますが、その市長の方針を受けて、

宿毛市教育委員会として、どのような展開をし

ているのか、余り見えてきません。 

 隣の土佐清水市では、来年度、市教育環境日

本一元年と位置づけて、学力向上への取り組み

を、市独自に展開する方針が報道されておりま

したが、宿毛市独自の教育への取り組みについ

て、教育委員会の展開方向についてお聞かせ願

いたい。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○副議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、今城議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 行政改革の関係でございます。その第１番の

行政評価システムについてのご質問と思います。 

 まず、行政改革でございますが、行政改革大

綱集中改革プランに、いろいろ、こまごまと載

っております。私自身、もとより、プランに載

っていることにつきましては、実行していかな

きゃいけないというふうな要請があるというこ

とは、承知しておりますし、また、これを順次、

課題解決という形で、していかなきゃいけない

という思いもありますが、まだ、この行政をや

っておりまして、集中改革プランに載せている

ものばかりじゃなく、もっとやらなきゃいけな

いこともある。 

 また、時代も変わりまして、市民の要請にこ

たえなきゃいけないという使命が、行政改革プ

ランにもあるんじゃなかろうかというふうなこ

とも思っておりまして、このプランに載せてい

ることを、すべて実行することが、すべてでは

ないのかなという気もいたしております。 

 また、このプランが最上のものというふうに

も思ってませんし、やらなきゃいけないものも

あるし、また、これから、これは市民の要請に

応じてできないかもしれないというふうなもの

もあろうかというふうなことも考えております。 

 その中で、一番最初に載せております行政評

価システムでございますが、宿毛市行政改革プ

ランの集中改革プランでは、これ、システムの

運用状況でございます。１８年度の予算編成時

からでございますが、各担当課におきまして、

所管するすべての事務事業を、事務事業等調査

表ということで、実は、この調査表というのを、

こういうふうな形で、各課の課長に示しまして、

これをつくっていこうじゃないかと。 

 これ、後で議員さんにも、構わなければ配付

をさせていただきますが。 

 これを、調査表に基づきまして、みずからを

まず評価しまして、その評価に基づいて、予算
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要求された事業について、財政担当課による査

定、さらには私の査定におきまして、事業の必

要性も含めて、評価を行ってきております。 

 １８年度では、実績事業数が１７１事業ござ

います。評価内容としてでございますが、事業

の目的、事業手段、これまでの成果を再確認し

た上で、今後の課題を含めまして、事業の妥当

性を総合的に評価するというふうな調査表にな

っております。 

 各担当課による事業評価でございますが、大

部分が事業の水準を維持して、今後も継続して

実施すべきというふうな形になっておりますが、

中には、事業規模を拡大、縮小、見直しなどの

評価がなされた事業もあるわけでございます。 

 それらの意見を踏まえまして、予算編成を行

うわけでございますが、担当課の評価を認める

場合であっても、限られた財源の中での予算編

成作業となりますので、予算要求額からの減額

をしなきゃならないといった状況もあります。 

 今後の行政評価システムの展開でございます

が、現在行っている事務事業評価が、庁内での

評価に終わっております。本当に公平、客観的

な評価がなされているか、市民の目線に沿った

行政運営となっているかといったような課題は

あります。 

 一方で、第三者機関による外部評価につきま

しては、評価する委員の選考方法によりまして

は、評価に偏りが出るのではないかといった課

題もございます。 

 現状では、庁内での事務事業評価の精度を上

げていく取り組みが、必要ではないかなと、そ

んなようなことを考えております。 

 次に、行政評価結果の公表、いわゆる議会や

市民への説明責任でございますが、現在は行政

評価の結果を予算に反映をさせておりまして、

予算提案の内容が、行政評価結果と考えており

ますが、市民にもわかりやすい評価指標のよう

なものは、できないものかどうかというふうな

ことは、研究してみたいというふうに考えてお

ります。 

 次に、学校の地震防災対策でございます。宿

毛市内の小中学校施設の耐震化は、今城議員が

ご指摘のとおり、２６．３パーセントでござい

ます。ちなみに、本県の学校施設耐震化率が、

５１．６パーセントでございまして、全国平均

の５８．６パーセントは、下回っております。 

 近年、地震が頻繁に起きておりまして、こと

しになりましても、先ほど、今城議員のご指摘

のとおり、中国四川大地震、国内では、岩手・

宮城内陸地震、それから岩手北部地震が発生し

まして、学校施設にも被害が出てきております。 

 このたび、地震防災対策特別措置法の一部が

改正をされまして、改正の内容としましては、

期間が平成２０年度から２２年度までの３年間

の時限措置ということでございます。 

 財政負担軽減のための国の支援措置として、

２次診断の耐震判定値結果が０．３未満の学校

施設については、耐震補強工事を実施する場合

の補助率については、現行が２分の１でござい

ますが、３分の１に。また、コンクリート強度

等の問題によって、やむを得ず行う改築工事の

補助率については、現行が３分の１でございま

すが、これを２分の１に、それぞれ引き上げと

いうことになりました。 

 この２点が主な改正でありますが、耐震補強

工事を行う場合の国の補助基準が問題でござい

まして、建物の面積１平方メートル当たりでは、

国の基準では、２万６，２００円でございます。 

 建物の構造、建築年等により、格差があるわ

けでございますが、例えば、大島小学校校舎の

耐震補強工事を行うと仮定をいたしますと、こ

れ、実際には建物面積１平方メートル当たり７

万８，０００円程度の工事費用がかかります。 

 こういうことで、補助単価と実施単価では、
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５万１，８００円の差が生じておりまして、補

助率が引き上げになりましても、その差額は宿

毛市の超過負担ということになってきます。 

 私どもも、この単価につきましては、県へも、

市として要望もしているわけでございますが、

今回の法改正についても、市町村が直ちに学校

耐震化促進へ向けて、取り組みの効果が期待で

きるというふうなものにはなっておりません。 

 宿毛市としては、この法改正を受けまして、

学校再編計画、大幅な見直しの計画を考えてい

ないのかというご質問でございますが、当市は、

まず第一に教育効果、学習環境、学級経営など

を考慮しまして、平成１９年１１月に作成の宿

毛市立小中学校再編計画に基づきまして、現在、

栄喜小、小筑紫小、田ノ浦小の校区の住民の方、

保護者に、小学校統合に向けて、説明会を行っ

てきております。 

 今後もこの再編計画に基づきまして、地元説

明を行いまして、学校統合を進めていく中で、

できるだけ早く、耐震化を図っていきたいと、

このように考えております。 

 あとの答弁につきましては、教育長の方から

させます。 

 以上でございます。 

○副議長（寺田公一君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、今城議員の

一般質問にお答えいたします。 

 各学校での子どもたちを災害から守るために、

どういう取り組みをしているかというご質問で

ございますが、まず、ハード面では、先ほど市

長の方からお答えをいたしましたように、学校

再編による、新しく校舎を建築するという方向

で対応してまいります。 

 それから、ソフト面、学校の特別活動の中で、

子どもたちにどういうふうに、災害についての

知識を身につけて、災害から身を守るための取

り組みをするかという件でございますけれども、

各学校では、学年に応じて、災害についての学

習を行い、子どもたちの安全に対する理解を深

めながら、防災訓練や起震車体験等を行い、緊

急時におきまして、冷静で正確、かつすばやい

行動ができるような児童の育成に取り組んでま

いりたいと思っております。 

 また、今後は、学習面だけではなく、緊急地

震速報受信装置の導入も検討をしてまいりたい

と考えております。 

 それから、２点目の宿毛市の独自の教育の取

り組みについてのご質問でありますけれども、

平成２０年度の宿毛市の教育行政方針について、

本年度、教育委員会の主要施策を報告させてい

ただいております。 

 まず、問題となっております基礎学力の定着。

学力の向上につきましては、本年度は小学校の

５、６年生と中学校の１、２年生において、到

達度把握調査、小学校５年、中学校１、２年生

に対して、学習状況調査を実施し、また児童生

徒の基礎学力を把握し、授業改善に努めており

ます。 

 そして、宿毛市の単独の授業といたしまして、

小学校５、６年生、中学校１、２年生におきま

して、Ｑ－Ｕ学校生活調査を実施をして、学校

生活状況も同時に把握する中で、生活面の改善

による学力向上に努めてまいっております。 

 また、現在、２名の英語指導助手、ＡＬＴで

ございますが、雇用して、英語指導を行ってお

ります。 

 さらに、小学校の新学習指導要領の実施に向

けて、文部科学省からも、できるところから取

り組みを始めるようにという指導がありますの

で、坂本報效会からの援助をいただいて、小学

校５、６年生で英語指導教員を派遣をいたしま

して、２年後に向けてのソフトランディングが

できますように、活動をしております。 

 そして、また、学校には、問題を抱えた子ど
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もが増加しております。大変厳しい状況です。 

 そこで、本年度は市独自で特別支援員を雇用

いたしまして、小学校２校に配置をしておりま

す。学校においても、特別支援教育学校コーデ

ィネーターの育成に努めて、研修会を実施もし

ておりますし、連携をしながら、特別支援教育

の推進に努めてまいっております。 

 それから、６月の議会におきまして、野々下

議員からの質問にも答弁させていただいたこと

ですけれども、宿毛市においては、暴力行為は

減少傾向にありますけれども、いじめ問題や不

登校の生徒は、むしろ増加の傾向であります。 

 一時、三、四年ぐらい前から比べますと少な

くなったのですけれども、また最近、ここ一、

二年ぐらい、ちょっと増加傾向ということでご

ざいます。 

 教育委員会におきましても、学校や保護者、

関係機関とともに連携を図りながら、改善策を

模索をしております。解決に向けて努力を重ね

ております。 

 その取り組みといたしましては、宿毛市の支

援ネットワーク委員会を設置をしたり、厳しい

教育環境下にある児童生徒を、できるだけ早期

に発見をし、それぞれの問題に対して、関係機

関が連携を図りながら、子どもたちとその家庭

への支援を図るとともに、いろいろな問題を未

然に防止して、児童生徒の健全育成が図れるよ

うに取り組んでおります。 

 また、昨年度から補助事業といたしまして、

問題を抱える子どもの自立支援事業を受けまし

て、１名の教育相談員を配置するとともに、ス

クールカウンセラーによる教育相談を月に１回

程度、教育相談室で実施するなど、未然防止と

か早期発見に向けて、取り組んでおります。 

 今年度につきましては、スクールソーシャル

ワーカーを２名配置をいたしまして、児童生徒

のおかれているさまざまな問題を抱えている児

童生徒のために、学校、地域、関係機関との連

携を、一層強化をいたしまして、問題解決に取

り組んでいるところでございます。 

 また、県の事業でございますけれども、児童

生徒に対するスクールカウンセラーを学校に派

遣をしていただいて、教師とは別の立場から、

専門的な知識とか、技能を活かして、子どもと

かかわることで問題解決が図れるような取り組

みを実施をしております。 

 補助事業も含めて、取り組みでございますの

で、すべてが宿毛市独自の取り組みではござい

ませんけれども、指導要領の基本的なねらいで

ある生きる力を養うために、集団の中で人間関

係を調整したり、協力をして、生活できる、た

くましい子どもの育成に努めてまいっておりま

す。 

 以上です。 

○副議長（寺田公一君） １番今城誠司君。 

○１番（今城誠司君） 少し再質問をさせてい

ただきます。 

 行政評価システムについては、前向きな答弁

をいただきました。このシステムを運用するこ

とで、予算もないけど、職員の仕事だけがふえ

たことにならないように、宿毛市の実情に合っ

た方法で、効果のある取り組みを模索していた

だきたいと思います。 

 今議会で、昨年度の主要施策の実績報告書の

提出がありましたが、主な経費の内容、また成

果が記載されていますが、それぞれの政策に対

しての現在の課題、今後の課題についても、こ

の文書に載せたらわかりやすいんじゃないかな

と考えております。 

 市長の描く宿毛市の未来像をどのように達成

していくか、いろいろな施策の数値目標を設定

して、事務事業を展開することは、非常に大切

なことだと思いますので、しっかりと、よろし

くお願いしたいと思います。 
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 地震対策ですけれども、この再編計画は、子

どもたちが主人公であることは変わりませんが、

国の環境、国の補助もいろいろ変わってきます。

そのときに合った再編計画、もう見直さないん

じゃなしに、いけないものは直して、改善して、

完成度を高めるような議論もしていただきたい

と思います。 

 それから、標準単価ですけれども、２万６，

０００、金額間違っているかもしれない、２万

６，３００円が、大島では７万幾らになると。

それは、非常にかけ離れた数字で、何か贅沢な

ことをしているんじゃないかなと。そういうつ

もりをしているんじゃないか。 

 国の査定がおかしいのか、国はこれを変えて

いかないかんのではないか、声を大きくして、

地方は声をあげていかないかんのではないかと

思いますので、その辺、今後の取り組みについ

てお願いします。 

 それから、今の子どもたちを守る対策という

ことで、緊急地震速報の活用という答弁もいた

だきましたが、その耐震強度のある教室から、

優先的に使うとか、何とかその施設ができるま

で、子どもたちを安心な教育環境におけるよう

な、もう再編計画があるので何もしないではな

しに、いろいろ考えていただきたいと思います。 

 宿毛市独自の教育展開、いろいろな施策も、

やっぱり宿毛市もやっているということで、こ

れが何人の市民が教育委員会で取り組んでいる

ことを知っているのでしょうか。 

 坂本報效会の寄附により、英語の先生が２人

ということは、自分はこの一般質問の打ち合わ

せをした９月３日に、教育委員会のホームペー

ジでこれを見ました。ちょっと遅いんじゃない

か。もっとやっていることをアピールして、前

からいわれている、開かれた教育委員会につい

て、もっともっと取り組んで、市民の理解を得

るべきじゃないでしょうか。 

 その情報公開について、もう一度お願いしま

す。 

 それから、何か学校現場のいろんな声を聞く

と、教育委員会は教育現場に、学校現場に口は

出すけどお金は全然出してくれない。現場と連

帯感が、ちょっと薄いのではないかと感じます。 

 教員の中では、宿毛市へ勤務を余り希望した

くないような、そんな雰囲気も聞いたことがあ

ります。ほかの市町村に比べて、取り組みがお

くれているのではないか、そんな思いもありま

す。 

 現場との意思の疎通について、教育委員会の

再答弁をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○副議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、今城議員の再質

問にお答えをいたします。 

 その前に、先ほど、耐震補強工事を実施する

場合の補助率でございますが、私、２分の１か

ら３分の１と発言したようでございますが、ま

ことに申しわけございません。これ、訂正をお

願いします。２分の１から３分の２になりまし

たということでございます。まことに申しわけ

ございません。そのように訂正をお願いをいた

します。 

 それから、行政評価システムにつきましては、

今城議員からの励ましの言葉というふうに承り

ました。ますますこういった形が、皆さんにも

説明責任はきちんとできるように、行政評価を

きちんと、もっとしっかりとしたものに確立す

るように、指標としてもできるような形で、し

っかり頑張っていきたいというふうに思います。 

 それから、地震対策で、本当に早くやらなき

ゃいけない。再編計画に基づいてと申し上げて

おりますが、これにつきましても、その年度に

やらなきゃいけないだろう。年度の前倒しとか、

そういうものを早く、教育委員会と一緒になり
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まして、地域の方々のご了解を早くいただいた

上で、できましたら予算要求の方も早め、早め

の年度計画にしていきたいなと、こういう思い

はいっぱい持っておりますが、なかなか調整が、

今のところ、進みぐあいがちょっと遅いかなと

いう感じでございます。 

 これにつきましても、教育委員会と一緒にな

りまして、できるだけ早め早めの対応をしてま

いりたいと、このように思います。 

 それから、平米当たりの単価でございますが、

これは非常に乖離が激しいということでござい

ます。 

 今城議員のご指摘のように、何が違うのか、

どこが、例えば、単価・歩掛等ございますが、

そこの辺で、どこが違うのかという究明をきち

んとした上で、国なり県なりにも要求もしてま

いりたいと、このように考えます。 

 それから、１点だけ、教育長の答弁要求だと

思います。 

 教育委員会は、口は出すが金は出してくれぬ

というのは、我々にもちょっと責任があると思

います。できるだけ、教育の方につきましては、

査定もゆるくすると言いますか、教育問題に関

しましては、非常に大切なことでございますの

で、できるものは出してまいりたいと、このよ

うに考えます。 

 以上でございます。 

○副議長（寺田公一君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、今城議員の

再質問にお答えをいたします。 

 その前に、私もちょっと訂正をさせていただ

きます。 

 先ほど、到達度把握調査、それからＱ－Ｕ学

校生活調査について、５、６年と申しましたけ

れども、４、５年の誤りですので、訂正をさせ

てください。どうも申しわけありません。 

 それから、今城議員ご指摘のように、再編の

計画をして、校舎を建てて、子どもの安全を守

る。財政面ばかりのことを考えて、子どもの安

全のことを考えているのかというご指摘ありま

した。もっともなことだと思います。できるだ

け計画がおくれる学校につきましては、基準は

クリアできなくても、何とか財務の方にお願い

をして、安全を守るためのいろいろな手立てを

するだとか、それから、先ほど申しましたよう

に、緊急地震速報装置を入れて、できるだけ、

ちょっとでも前に地震を予知できるような対応

をとれて、子どもたちの安全を守れるような、

そんな取り組みをしたいと考えております。 

 それから、市長の方からも、大変うれしいお

言葉をいただきましたけれども、いろいろ、教

育委員会としてもいろいろお願いをしているの

ですけれども、私の方としても、新しい取り組

みについて、お願いをするがですけれども、財

政的に難しいということがありまして、全体的

なことを考えてくれということで、なかなかう

まいこといかんこともありますので、できるだ

け要求をしてまいりたいと思います。 

 それから、現場と考え方が乖離しているので

はないかと。ちょっと考え方がずれているので

はないかというご指摘もありましたけれども、

私も、２年前まで現場におった人間で、行政の

考え方もわかりますし、現場の考え方等もわか

りますので、そこら辺のことは、学校にできる

だけ足を入れて、先生の要求を聞いているつも

りではおるがです。 

 いろいろ要求を先生から受けまして、多忙化

についても、調査だとか報告だとか、県から言

われたものについても、少なくできるものにつ

いては、必要にないものについては削っていこ

うと。それで子どもと向き合える時間を確保し

ていきたいというお話をしておりますので、そ

ういうご指摘がありましたので、なお一層、現

場と考え方が離れないように、先生がのびのび
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と教育活動ができるようにしたいと思います。 

 それから、施設面では、財政の方にも働きか

けて、できるだけ予算の獲得に努めたいと、こ

んなふうに思っております。 

 それから、最後に、広報活動でございますけ

れども、その坂本報效会につきましては、大変

申しわけないことでした。 

 言いわけになりますけれども、８月の終わり

ごろに、全部の小学校から英語活動をしている

ときのスナップ写真が届いておりまして、それ

をまとめて坂本報效会の方へ連絡をする。それ

から、ホームページをこの前、載せました。 

 それから、今度の、次の広報の中で、その取

り組みについてご紹介をしておりますので、今

後とも新しい取り組み、いろいろな宿毛独自の、

宿毛自主流通米の取り組みについては、市民の

皆さんにも、できるだけわかっていただけるよ

うな取り組みをしていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○副議長（寺田公一君） １番今城誠司君。 

○１番（今城誠司君） いろいろと前向きな答

弁をいただきました。 

 常に行政評価システム、常に現状を把握して、

よくなる方向になるよう、今までどおりでない

ような役所の運営を、よろしくお願いしたいと

思います。 

 以上で一般質問を終わります。 

○副議長（寺田公一君） ２番岡﨑利久君。 

○２番（岡﨑利久君） ２番、通告に従いまし

て、一般質問をいたします。 

 まず、初めに、公園の整備について、２点お

聞きいたします。 

 初めに、公園遊具の点検状況について、お聞

きをいたします。 

 子どもが遊びを通じて、冒険や挑戦をするこ

とは、自然な行為であり、また、子どもが予期

しない遊びをすることもあります。 

 そして、遊具は冒険や挑戦、社会的な遊びの

機会を提供し、遊びを促進させるものであり、

子どもにとって、魅力的であり、その成長に役

立つものであります。 

 本市には、宿毛市公園条例に定められている

９の公園と、宿毛市都市公園条例に定められて

いる９の公園と、合わせて計１８の公園を、条

例によって規定をしています。 

 公園内には、ブランコとかすべり台など、小

さい子どもさんが使う遊具が、各公園内に設置

をされている状況にあります。 

 ２００２年度から２００７年度に、公園内の

遊具による死亡、重症事故は、計５３件にのぼ

り、このうち、２２件は点検不備が原因と見ら

れているそうです。 

 事故の発生防止には、遊具の点検が大事であ

ります。本市では、日常点検と定期点検は、ど

のような頻度で行っているのか、その実態をお

伺いいたします。 

 次に、公園遊具の設置について、お聞きをい

たします。 

 今回、一般会計補正予算で公園遊具施設設置

工事費として、８０万円の補正予算が計上され

ているわけですが、前段の質問の中で、点検の

ことをお伺いいたしました。 

 もし、仮に点検をして使用できなくなった遊

具については、早期に撤去、もしくは使用を禁

止する方法をとってもらって、安全確保に努め

ていただきたいわけですが、遊具を撤去した後

に、新たに遊具の設置をする場合に、どのよう

な順位で遊具を設置しているのか、お伺いをい

たします。 

 次に、災害時要援護者対策についてお聞きを

いたします。 

 昨年の９月議会にもお聞きをしました件につ

き、再度、お伺いをいたします。 
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 その時、市長の答弁では、災害時要援護者対

策の問題についても、県、市町村で組織をする

南海地震などに関する市町村課題検討会におい

て、個人情報の問題とか、支援のネットワーク

などについて、平成１９年度、平成２０年度の

２カ年で検討する予定としておりますとの答弁

だったと思います。 

 この１年の間に、大きな地震が２件も発生を

しております。平成２０年６月には、マグニチ

ュード７．２の岩手・宮城内陸地震が、平成２

０年７月には、マグニチュード６．８の岩手県

沿岸北部地震が、岩手・宮城内陸地震の被災地

であった宮城県栗原市、並びに岩手県奥州市で

は、高齢者ら防災弱者の連絡先を記したリスト

や名簿を作成していたために、迅速な安否確認

に役立ったとの新聞報道がされています。 

 また、平成１９年３月に発生をした能登半島

沖地震でも、石川県輪島市門前町では、高齢者

マップを作成していたために、発生後、四、五

時間で約４００名全員の安否が確認できたそう

であります。 

 こういう幾つもの事例を見てみるに、やっぱ

り早期に災害時要援護者名簿のようなものが必

要になるのではないかと考えます。 

 また、国から示されている災害時要援護者の

避難支援ガイドラインでも、要援護者に対して

具体的な避難支援プランを策定することが求め

られていますが、本市での取り組み状況につい

て、お伺いをいたします。 

 次に、中心市街地活性化についてお聞きをい

たします。 

 近年、人口の減少や高齢化、商業の衰退など、

空洞化が激しく、活性化が課題となっています。

人の流れも、中心市街地から車社会の影響など

により、幹線道路沿いのショッピングセンター

や、ホームセンターへと移行してしまいました。 

 本市でも、全国の中心市街地と同じように、

商店街は商店拠点として、賑わいの中心であり

ましたが、現在では、市道桜町藻津線沿いに大

型店が多くでき、中心部から郊外へとお客の流

れも移ってきています。 

 そんな中、国では、平成１０年に中心市街地

活性化法を施行し、大規模小売店舗立地法、都

市計画法とともに、まちづくり３法として、全

国各地の地方自治体の中心市街地活性化を奨励

し、各市町村は、こぞって基本計画を策定いた

しました。 

 これまで市町村が策定した基本計画は、６９

０にのぼったにもかかわらず、これに引き続く

ＴＭＯ構想を作成したのは、４１３、具体的な

助成措置を活用するためのＴＭＯ計画に至った

ものは２３３に過ぎません。 

 また、この法律により、中心市街地が活性化

したという事例は余り聞いておりません。 

 これは、国から助成を受けやすくするために、

国の示した要綱に沿って、基本計画をつくった

ため、実際の地域の実情と、かけ離れた計画に

なってしまったり、さまざまな問題があったと

いわれております。 

 そこで、国では、平成１８年度に中心市街地

活性化法を初めとしたまちづくり３法を改正し、

内閣府に中心市街地活性化本部を設けるなど、

中心市街地の活性化のために、新たなスタート

を切りました。 

 国は、その基本方針の中で、多様な都市機能

がコンパクトに集積した、歩いて暮らせる生活

空間を実現するコンパクトなまちづくりを目指

すとしております。 

 このような中、本市では、新たなまちづくり

を図るために、中心市街地活性化法の認定を目

指し、基本計画を策定中だとお聞きをしており

ます。 

 今後、国の認定を目指しておりますが、本年

７月９日現在、全国で５３の市が、国の認定を
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受けております。本県でも、四万十市が、本年

７月９日に国の認定を受けております。 

 本市においては、計画づくりのための担当組

織を設置し、認定に向けて、懸命な準備を進め

ておりますが、国の認定を得るのは並大抵のこ

とではありません。 

 しかしながら、中心市街地活性化基本計画が

認定されてよしというわけでもありません。中

心市街地を活性化するためには、市商工業者、

住民が力を合わせて賑わいをつくっていく必要

があります。 

 また、中心市街地の活性化は、一市町村でな

し得るものではなく、近隣の市町村を含んだ広

域的な枠組みの中でとらえないと、効果が得ら

れないものではないかと考えます。 

 そこで、基本計画策定については、法律上、

策定するのは市町村、認定は国ということにな

っていますが、この計画づくりと、その実現に

向けての本市での取り組み状況について、お伺

いをいたします。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○副議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、岡﨑利久議員の

一般質問にお答えをいたします。 

 まず、最初に、公園の遊具の件についてのご

質問でございますが、本市には、公園、条例に

定めている公園が１８カ所でございます。 

 公園は、市民の方々に憩いの場を提供すると

いうことで、子どもの成長過程において、遊び

は非常に重要な要素を含んでいるということで、

遊具はその遊びを促進させる上で、大きな役割

を果たしていると、このように考えております。 

 まず、最初に、遊具の点検状況でございます

が、都市公園が９カ所ございますが、この遊具

につきましては、全国の公園内の遊具による死

亡重症事故が相次いだことなどにもよりまして、

関係機関からの指導もございます。 

 そういうことで、４カ月ごとに定期点検を行

っております。それから、日常の点検につきま

しては、本市では、危険性の高い遊具は余り設

置をしていないこともありまして、行っており

ません。 

 宿毛市公園の遊具でございますが、９カ所の

うち８カ所に設置しています。そのうち、中筋

川ダムサイト公園は、業者に管理を委託してお

ります。それから、農村公園が６カ所ございま

すが、これは地元で草刈りなどを含めまして、

管理をしていただいておりまして、市では、年

１回以上の点検を行っているところでございま

す。 

 それから、咸陽島公園でございますが、不定

期ですが、見回りを頻繁に行っております。点

検回数としては、年４回以上ではなかろうかと

いうふうに思います。 

 次に、使用できなくなった遊具でございます

が、いずれの公園も、点検により不具合等を発

見した場合、修繕可能なものは修繕しておりま

す。修繕が不可能なものにつきましては、撤去

をするなど、その都度、対応しておりまして、

今後も事故を未然に防止するように努めてまい

りたいと、このように考えております。 

 また、条例で定めている公園内では、過去３

年間、これは１７年度から１９年度でございま

すが、不具合により撤去した遊具はまだござい

ません。新たな遊具を設置する場合の基準でご

ざいますが、これは撤去された遊具の使用状況、

こういったものを判断材料にしまして、次の設

置を考えてまいりたいと、このように考えてお

ります。 

 次に、災害時の要援護者対策でございますが、

この要援護者の把握でございますが、平成１９

年９月の議会でも、答弁をいたしております。

南海地震による津波被害が予測される本市にお

きましては、緊急時に即座に対応することので
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きる自主防災組織を初めとします地域住民の

方々に、要援護者に関する情報を把握していた

だきまして、災害発生時に速やかに避難対策に

取り組んでいただくことが、被害を少なくする

ためにも、非常に有効な手段だと考えておりま

す。 

 市内の自主防災組織の中では、地区内の災害

時要援護者を把握しまして、避難対策等に取り

組んでおられる自主防災組織もございます。 

 また、災害時要援護者のリストの作成でござ

いますが、岡﨑利久議員が言われますように、

大規模災害発生時の住民の安否確認等におきま

しても、有効な手段等を考えておりますので、

現在、福祉事務所を中心としまして、保健介護

課、総務課、宿毛消防署、社会福祉協議会、さ

らには、高知県幡多福祉保健所にも参加してい

ただきまして、関係機関の情報の共有化や、リ

ストの作成などを初めとする災害時要援護者対

策についての協議を進めているところでござい

ます。 

 今後は、できるだけ早く、要援護者のリスト

の作成とか、活用方法などを検討しまして、本

市における災害時要援護者対策の仕組みづくり

を構築してまいりたいと考えております。 

 避難支援プランの全体計画につきましては、

国から、平成２１年度までをめどに策定するよ

う、求められているところですが、この件につ

きましては、県市町村で構成する南海地震等に

関する市町村課題検討会の災害時要援護者対策

のワーキンググループでも、現在、協議を進め

ているところでございます。 

 その検討結果をもとにしまして、庁内の関係

各課が連携を図りまして、計画の策定に努めて

まいりたいと考えています。 

 南海地震などの大規模災害から被害を少なく

するためには、自助、共助の取り組みが、大変

重要であると、このように考えております。 

 ８月３１日に実施いたしました県下一斉の震

災対策訓練にあわせました津波避難訓練におき

ましては、過去最高の１，５００人を超える

方々にご参加をいただきましたが、訓練を実施

していただきました地区の中では、高齢者の避

難のために、実際にリヤカー等を使用した避難

訓練を実施していただいた地区もございます。 

 行政の取り組みも重要ではございますが、こ

のように地域全体で支え合う機運、防災意識の

向上が、災害時要援護者対策におきましても、

非常に重要であると考えておりますので、それ

ぞれの地域におきまして、市民の皆様に、今後

とも、ぜひご協力を賜りますよう、お願いを申

し上げたいと思います。 

 次に、中心市街地活性化についてでございま

す。 

 ご指摘のとおり、本市におきましては、車社

会の進展や、郊外への大規模スーパーの立地な

どによりまして、商店街はお客を奪われ、いわ

ゆるシャッター通りと化しているのは実情でご

ざいます。 

 これまでも中心市街地の活性化に向けて、さ

まざまな計画がつくられてきましたが、残念な

がら、実効性に問題がありまして、いずれも実

現には至っておりません。いわゆる計画書づく

りだけで終わっているというふうなものがござ

います。 

 そんな中で、平成１８年度に中心市街地活性

化法を初めとしましたまちづくり３法が改正さ

れたことを受けまして、本市におきましても、

基本計画の認定を受けるべく、若手職員を中心

としたプロジェクトチームを組織しまして、商

工会議所とも連携しながら、新たな中心市街地

活性化基本計画の作成に着手をしております。 

 今後は、旧基本計画の検証とか、課題把握に

向けたアンケート調査の実施、さらには中央で

活躍をされている本市出身の有識者のアドバイ
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ス等を受ける中で、基本計画を仕上げていく予

定でございます。 

 議員ご指摘のとおり、国の認定の折には、非

常に高いハードルを越えなきゃなりませんが、

中心市街地をお年寄りや子どもたちまで、すべ

ての市民が心から安らげる生活圏として再生し、

新たな賑わいをつくり出すために、今後とも、

全力で取り組んでまいらなきゃいけないという

ふうに考えております。 

 このように、これまでのように、計画づくり

だけで終わらせないという姿勢が大切かと思い

まして、具体化の可能な計画にしていくのが肝

要かなというふうなことを思っております。 

 ただ、認証を受けるのには、なぜ認証を受け

るのかということでございますが、やはり財政

的な支援というものが背後にございますので、

認証を受けるということでの財政的な支援をい

ただくということも、ひとつ大切なことでござ

いますので、この認証を得るということにも、

やっぱり努力も傾注していかなきゃいけないか

なと、このように考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（寺田公一君） ２番岡﨑利久君。 

○２番（岡﨑利久君） ２番、再質問をいたし

ます。 

 まず、公園遊具の点検状況についてですけれ

ども、今回、質問する背景に、「都市公園にお

ける遊具の安全確保に関する指針」というのが

あります。この指針は、遊具に関する我が国唯

一の指針及び基準とされています。 

 その指針が、約６年ぶりに改定をされました。

改定されるに至った背景は、遊具の経年劣化や

点検不備に起因する事故が増加しつつあり、老

朽化遊具への対応方法の明確化や、安全点検体

制の強化などが必要になってきたためだとされ

ております。 

 ただいま市長の答弁の中で、定期的に点検を

されているということなので、今後とも子ども

たちの遊び場である公園遊具について、引き続

き、厳しく点検を継続していただくようにお願

いをいたします。 

 次に、遊具の設置についてですが、今年度も

予算づけをしていただいていますので、しばら

くの間は心配ないとは思うのですが、財政的に

新しい遊具を設置できない公園がふえつつあり

ます。現に、本市でも県が管理をしている公園

がありますが、平成１９年度に遊具を撤去した

後、新たな遊具の設置は、財政的な面、維持管

理の面で無理であるとお聞きをしております。 

 今後、本市においても、直面するであろう問

題であると思いますので、今後の対応を含めて、

今から計画を立てていただきたいと思います。 

 そして、遊具がすべてなくなってしまった公

園についての利活用についても、考えるべきだ

と思いますので、その点もあわせて考えていた

だきたいと思っております。 

 次に、災害時要援護者対策についてですけれ

ども、一度に市内全体をカバーするような名簿

なりリストは、これはできないと思います。各

自主防災組織ごとで把握をしているところもあ

ると、今、市長の答弁でお伺いをいたしました

が、その各単位、自主防災組織ごととか、区長

さん、民生委員さんの方が、要援護者の方を把

握されていると思いますので、小さい単位から

でもよいので、そういう方のご協力を得ながら、

要援護者名簿なりリストなどを作成していただ

いて、最終的に市内全体をカバーできるような

名簿なり、リストを作成していただきたいと思

います。 

 そのような方法で作成をしていかないと、現

在、自主防災組織率にしても、まだ７６パーセ

ントですし、１００パーセントを目指して頑張

っていただいているとは思いますが、現実問題

として、いろいろと難しい問題があると思いま
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す。 

 名簿についても、同じだと思いますので、少

しずつ地道に作成をしていただきたいと思いま

す。 

 あと１つ、提案ですが、要援護者の方の情報

収集については、同意方式とか、手挙げ方式と

か、いろいろとありますが、広報誌なりホーム

ページを活用していただいて、情報を収集する

方法があるかと思いますので、一度検討をお願

いをいたしたいと思います。 

 市長の答弁をお願いいたします。 

 最後に、中心市街地活性化について、市長の

答弁をお伺いいたしました。 

 ことし、真丁商店街振興組合なり、本町商店

街振興組合などが頑張って、ことしの夏につい

ては、皆様ご存じかと思いますけれども、夜市

の開催をいたしました。各商店街ごとではあり

ますが、何とかしてこのまちを賑やかにしたい

との思いのもと、開催されたイベントだと思っ

ております。 

 まだまだ若くてやる気のある二代目、三代目

の商店主さんも数多くいらっしゃいますので、

そのような方々を交えて、ワークショップなり

を開催していただいて、若い店主さんたちの思

いも、基本計画の中に盛り込んでいただきたい

と思います。 

 そして、先ほど、市長の答弁の中にもありま

した、現実可能な基本計画を作成していただき

たいと思います。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○副議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、岡﨑利久議員の

再質問にお答えいたします。 

 公園の遊具の安全指針の関係でございます。

これ、設置管理者としては当然のことでござい

まして、定期的、また定期的といわずもがな、

建設課の、例えば見回りのときとか、そういっ

たときにも、ちょっと遊具を点検してみると、

そういったことも大切じゃなかろうかというふ

うに思いますので、職員一同で、そういったも

のを取り掛かるといいますか、通りかかったら、

そういったものをちょっと見てみるとか、そう

いうもの、小さなことから始めていきたい。 

 今までの定期の点検に加えまして、そういっ

た部分につきましても、気をつけてまいりたい

と、このように思います。 

 また、遊具の設置、不具合で撤去したときの

後の設置でございます。先ほど、午前中に浦尻

議員からの提案にもございましたように、例え

ば、間伐材を市民の皆さんからのボランティア

をしていただいて、みんなでそういったものを

遊具として活用していくとか、そういった遊休

のものを活用していくという取り組みも必要か

なというふうなことも思っております。 

 そういったことで、公園に遊具あるというふ

うなことを描いてまいりたいと、このように思

います。 

 それから、災害時の要援護者の名簿でござい

ます。おっしゃるとおり、やはり小さい単位、

地区の区長さんがおられますし、また、自主防

災組織もございます。特に自主防災でなきゃい

けない、地区でなきゃいけないんじゃなくて、

そういった地区のお世話をする方々が、災害時

の要援護者はこういう方々がおりますよという

把握をしていただきまして、それを市全体とし

てまとめていくという作業は、非常に大切なこ

とだと思いますので、これにつきまして、防災

の担当の方と、また話し合いをさせていただき

ます。 

 それから、情報収集でございます。いろいろ

と、今、ご提案ありましたように、広報である

とか、ホームページであるとかいうふうなこと

もございます。いろんな方法を使いまして、で

きるだけ皆さんの情報が集まりやすいような形
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をとらせていただきたいと、漏れがないような

ことをさせていただきたいと思います。 

 それから、中心市街地の活性化でございます

が、これ、若い店主の意見も聞けよということ

でございます。これはもちろんでございます。 

 これ、まちづくりは特定のものだけが何かす

るということじゃなくて、やはりそこに携わる

人たち皆さんのご意見を取り入れた形で具体化、

本当に具体化できるものを計画にのせていくと

いうものの計画書作成というふうなことにして

いきたいと思いますし、ぜひ、今、商工会議所

のメンバーの皆さんとも話し合いをしておりま

すが、青年会議所であるとかも入っております。 

 また、店主の方々で、そういった会合に出て

意見を述べたいという方がおりましたら、ご紹

介もしていただいて、ぜひ出ていただきたいと、

このように考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（寺田公一君） ２番岡﨑利久君。 

○２番（岡﨑利久君） 市長、大変わかりやす

い答弁、ありがとうございました。 

 以上で、私の一般質問を終わらせていただき

ます。 

○副議長（寺田公一君） おはかりいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会したい

と思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○副議長（寺田公一君） ご異議なしと認めま

す。 

 よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

 本日は、これにて延会いたします。 

午後 ２時０４分 延会 
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午前１０時００分 開議 

○議長（宮本有二君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 ６番中平富宏君。 

○６番（中平富宏君） おはようございます。

６番、一般質問をいたします。 

 早速でございますが、質問の方に入ってまい

りたいと思います。 

 宿毛市は、平成１４年に宿毛市行政改革大綱

を策定し、簡素で効率的な行政運営と、行政サ

ービスの向上を目指して取り組んできました。 

 しかし、地方を取り巻く行財政環境が一層厳

しくなっていることを受け、これまで以上に行

革を進め、組織のスリム化を図るため、平成１

７年に民間の方々によって構成された行政改革

推進委員会からの答申を受け、中西市長みずか

ら集中改革プランを策定いたしました。 

 集中改革プランの実施期間は、平成１７年か

ら平成２１年までの５カ年となっており、既に

終盤を迎えております。 

 この改革プランの中には、組織、機構の見直

しとして、支所の統廃合、学校の統廃合、保育

所の統廃合が示されております。 

 初めに、支所の統廃合についてお聞きいたし

ます。 

 平成１７年につくられた集中改革プランでは、

平成２１年度を目標に、小筑紫支所と東部支所

の廃止、沖の島支所と弘瀬連絡所の統合、鵜来

島連絡所の業務体制の見直しが示されておりま

す。 

 先日、市長みずから地元説明会の場で、東部

支所は私の任期中は廃止しないと発言されたと

聞きましたが、現在の各支所の状況について、

市長にお聞きいたします。 

 次に、小中学校再編計画についてお聞きいた

します。 

 平成１７年の集中改革プランによると、平成

２１年度を目標に、栄喜、小筑紫、田ノ浦の小

学校と宿毛、橋上の中学校の統合が示されてお

ります。 

 しかし、その後の平成１９年１１月には、教

育委員会より宿毛市立小中学校再編計画が示さ

れ、栄喜、小筑紫、田ノ浦の小学校が、平成２

１年度の統合、大島、宿毛、松田川、橋上の小

学校が、平成２１年度の統合、山奈、平田の小

学校が、平成３０年度の統合、小筑紫、片島、

宿毛、橋上、東の中学校が、平成２７年度の統

合、そして、統合されるすべての校舎の建築が

示されております。 

 そのことを受け、今年度予算には栄喜、小筑

紫、田ノ浦の小学校が統合したときに使う新し

い校舎建築のための実施設計委託料など、２，

３２１万４，０００円が計上されております。 

 この予算は、住民、保護者の合意がなければ

執行しないということで、議決した経緯があり

ます。 

 ところが、今議会開会日の議員協議会におい

て、いまだ栄喜地区の合意がとれていないとの

報告がありました。現在の小筑紫地区の状況及

び発注予定の設計はどうするのか。また、大島、

宿毛、松田川、橋上の小学校統合へ向けて、今

年度、地元説明に入ることになっていますが、

その状況について、教育長にお聞きをいたしま

す。 

 続いて、保育所の統廃合について、お聞きい

たします。 

 集中改革プランによると、平成２１年度目標

として、二ノ宮、すみれ、和田保育園の統合、

貝礎、平田保育園の統合、栄喜、小筑紫、みな

み保育園の統合となっております。 

 要するに、来年度には市内の保育園の５園が
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少なくなる。言い方を変えれば、なくなってし

まう、そういった計画でした。 

 その後、昨年の１１月には、市長から平成２

１年３月をもって中央保育園を廃園したいとの

計画が発表されておりました。 

 ところが先日、保護者に対して、中央保育園

の廃園延期の報告があったと聞きましたが、現

在の保育園統廃合の計画はどうなっているのか、

市長にお聞きをいたします。 

 続きまして、同じく集中改革プランの中の清

掃公社収集業務の民間委託について、お伺いを

いたします。 

 集中改革プランによると、平成２１年を目標

に、収集業務の一部を民間に委託することにな

っております。７月に民営化に向けての検討委

員会が開かれたとも聞きましたが、会議が開か

れた回数など、その内容についてお聞きをいた

します。 

 そして、今後、民営化を進めるに当たり、市

職員に準じた清掃公社職員をどう活用をしてい

くお考えなのか、身分保障を含めまして、市長

にお聞きをいたします。 

 最後に、宿毛市の振興策についてお聞きをい

たします。 

 今年６月議会において、地域特産品開発支援

事業補助金８，０００万円が補正予算として計

上されました。 

 これについては、私自身が質疑を行った経緯

もありますが、この財政的に大変厳しい中、宿

毛市も財政調整基金を取り崩してまで３，００

０万円を支出しておりますので、今回はもう少

し詳しくお聞きをしたいと思います。 

 その補助金は、芋焼酎の製造販売などをする

会社を対象に、ランニングコストなどを除く設

備投資費約１億円に対し、その約８割の８，０

００万円を補助するといった内容だったと記憶

をしております。 

 まず、先に、費用対効果の観点から見たとき、

その効果は個人の所得アップなのか、市の税収

アップなのか、または雇用対策なのか、それと

も、そのほかにあるのか、その点についてお聞

きをしておきたいと思います。 

 この事業は、単に焼酎をつくって売るだけで

はなく、地域おこしの目玉になる事業でなけれ

ばいけません。焼酎をつくり、それを販売する

だけでは、産業振興としての効果は低いと考え

ています。 

 以前、地域おこし事業計画といったものを見

ました。この計画は、焼酎製造所を中心に、イ

モの生産者、名水の製造所、市内外の特産品販

売所、そして有機堆肥製造所などによって構成

されておりました。 

 私自身、バイオマスタン構想の質問の中で、

養殖の死魚など、水産廃棄物を中心に、家庭か

ら出る生ごみなどを減量にして、有機堆肥をつ

くるべきだと提案してきました。 

 バイオマスタウンに向けた取り組みのためだ

と思いますが、担当職員数名で有機堆肥製造の

先進地への視察を行ったとも聞いております。 

 市長は、この焼酎製造所を中心に、どういっ

た振興策を打ち出すお考えなのか、その構想に

ついてお聞きをいたします。 

 また、有機堆肥製造実施へ向けた具体的な取

り組みについても、現在の状況をあわせてお聞

きいたしたいと思います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、おはようござい

ます。 

 中平議員の一般質問にお答えをいたします。 

 まず、最初に行革の関連でございますが、支

所の統廃合についてでございます。 

 中平議員も先ほどおっしゃいましたように、

本市で平成１７年１２月に行革大綱集中改革プ
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ランを策定しまして、より効率的、効果的な行

財政運営に取り組んでおるところでございます。 

 ご指摘のように、集中改革プランの中には、

市の組織機構の見直しについても明記をしまし

て、その中で支所の統廃合を推進することとし

ております。 

 具体的には、平成２１年度をめどに、沖の島

支所と弘瀬連絡所の統合、小筑紫支所、東部支

所の廃止並びに鵜来島連絡所の業務体制の見直

しを行うこととしています。 

 これまで、平成１５年４月に、鵜来島地区住

民の皆さんへ、第１回目の説明を行って以来、

沖の島の母島、弘瀬両地区の役員の皆さん、小

筑紫地区や平田、山奈地区への地区長の皆さん

への説明を重ねまして、本年の１月、４月、５

月には、小筑紫地区及び平田、山奈地区の住民

の皆様にお集まりをいただきまして、小筑紫支

所につきましては、千寿園で支所業務を継続す

る、いわゆる場所の変更ということになります。

東部支所につきましても、ＪＡ高知はた宿毛東

出張所及び隣保館で支所業務を継続してまいり

たい、このような内容をご説明をさせていただ

いたところでございます。 

 しかしながら、東部支所につきましては、中

平議員、先ほどご指摘のとおり、地域住民の

方々から、山奈、平田、両支所を統廃合する際、

このときの経過等の説明を、私も住民の方から

反対に受けたような次第でございまして、この

まま支所を廃止するということは、市民の方々

との、これは信頼関係を害するものではないか

というふうなことを判断しまして、ＪＡ高知は

たとか、隣保館でというよりも、現在の場所で

サービスを継続するという中で、効率化を図る

方策がいいんではないかと、そういうふうな判

断をしたわけでございまして、今のところで財

政的な効率化をもっと図っていくというふうな

方針に転換したということでございます。 

 また、小筑紫支所では、先ほど申しましたよ

うに、これは千寿園での業務を継続するという

ことで、場所の移転ということでやっていただ

きたいというふうなことで、住民の方々には説

明をしているわけでございますが、今のところ、

まだ協議が続いておるという状況でございます。 

 それから、沖の島支所、弘瀬連絡所、鵜来島

連絡所につきましても、まだ協議中でございま

す。現状では、まだ最終的な結論に至っていな

いというのが実情でございます。 

 学校の統廃合については、教育長の方から申

し述べさせていただきます。 

 次に、保育所の統廃合でございますが、あの

中央保育園につきましては、昨年の１１月に出

して、また、少し延期をせざるを得ないという

ふうな結論に至ったわけでございますが、保護

者会で宿毛地区に、宿毛保育園、いわゆる公立

と私立がございます。そういった関係で、過去

の歴史も一応踏まえまして、これは宿毛保育園

と中央保育園、これは合わせて１園でいいので

はないかというふうな感じでございましたので、

私立に廃園してくださいとは、なかなか申せま

せんで、公立の方でひいた形で１つにしていっ

てはどうかというふうな考えから、話を進めて

いったものでございますが、１１月２０日、昨

年ですが、保護者会でこういった説明をしてい

ったわけですが、その際に、いろんな意見が出

ました。また、要望等も出まして、こういった

ものをもとに、改善策を十分検討するというこ

とで、今後の中央保育園のあり方等について、

保護者全員にアンケート調査もいたしました。 

 そして、廃園計画についての問題点とか、課

題についても検討してきたわけでございます。 

 一定、中央保育園を廃園しますと、私立の宿

毛保育園ということになりますが、宿毛保育園

は、保育サービスを充実するために、延長保育

とか０歳児保育の実施に向けた取り組みを行っ
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ているわけでございますが、南海大地震に対す

る震災対策だとか、朝夕の送迎時の交通安全対

策、また園庭が狭いことなどで、今年度内では

解決できないような大きな問題がありまして、

平成２１年３月をもって、宿毛の方へというふ

うな話は、時期尚早ではないかということの判

断をいたしまして、ことし７月の保護者会にお

きまして、来年の廃園は延期する旨の説明をさ

せていただいたということでございます。 

 今後は２１年度が行革大綱の見直しとなって

おるわけでございますので、地震対策並びに交

通安全対策と、さまざまな状況を踏まえまして、

中央保育園を増改築して残すのかとか、宿毛保

育園を耐震補強して改修するかとか、また、新

たな保育園を合わせた形で建築するのかとか、

いろんな選択肢があろうかと思いますが、小中

学校の再編計画と合わせて、検討していきたい

と、このように考えておるところでございます。 

 和田保育園につきましては、平成１８年度か

ら保護者に対して、廃園についての説明会を行

いまして、宿毛市の財政状況等を説明する中で、

統廃合について理解を求めてきたところでござ

いますが、行政側の対応が、少し説明等がおく

れたということもございまして、保護者の強い

思いもありまして、１９年３月での廃園は延期

をしたものでございます。 

 その後も保護者との話し合いを続ける中で、

施設の老朽化並びに園児の減少などによりまし

て、平成２１年３月で廃園することについて、

ご理解をいただけるように協議をしているとこ

ろでございます。 

 今後も地区の役員会を９月中に開催できるよ

うに調整をしていただいておりまして、地元の

皆さんへも説明を行いまして、ご理解を得る中

で進めてまいりたい、このように考えておりま

す。 

 廃園後は、サービスの低下を招くことのない

ように、保育サービスの充実には努めていきた

いというふうに思っております。 

 それから、貝礎、平田保育園につきましては、

ことしの６月に貝礎保育園保護者会で保育園の

再編計画について説明を行いました。その中で

統廃合の必要性について、これは施設の老朽化

と園児数の減少により、効率的な保育所の運営

ができなくなっているということを説明させて

いただきました。 

 今後も保護者会等を開催しまして、十分説明

を行い、平成２２年３月をめどに、平田保育園

との統合について、理解を求めていきたいとい

うふうなことを考えております。 

 小筑紫地区の保育所につきましては、小中学

校の再編計画とあわせまして、保護者、地域と

施設の新築を含め、協議をする中で、平成２３

年度をめどに統廃合を進めてまいりたい、この

ように考えております。 

 いずれにしましても、１小学校区に１保育園

の基本方針に変わりはありませんが、小中学校

の再編計画とあわせまして、基本方針に沿って

ご理解をいただく中で、統廃合を進めていきた

い、このように考えております。 

 次に、清掃公社の関係でございますが、清掃

公社の民間委託の実施でございます。一部民営

化に向けまして、副市長を委員長にしまして、

関係課長、公社の局長を含む５名、現場の職員、

公社職員２名、計８名で宿毛市清掃公社民営化

検討委員会を設置しまして、ことしの７月１６

日に第１回の委員会を開いております。 

 この中で、２１年度から一部業務を民間委託

できるか、現場等の意見を参考にしながら、ま

た２２年度には、９人体制になってきます。そ

ういった形で、収集方法について、現状ですべ

て公社のみでできるかどうか。そしてまた、民

間委託するんであれば、いつの時点で、どうい

った形、ごみの種別による委託をするのか。 
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 例えば、区域を限定して、民間にも委託して

いくとか、そういったことを検討しまして、ま

だ結論は出ておりませんが、再度また委員会を

開いて、こういったことを結論づけていただき

たいと、このように考えておるところでござい

ます。 

 職員の身分のこともございますが、全部民間

に委託しますと、職員の身分が宙に浮きます。

そういった形で、一部民営、民間委託というふ

うなことを考えておりまして、職員の現在の雇

用については、きちんとした維持をしていくと

いうふうなことも考えております。 

 これは、公社の理事長と話し合いながら、ま

たこの検討委員会の中でも、いろんな、こんな

ことも含めて、話していきたいなというふうな

感じを持っております。 

 次に、宿毛市の振興策についてでございます。 

 地域特産品の開発支援事業であります地域特

産芋焼酎製造プラントの建設事業につきまして、

議員もご承知のとおりだと思いますが、宿毛の

活性化に向けて取り組む住民組織のすくも夢い

っぱい会により取り組まれていたプロジェクト

でございまして、すくも夢いっぱい会に所属す

るメンバーが中心となりまして、昨年、株式会

社すくも酒造が設立されました。 

 現在、芋焼酎の生産施設の整備が進められて

おります。これは松田町の方で、倉庫の中で、

現在、設備の設置が進められております。 

 これに対して、宿毛市としても、また県から

も支援をいただきまして、２０年６月の議会で

予算化が認められたものでございます。 

 この芋焼酎効果と申しますか、これは農業の

振興策にもつながるという観点から始めたもの

でございまして、結果として、芋焼酎工場に移

行。そして、次のステップにいこうというふう

な考えのもとでございますが、先ほど、議員か

ら費用対効果の観点のお話がございました。 

 この観点については、後ほど申し上げますが、

この支援事業につきましては、焼酎工場を中心

としまして、堆肥化工場などの地域資源を効果

的に結びつけまして、魅力ある地域づくりと地

域振興を実現させるためのものであるというふ

うに考えております。 

 今回の支援事業は、この基幹となる事業を確

立させるものと考えておるところでございます。 

 本事業から得られる効果は、これは個人的な

ことではございません。農業従事者の所得向上

でございますとか、遊休農地の解消、そして雇

用の創出に効果があるというふうに考えており

ます。 

 また、この事業の実施によりまして、宿毛市

民による地域活性化の取り組みを、より活性化

させて、住民活動が企業化したモデルケースと

して、次の企業化を促進させる効果もあるんで

はないかというふうなことを考えております。 

 これは、今度、この焼酎工場の整備事業を起

爆剤としまして、宿毛市民や関係団体が中心と

なって、今、進めておられますナオシチの搾汁

工場とか、水産加工施設の事業化につなげてい

きたい、このように考えておるところでござい

ます。 

 次に、堆肥工場の具体的な取り組みと申しま

すか、この芋焼酎の絞りかす等も利用した形で

の堆肥工場でございますが、７月３、４日で、

当市の産業振興課、環境課、企画課の職員を、

鹿児島県の堆肥化工場に視察に出張させました。 

 今回、視察しましたのは、以前、私も宿毛市

議会議員さんもここで視察をされたというふう

に聞いておりまして、なじみがあるかなと思い

まして、こちらに行ったわけでございますが、

鹿児島市に本社を置く株式会社山有さんの運営

する堆肥化工場で、ＹＭ菌という超高温好気性

微生物を利用しまして、し尿汚泥や下水汚泥、

家畜排泄物、それから焼酎の原料となる芋の絞
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りかす等を堆肥化しています。 

 ＹＭ菌でございますが、これは発酵温度が高

いために、においが少なくて、発酵期間が短い

というふうな特徴がございます。 

 鹿児島県では、製造された堆肥は地元の芋生

産農家等が利用するなど、廃棄物を再資源化し

て利用する循環型社会が確立されているという

ところでございます。 

 現在、視察で得た情報をもとにしまして、当

市では畜産の農家を対象とした家畜排泄物をア

ンケート実施をしておりまして、各種廃棄物の

排出量を精査をしている状況でございます。 

 宿毛で再資源化する廃棄物といたしましては、

まずし尿汚泥、下水の汚泥。し尿汚泥というの

は、し尿処理場で最終的に汚泥となったもので

ございますので、下水汚泥、それから養殖の死

魚、芋の絞りかす、家畜排泄物等、私は、でき

れば市民の皆さんに協力をいただいて、生ごみ

を、できるだけ水気を絞った物ということも想

定をしております。 

 それから、ＹＭ菌に限らずに、宿毛の条件に

合った堆肥化工場を目指して、事業の採算性等

も考慮して、施設規模等を、現在、検討、事務

的に検討している状況でございます。 

 これと並行しまして、以前、中平議員からも

県外の視察も行かれたし、いろいろバイオマス

タウン構想ということでのご質問もいただいて

おりますし、非常にいいご提案だったものです

から、私自身は、構想から実施というより、一

つひとつ実施して、結果的にバイオマスタウン

構想というものができ上がれば、バイオマスタ

ウンというものができ上がればいいかなという

ふうな思いを持っております。 

 こういった形で、高知工科大学のアドバイス

を得ながら、産業振興計画ですか、県の今進め

ております産業振興計画に堆肥化工場を位置づ

けまして、これらの制度を活用しながら、早い

段階での工場整備を目指して、循環型社会の構

築に取り組んでまいりたいと、このような考え

を持っているわけでございます。 

 また、一応、循環型ということでございます

ので、例えば、魚の、先ほど死魚と申しました。

魚の加工場もできるようになりましたら、ここ

からやっぱり魚のはらわただとか、頭だとか、

不要部分、こういったものについても、すべて

堆肥化できるんではなかろうかというふうなこ

とも思っております。 

 こういった事業を進めていくことで、全体が

回っていけるというふうな形をとれればいいか

なというふうなことを思ってます。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、おはようご

ざいます。 

 中平議員の一般質問、学校の統合に関するご

質問にお答えをいたします。 

 宿毛市の行政改革大綱集中改革プランの中で

は、平成２１年度をめどに、栄喜、小筑紫、田

ノ浦の３校での小学校の統合と、橋上と宿毛の

２校での中学校統合となっておりました。 

 しかし、子どもたちの望ましい教育環境を整

備し、地震等の災害から子どもたちを守る等の

視点から、新たに宿毛市立小中学校再編計画を

策定をいたしました。 

 昨年１１月７日に議員協議会で報告をいたし

ました。 

 その再編計画の内容につきましては、小学校

につきましては、沖の島地区を除く小筑紫地区

の小学校３校を、平成２１年度統合をし、大島、

宿毛、松田川、橋上の小学校を平成２４年に統

合、それから、山奈、平田の小学校が平成３０

年度統合、それから、市内の中学校を平成２７

年度に１校に統合と、集中改革プランで示した

ものとは大変な変更となりました。 
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 新しい再編計画に基づいた小筑紫地区の小学

校３校統合の説明会につきましては、本年９月

３日の議員協議会でも説明をいたしましたよう

に、昨年１１月から本年の８月末までの間に、

栄喜４回、小筑紫３回、田ノ浦５回の合計１２

回の説明会を開催をしてまいりました。 

 その結果、小筑紫地区と田ノ浦地区につきま

しては、統合についての了解を得ましたが、栄

喜地区の保護者を含む住民の方の説明の中では、

現時点の統合については、まだ合意をいただい

ておりません。本年３月議会におきまして、地

元住民や保護者の方のご理解をいただき、合意

を得た上で、小筑紫、栄喜、田ノ浦小学校の３

校での小筑紫地区の小学校統合を進めていきた

いと、ご説明をしましたように、あくまでも小

筑紫地区の３校の統合が基本であると考えてお

ります。 

 今後も引き続きまして、栄喜地区の保護者を

含む住民の方へのご理解をいただけるように、

努力を続けてまいります。 

 小筑紫小学校につきましては、昭和３７年か

ら４０年ごろの建物でありまして、老朽化が進

んで、耐震補強工事もできない状況にあります

ので、早急に建設をすることが必要であります。

そのため、できる限り早く、基本実施設計の委

託業務を実施することが必要であると考えてお

ります。 

 小筑紫地区の小学校の建設に向けての取り組

みについて、ぜひご理解をお願いしたいと思っ

ております。 

 また、再編計画にありますように、大島、宿

毛、松田川、橋上の小学校の統合に向けた地元

の説明につきましては、新しい校舎の建設の位

置を決定した後、できるだけ早い時期に説明に

出向きたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） ６番中平富宏君。 

○６番（中平富宏君） ６番、再質問をいたし

ます。 

 まず、市長にですが、その１７年に改革プラ

ンがまずできてから、それから現在に至るまで

に、飛躍的にプランが進むような変わり方と言

いますか、そういった計画の変更があったよう

に思っていました。 

 ところが、最近になって、その計画が中止や

ら、そして変更にどんどんなっているような、

そんな気がして仕方がありません。 

 そして、昨日の今城議員への答弁の中で、少

し気になった言葉があったんですが。改革プラ

ンは最上のものではないので、変更も必要であ

りますよと、そういった答弁をされました。 

 これまあ、当然のことでありまして、計画が

いろいろな形の中で変更になっていくのはいた

し方ないことだと思います。ただ、１ついえる

のは、計画というものは、表に出す。広報やら

いろんな形で、市民に示した、そういった時点

で、それは市長から宿毛市民に向けてのお約束

になるのではないかと、そういったふうに私は

受けとめております。 

 そういったことを踏まえまして、その点につ

いても市長のお考えを、いま一度述べていただ

きたいと思います。 

 まず、支所の統廃合についてですが、財政の

方で、毎回と言いますか、毎年変更になるたび

に、財政シミュレーションをつくっていると思

いますが、この東部支所と小筑紫支所の廃止が

まだ検討中ということでございますが、中止に

両方なったとすれば、財政的に余分に幾らぐら

いお金が要るのか。また、そういった場合には、

どこからそのお金を持ってくるのか、捻出する

のか、そういった件につきまして、答弁ができ

るのでありましたらお聞きをいたしておきたい

と思います。 

 そして、支所の統廃合に絡んでくるんですが、
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西町の郵便局の住民票発行事務の見直しも、こ

とし予定とされております。コピー機のリース

料が、毎年ですが、９９万６，０００円かかっ

ていると思いますが、この件についてはどうな

っているのか、あわせてお聞きをしておきたい

と思います。 

 続きまして、保育所の統廃合についてお聞き

をいたします。 

 るる市長の方から説明をいただきました。 

 話をする中で、アンケート調査を行ったとい

うことで、大変、これは意義のあるものじゃな

いかなというふうに思うわけですが、それを受

けまして、耐震補強であるとか、交通の問題で

あるとか、大変難しい問題が浮上してきており

ます。ある意味、この中央保育園の廃止という

のは、頓挫した状況ではないかなというふうに

思われるわけですが、そういったことを受けま

して、少しご質問をさせていただきたいと思い

ます。 

 ことしの７月の広報に、保育所の再編計画に

ついてという形で、載せております。その中で、

宿毛市の財政は非常に厳しい状況下におかれ、

現状のままでは保育ニーズに対応できない。こ

のままでは保育ニーズに対応できないと書いて

ます。再編により、一定規模の保育所を維持す

ることが、保育所の運営など、保育の実施に柔

軟に対応していくために必要である。 

 再編後は、延長保育や０歳児保育、この充実、

それに加えて、現在行っていない一時預かりの

実施など、保育者の就労状況を踏まえ、保育サ

ービスの低下を招くことのないように、保育の

充実に努めるとあります。 

 実際、再編計画がおくれているのですが、こ

のままで保育の充実はできるのか。今後の延長

保育、０歳児保育、一時預かり、こういったこ

とについて、現在の状況を踏まえまして、市長

の方からご答弁をいただきたいと思います。 

 次に、清掃公社の民間委託について、一部で

すが、一部民間委託についての再質問をいたし

たいと思います。 

 こちらの方、１回、そういった委員会を開い

て、これから検討するという形ですが、時期的

に、もう半年もない中で、一体、間に合うのか

なという思いが、まずします。 

 そして、今のお話を聞く限り、臨時職員が、

いま現在、４名清掃公社にいるはずですが、こ

の臨時職員の仕事を、まず民間の方にシフトを

いたしまして、言い方が悪いですけれども、臨

時職員をやめていただこう、そういったような

形での、一部民営化になるのではないかなとい

うふうな思いがしております。 

 臨時職員の年収は、はっきりはわかりません

が、１８０万円くらいではないかと思いますの

で、４名で年間７００万円程度を支払っている

のではないかと思います。 

 これを民間に委託しても、まず減額というか、

宿毛市としての委託料が７００万円以下で済ん

で、減額になるということにはならないと思い

ます。 

 年収が４００万円以上の、そういった職員を、

そういった職員の仕事を民間にシフトしてこそ、

民間委託の、金額的に見る、そういった削減に

つながるのではないかというふうに考えており

ます。 

 民間といいましても、事業の効率化には限界

があると思いますが、こういった安いお金で仕

事をしていただいている臨時職員をやめていた

だく、そういった考え方であれば、この一部民

間委託というものは必要ではないのではないか

なというふうに考えております。 

 そして、臨時職員をカットして、もし進める

とすれば、その後は市長も申されたとおり、職

員がそこにはいるわけですから、その職員がい

る限りは、職員の身分保障という形で仕事を残
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していくようなご説明だったと思います。 

 そういった形で、もし民間シフトをしていく

のであれば、職員が退職した数、その仕事だけ

を、毎年、退職者数にあわせて、民間シフトし

ていく、そういった形になるのではないかと思

います。 

 現在、まだ３０歳なかばの職員がいると、私

は認識をしておりますが、そんな形での民間シ

フトを、本当に計画として考えているのであれ

ば、今の現在の行革の流れには、のっていけな

いと思います。公社をこれから３０年近く、宿

毛市は維持していくつもりなのか。 

 また、そういった形で民間シフトをしていく

ことによりますと、まちの、宿毛市の活性化に

もつながらないと、そういったふうに考えてお

ります。 

 そこで１つ提案と言いますか、私の考えなん

ですが、例えば、ごみは厄介者ではない。ごみ

は宝だと、そういったお気持ちになって、循環

型社会の構築に向けて、ＮＰＯ法人を民間だけ

で立ち上げるというのは、大変難しいとは思う

んですが、立ち上げていただく形で、市が協力

をしていってはどうかと思います。 

 まちの美化に向けて、市民のみんなで協力を

して、参加をして、そしてこの宿毛市をつくっ

ていく、そういった形がとれるのであれば、先

ほどから出ている堆肥工場などで、今の清掃公

社の職員を身分保障をする形で、仕事をまたし

ていただく、そういった仕事のスイッチといい

ますか、そういったことも可能だと考えており

ますが、そういった形で清掃公社の職員に身分

を保障しながら、新しい仕事をしてもらう。そ

ういった形をとるべきだと、私は考えておりま

す。 

 小中学校に関しては、後にいたしたいと思い

ます。 

 まず、芋焼酎と、そして関連してくるんです

が、有機肥料の製造所、こちらの方の再質問を

させていただきたいと思います。 

 市長からいろいろな、まず、すごくそうだな

と思って聞いたんですが、これは、この芋焼酎

の事業は、振興策の基幹となるもの、そういっ

た形でなければいけないというお話が聞かせて

いただきました。 

 しつこいようですが、私もこの事業は、宿毛

市の地域おこしの中心になるためのものでなけ

れば意味がないと、先ほども言いましたが、思

っております。 

 ただ、市長が示されたような振興策が、横に

広がっていくことがなく、ましてや原料の芋が、

この宿毛市でつくられることがなく、原材料さ

えも、宿毛以外から買わなくては、芋焼酎がつ

くれないと、そういったような状況になっては、

この宿毛市が出した３，０００万円は捨て銭に

なってしまうと思います。 

 そういったことがないように、いろいろな案

を、これから考えていかないといけないと思う

わけですが、当然、市長もお考えになって、既

にＹＭ菌の工場を見るなど、動きをしているわ

けですが、私から１つ、ご提案と言いますか、

お話をさせていただきたいと思います。 

 ２年前の一般質問でも、中西市長に紹介をし

た件ではありますが、山形県長井市というとこ

ろで、レインボープランという、そういった堆

肥工場、循環型社会の構築に向けての取り組み

がなされております。 

 これは、先ほど、市長が、ぜひ家庭からのご

みも市民の皆さんに協力していただいて、出し

ていただきたいというお話もありましたが、そ

の家庭からの生ごみや、事業所からの有機質廃

棄物、そして畜産廃棄物を原材料として、堆肥

の生産を行っています。 

 その内容はとてもすばらしく、そして人口や

面積も、この宿毛市とほぼ同等の上、畜産廃棄
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物のかわりに、先ほどから出ております水産廃

棄物、魚の死骸であるとか、また市長が示され

たように、加工場ができれば、そのはらわたで

あるとか、そういったものが、宿毛市にはあり

ます。 

 現在は、ちなみにこれはお金をかけて、市外

の業者に引き取っていただいていると、私は認

識をしております。 

 こういったことを踏まえて、このレインボー

プランは、宿毛市のモデルとなる、そういった

事業だと考えております。 

 事業を開始するまでの取り組みとして、その

レインボープランでは、推進委員会を立ち上げ、

５０回以上の会議をしております。 

 そして、その間には、生ごみ分別排出の説明

会を住民の中に入って行ったり、参加農家、こ

れは有機堆肥ですか、そちらを使って野菜とか

をつくる、そういったことに関しまして、参加

する農家への呼びかけ。そしてまた、そのでき

た野菜を売っていただくための卸売市場や、ス

ーパーとの話し合いを、順次行ってきておりま

す。 

 宿毛市も、すぐにそういった開かれた形の推

進委員会をつくって、取り組んでいくべきだと

考えております。 

 そして、その末に、しっかりとした議論の末

に、予算措置を含む計画を立てて、この事業展

開をしていくべきだと考えておりますが、市長

のお考えをお聞きいたします。 

 最後に、小中学校の再編計画について、再質

問をいたします。 

 予想していた、はっきり言いまして答弁と違

いまして、３校での統合を基本と考えていると、

強く教育長から述べていただきました。 

 一定、安心をしたところでございます。 

 ただ、１つ懸念材料が残っておりまして、小

筑紫の学校が耐震補強、もう限界であるので、

まずは建てさせていただきたい。建てた後に、

２２年からですか、統合を目指すというふうな

ことを、先日、聞いたわけですが、議員協議会

の場において聞いたわけですが、この２２年統

合に、もし間に合わなかったらどうするのか。

やはり２校だけで統合をしてしまって、栄喜は

反対されれば残るのか、そこのあたり、まずそ

ういうことを考えて動きたくないという思いは

あるでしょうが、現状を見たときに、なかなか

難しいなという思いがあります。 

 それでも、２２年には必ず３校で統合して、

新しい校舎で授業を受けてもらう、そういう思

いがあるのかを、いま一度聞きたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、中平議員の再質

問にお答えをいたします。 

 行革プランの進展ぐあいとか、変更、中止。

中止ということは余りないんですけれども、言

葉が違っていったり、いろいろなものが考えら

れると思います。 

 これは、以前にもお答えしたように、行革プ

ランがすべて最上のものではないし、やらなき

ゃいけないことも、まだまだあるし、本来、行

革プランにのせるべきものも、通常の行政の中

でやってきているつもりではございます。 

 そういったことのご理解はいただいた上での

ご発言だというふうに聞いておりますし、また、

こういった形の計画が変更したようなものは、

市民への説明をきちんとすべきだということは、

もう当然でございます。 

 今のところ、まだ一部の人たち、その当事者

の方々に説明ということぐらいしか、まだなっ

てない。 

 そしてまた、市議会での重要案件につきまし

ては、市議会議員の全員協議会の中では、説明

をさせてはいただいてはおりますが、一般の
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方々への説明ということだろうと思います。 

 この面は、少し抜かってたという気分は、私

にもございますので、今後におきましては、広

報等では、きちんと説明していくというふうな

ことも、対応をとらせていただきたいと、この

ように思います。 

 それから、支所の統廃合で、財政の数値とい

う質問がございます。ちょっとその部分につい

て、事前に聞いておりませんでしたので、済み

ません、その財政の統廃合しなかったら、どう

いうふうな数値が出るのかというふうなことは、

ちょっとここに持ってきておりません。 

 ただ、例えば平田につきまして、以前の経過

がございまして、今、そのままおいとくという

ことを申し上げました。 

 そのときに、今現在、職員が２名おります。

この２名について、先ほど、合理的なことで、

少し財政的なものを減額していくというふうな

措置を考えておりますということは申し上げた

つもりでございますので。 

 例えば、千寿園に行くにしても、小筑紫が千

寿園でご了解をいただくにしても、この部分に

ついて、今までの小筑紫支所での財政的なかか

る費用というものについては、削減していくと

いうふうなことも考えております。 

 そういったことがないと、なかなか変更であ

るとか、そのまま存続とかいっても、これは行

革のものにならないというふうなことを思って

おります。 

 そういったことは、一応、考えながら推進は

しているつもりでございます。 

 それから、西町の郵便局の証明書なんかは、

これは当面、やっぱり存続させていただきたい

というふうには思っております。 

 今後、西町の郵便局さんとお話をする中で、

どういった方向にしていくかというものは、こ

れは相手のあることでございますので、お願い

をしていく。当面、していかなきゃいけないと

いうふうなことは思っております。 

 それから、中央保育園の廃止というふうなこ

とでございます。これは、先ほども説明しまし

たように、いろいろなニーズ、やはり安全とい

うものが一番大切ということでございますので、

どうしても宿毛保育園の耐震については、かな

りな疑問が出てきております。 

 そういったところで、宿毛保育園とのお話し

合い、そしてまた、保護者の方々、地域の方々

との話し合いを、きちんと、もう少し、細部に

わたってやっていかなきゃいけないというふう

なことを思っております。 

 いろいろな、０歳児とか延長保育だとか、そ

ういうものについては、働くお母さん方のニー

ズに、やっぱりこたえていかなきゃいけないと

いうふうなものがございます。 

 また、例えば０歳児は３人に１人、保育園の

先生がつかなきゃいけないとか、そういった加

配の問題もございます。保育園の先生の体制と

かいうふうなこととも、ずっとみんなで考えな

がらやっていかなきゃいけない。どういったら

保育サービスが低下しないで、この保育所を運

営していくことができるか、そういったことも、

細部にわたって、やはりきめ細かい対応をして

いかなきゃいけない。こんなふうに思っている

ところでございます。 

 それから、清掃公社については、ご提案がい

ただきました。ご提案いただいたわけですが、

我々も、例えばアルバイトの方が、賃金がどれ

だけでとか、いろいろ財政的なこと、費用面に

つきましても、いろんな、総合的な判断をやっ

ぱりしなきゃいけない。 

 そして、本当に民間委託で大丈夫なのか。市

民の方々のごみを集めるわけですから、そうい

ったことがきちんとサービスとしてできるのか

どうか。また、公社をずっと、先ほどの話で、
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今の現在の職員をおいとくんであれば、３０年

もおいとくのかというふうな話もございました

が、いろんな問題、いろんな課題がございます。

そういったものを、やっぱり総合的な判断をし

て、これが一番ベターではないかなというもの

を、やっぱりつくっていきたい。 

 あと半年で民間委託できるのかというふうな

こともございますが、短絡的に一部やるという

ふうなこともあろうかと思いますし、その短絡

的なことでも、きちんと、次につながるという

ことを考えながら、検討委員会の方でもんでも

らわなきゃいけない、このようなことも思って

ますし、また、今、中平議員から、ごみを宝と

思えというふうな話でございますし、私も、バ

イオマスタウン構想の中でも、以前にも中平議

員から、質問の中でも受けております。 

 そういったことも含めながら、検討もしてい

かなきゃいけない。 

 先ほど、芋焼酎の堆肥化工場の話もしかりで

ございますが、やはり皆さんの、市民の皆様が

ご理解をきちんとしていただけるような体制を

とって、１つのモデルとして、住民参加の推進

委員会といったものをつくれということでござ

います。 

 これについても、どういった形でやるのが一

番ベターか、その辺もきょうのご提案を受けま

して、検討もさせていただきたい、このように

思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、中平議員の

再質問にお答えをいたします。 

 先ほど申しましたように、２２年度に向けて、

小筑紫３校の統合に向けて、全力で地元の理解

に努めてまいりたいと思います。 

 しかし、先ほど申しましたように、小筑紫小

学校の校舎の老朽化が進む中では、どうしても

小筑紫小学校の建設はしなければ、子どもたち

の安全を確保することができないし、また、そ

れに引き続きまして、宿毛小学校の建築もなか

なかおくれてくるということですので、ぜひ、

２２年に向けて、栄喜地区については、全力で

理解を求めていきたいと思います。 

 栄喜小学校の地元の説明会の中でも、近い将

来には、児童がこのように減っていく中では、

統合もやむなしと考えておるというのですけれ

ども、今は統合は、地元の合意はつかないとい

うお話ですので、それから３年たちますと、２

２年から３年たちますと、栄喜の小学校は児童

数が１０名になります。１年生が１人、２年生

が２人ということですので、果たして集団の中

で培う教育活動はできるだろうか。知識の伝達

だけではなしに、学校として、組織として、い

ろんな力を育てていくというのには、やっぱり

１０人という小学校は、余りにも規模の小さい

小学校ではないかという説明もしてまいました。 

 仮に２２年に統合には賛同できなくても、２

３年、２４年に説明をして、何とかくみしてい

ただくと、こういうふうな気持ちでおります。 

 まずは２２年に向けて、理解を得るように、

再度、努力をしてまいりますが、小筑紫地区統

合の小学校の建設については、ご理解のほどお

願いしたいと、こんなに思います。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） ６番中平富宏君。 

○６番（中平富宏君） ６番、再質問をいたし

ます。 

 まず、今、答弁をいただいた教育長に、再質

問をいたしたいと思います。 

 小筑紫の問題ですが、問題と言いますか、統

廃合の件でありますが、学校の老朽化というお

話が、常に出てきております。 

 その中で、２２年統合に向けて、栄喜には全

力で理解を求めていくということですが、その
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小筑紫小学校は、当然、耐震化する必要があり

ます。 

 ただ、それ以外に、宿毛小学校、そして何よ

りも咸陽小学校と同じ年、もしくは次の年に、

耐震補強をする予定で、実際、そういった答弁

も、この議会の一般質問の場において行ってい

るにもかかわらず、そういった学校がいまだで

きていません。 

 その説明に関しては、この再編計画の中で、

何年までには建てますよというお話ですが、そ

ういったことを踏まえまして、当然、この再編

計画、とめるわけにはいかないんですよね。ど

んどんどんどん進めていかないといけないわけ

です。 

 だから、私も一議員としては、この学校建設

に対しては、反対するつもりはありません。た

だ、先ほどから何度も言っているように、栄喜

地区が、本当に統合してくれるのかなと。今の

住民説明会で十分なのかなと、そういった思い

がしてなりません。 

 また、言いかえれば、小筑紫、そして田ノ浦

も、本当に地域の方、保護者の方が納得をされ

ているのかな。 

 栄喜が反対している中で、自分たちは本当に

そこに統合したいという、そういう思いでいる

のかなという、そういう思いがあります。 

 そもそもこの宿毛市立小中学校再編計画の策

定には、大きな２つの要因があると考えており

ます。 

 １つは、学校の小規模化の問題。そして、も

う１つは、先ほどから言っております、雨漏り

の修繕や耐震補強など、施設の老朽化の問題で

あります。 

 この老朽化の問題についても、若干、私、疑

問があるのですが、これは後にしておきまして、

まず、その小規模化の問題についてですが、こ

ちらの方の説明が、十分保護者の方々に伝わっ

ているのかな、そういった思いがしてなりませ

ん。 

 要するに、学校には、適正規模というのがあ

ると思います。私以外の議員が、以前、篠山小

中学校の問題で、この場で大変激しい議論を交

わしたことが記憶に新しいわけですが、そうい

ったことを踏まえまして、この計画の中心にい

るのは、子どもでなくてはなりません。子ども

が主人公です。 

 そういった形の中で、本当に住民の皆さんに

説明ができているのかなと。なぜ保護者や地域、

区長さんに、そういったところにばっかり説明

に行っているのかなという、そういう思いがし

てならないわけです。 

 その点について、まず教育長の、今からの教

育のあり方、特にその適正規模に関する、そう

いった思い、考え方を述べていただきたいと思

います。 

 そして、もう１つの老朽化の問題であります

が、この説明を、昨年１１月に受けたわけです

が、単純に言いますと、雨漏りや耐震補強を、

市内すべての小中学校で行えば２３億円ほどか

かると。この計画に基づいて、新しい学校を建

てても４０億円程度で済むというお話だったと

記憶しております。 

 しかし、既に小筑紫の平屋木造の建築予定だ

った校舎が、鉄筋２階建ての校舎にかわり、先

日いただいた資料を見るところによると、約５

４億円に膨れ上がっております。 

 この５４億円の中には、新しく校舎を建てる、

そういった場所に使う土地代ですね。市役所じ

ゃないです、宿毛市のところに建てればいいわ

けですが、もし違った場合には、この土地代、

それに加えて、これから必要となる咸陽小学校

の修繕費、４，４００万円、そしてこの統廃合

計画に含まれていない、入っていない沖の島の

小中学校の耐震補強、並びにそういった修繕費
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に２億２００万円かかるというふうに計上され

ておりますが、これは、この５４億円には入っ

ておりません。 

 こういった形を踏まえた中で、この計画自体

が慌ててつくったものであって、その実量、そ

して正確性に欠けているのではないか、そうい

った部分も問題ではないかというふうに思うわ

けですが、先ほど言いました小規模化の問題、

要するに複式、複々式の学級の問題になってく

ると思います。 

 こちらとあわせて、教育長のお考えを述べて

いただきたいと思います。 

 続きまして、市長の方に再質問をいたしたい

と思います。 

 まず、１点、芋焼酎の工場から進みまして、

堆肥工場製造所をつくるに当たって、開かれた

形、市民の方々も入れてという形なんですが、

推進委員会をつくるべきではないかというご提

案をさせていただきました。 

 この件について、答弁がありませんでしたの

で、答弁をいただきたいと思います。 

 言いましたか。済みません、そしたら私の聞

き漏らしかと思います。大変申しわけございま

せんでした。 

 まず、そしたら保育所の統廃合についてです

が、最後に、時代の流れというと余りよくない

のかもしれませんが、行政のスリム化に向けて、

県内を初めとする各自治体で、公営の保育園、

そして保育所が民営化への取り組みといいます

か、民営化に向けて、いろいろな形での活動と

いいますか、取り組みがなされてきているのが

現状であります。 

 以前にも１度一般質問いたしましたが、市長

の民営化に向けての、保育所の民営化に向けて

のお考えというのを、再度、この場でお聞きを

いたしておきたいと思います。 

 それで、清掃公社の収集業務の一部民間委託

と、それから堆肥の工場、こちらの方が、これ

からリンクしてくると思いますので、あわせて

再質問をしていきたいと思います。 

 市長が、清掃公社の民営化に関しまして、ベ

ターなものをつくっていきたいが、一定、期間

もないし、短絡的なものになるかもしれないと

いったご発言がありました。 

 ぜひ、短絡的なものはつくらないでいただき

たいと思います。ベターな形で、いろいろなも

のを踏まえた中で、どういった方向で行うべき

なのか、きちんとした計画を立てていただきた

いという、そういった思いがありますので、し

つこいようですが、先ほどの提案を少し飛躍さ

せまして、私からもう一度提案をさせていただ

きたいと思います。 

 堆肥工場を、市長お考えということですので、

原材料も民間の方々から生ごみを集めたいとい

うことであります。これを受けまして、収集業

務の民間委託そのものを視野に入れてお考えを

するべきかと思っております。 

 単純に、全体の金額の圧縮だけを考えて、先

ほど、どこの部分を民間に渡すか、生ごみの部

分なのか、資源ごみの部分なのかというお話が

ありましたが、そういった丸投げの収集業務の

委託ではなくて、例えば、あるエリア、中央と

考えてもいいわけですが、そこの焼却ごみ、こ

れ週に２回集めていると思います。このうちの

生ごみの収集だけを、ＮＰＯ法人に、堆肥の材

料として収集をお願いすることができれば、委

託できれば、焼却ごみの激減につながると思い

ます。 

 それに加えて、そのごみの中には、生ごみが

入っていませんので、においが出なくて、先ほ

ど述べましたレインボープランも同じなんです

が、週１回のごみの収集で済むと思います。要

するに、溶融炉へ持っていくごみは、週１回で

済むと思います。 
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 その浮いたお金や、溶融炉に、今現在、大変

な金額、負担金と言いますか、払って、２億円

近いお金ですか、払ってごみを持ち込んでいる

わけですが、こちらに持ち込み量が減ったとい

うことで、負担金が浮いてくると思います。そ

のお金を、このＮＰＯ法人に委託料として払う

ことができれば、その中央区に住んでいられる、

その地域の主婦や、そして高齢者の方、また考

え方によっては、就労したいという思いがある

けれども、障害のある方で就労ができない、そ

ういった方々の仕事ができるのではないかと考

えております。 

 委託する前の正職員の給料から換算すると、

人数で１０倍以上の雇用が、こういったことを

すれば可能だと考えております。 

 先ほどから言うように、そしてその仕事がな

くなった公社の職員は、新しくできた堆肥工場

で働いていただく、そういった形をとっていけ

ば、このプランは可能ではないかと考えており

ますが、そういったのを踏まえまして、再度、

検討委員会、推進委員会を立ち上げて、頑張っ

ていく、そういった考え方になられてはないか、

そういった思いをお聞きをしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、中平議員の

再質問にお答えをいたします。 

 学校の統合についての視点は、中平議員ご指

摘のとおり、学校の望ましい適正規模と、それ

から、これは教育の中では、地元説明にもいる

中で、ふさわしくない言葉ですけれども、財政

的な問題という、こういう２点から話が進んで

おります。 

 学校の適正規模については、私は４月の宿毛

の広報の中でも書いておりますし、それから、

学校へ行ったり、それからそれぞれの説明会の

中でも、小学校における適正規模、それから中

学校における適正規模についてもお話をしまし

たし、ある程度、理解をしてもらっているので

はないだろうかと、こんなふうに思っておりま

した。 

 説明は、足らないところはあるかもしれませ

んけれども、学校の中では、ある程度の人数で、

教育活動をしなければ、身につかない力がある

ということで、いろいろと説明をさせてもらっ

たと、こんなふうに理解はしております。 

 それから、文科省のとなえている、決めてい

る適正規模と、それから県の決めている適正規

模と、それから実際、現場で教育活動を行って

いる先生の中では、若干の違いがありますけれ

ども、大体は２０名程度ではないだろうかと、

こんなふうにいわれていますし、議会の中でも、

広報の中でも書かせてもらったと、こんなふう

に思っております。 

 それから、財政面のことですけれども、平成

３０年度、山田、平田の小学校の統合までの、

見積もって５４億円ぐらいが想定されておりま

すけれども、これは、統合をすることによって、

２分の１になるだとか、それから、義務教育債

だとか、いうこともありますので、宿毛市の持

ち出しといたしましては、一般財源といたしま

しては、できるだけ厳しい見積もりをしても、

１１億程度ではないだろうかと、大体、このよ

うに考えております。 

 それから、老朽化について、いろいろと教育

委員会の中で、人数についても、それから老朽

化についても、もう少し正確なデータを持って、

説明会に当たるべきではないだろうかというこ

ともありましたけれども、教育委員会の中では、

その時点では、できるだけ精いっぱい、いろい

ろな調査をしまして、数字を割り出したという

ことですので、ご理解をいただきたいと、こん

なふうに思います。 

 以上です。 
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○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、中平議員の再質

問にお答えをいたします。 

 その前に、今の、ちょっと私も話をさせてい

ただいていいでしょうか。小学校の統合問題。

今、教育長がいろいろ、るる話しました。 

 これ、小さな集落でございます、我々の、宿

毛市を構成しているところは。 

 栄喜の問題、今、出ておりますが、これやっ

ぱり、栄喜の地域振興とも、学校を中心とした

地域振興、栄喜の子どもたちは、豪華客船が来

ても、よさこいソーランをやってくれたり、非

常に、我々の地域振興にも、一応、貢献を大分

してくれております。 

 そんな関係で、やはりこれ、ただ学校、教育

はこれ、一番大切なものでございますけれども、

学校を中心とした地域があるというふうなこと

もあります。 

 そういう中で、やはり今まで、教育委員会だ

けにということを任せた部分もございますので、

これからは、我々行政部門も一緒になって出か

けていきまして、どういった、学校の子どもた

ちと、また地域の人たちが、どういったつなが

りを持って、どういうふうに地域のことをして

いるのかとか、そしてまた、我々もどういった

ことを、この地域にしていかなきゃいけないの

か、そういったものも一応含めた形で、学校統

合の問題について、話もさせていただきたい。

このようにまた、地域に出かけて行って、ぜひ、

その３校統合という形でのものをつくっていき

たいと、このように思っております。 

 補足的に説明させていただきました。 

 それから、保育所の民営化でございますが、

私自身、今のところ、その他、ただいまは大島

保育園ですか、それと宿毛保育園が民間でござ

いますので、私自身、今ある保育所、公立のも

のを、いろいろ統廃合はあると思いますが、こ

れをすべて民間ということには、今は考えてお

りません。 

 いずれ、皆様方が全部民営化にしろというふ

うな話あれば、しなきゃいけないかもしれませ

んが、民営化にしたところのメリットというふ

うなものとか、そういったものが必要でないか、

もうちょっと精査しなきゃいけないだろうと思

いますし、自分の頭の中には、今の公立を民営

化していこうという気は、ちょっとございませ

ん。 

 それから、清掃公社関連でございますが、非

常に、ご提案もいいと思いますし、私どもも、

今、環境政策は非常に、宿毛市全体が転換期に

ある。私ども、環境課の者も、徳島の上勝町、

あそこも分別収集もいっぱいやっております。

そういったところにも派遣をしまして、勉強も

していただきました。 

 また、市民の方々にも理解をしていただく上

での、地区長さん方も、上勝町へ行って、これ

ぐらいのことをやっているとか、そういった先

進地ですか、そういったものも見ていただいて

おります。 

 いろんなご提案がございました。 

 それともう１つ、その業務の民間委託だとか、

堆肥工場であるとか、生ごみの出し方、これ、

中村にあります焼却場です。その焼却場のお金

が、非常に高くなっている。それで、我々の負

担金も非常に高いということで、生ごみの水切

りだけでも随分違うということを呼びかけては

おるんですが、なかなか、さっとこういうもの

になっていってないのが実情でございます。 

 ごみの減量化というものは、もう頭の中から

ずっと離れておりませんので、環境政策全体の

こととして、今のご提案のものも非常に受け入

れたいし、自分たちもそういうものを思ってお

りますので、ぜひ、いい形になるように。また、

ごみとして、お金を燃やしているようなもので
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ございますので、そういったものがないような

形の環境政策をとっていきたいというふうなこ

とで、総合的に考えたい。 

 また、先ほどの推進委員会のお話も出ており

ますので、こういったものの、どういったメン

バーを通してやるかとか、そういうものは考え

させていただきたいというふうに思います。 

 それと、１点だけ、ちょっと言いわけをして

おきますと、清掃公社の、短期間で短絡的に民

営化という話は、短絡的になるかもしれません

けれども、最新の注意を持って、将来につなが

るものとして、短期間的なもの、短絡的なもの

というふうなことで申し上げましたので、ご理

解を願いたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） ６番中平富宏君。 

○６番（中平富宏君） ６番、１点、再質問を

させていただきたいと思います。 

 その前に、教育長に、私の聞き方が悪いのか、

教育長の複式、複々式に対して、どういったふ

うな思いを持っているのかというのが、若干伝

わってこなかったような気がいたしてなりませ

ん。 

 日々努力をしていただいていることは、私も

知っているわけですが、もっともっとリーダー

シップを発揮して、皆さんを引っ張っていって

いただきたいと思います。 

 そして、市長からも話があったように、栄喜

の小学校、地域ぐるみで大変いい形で、全員が

ソーラン節というか、踊りといいますか、全員

でやっているのを、僕も何度も見てますし、す

ごくいい取り組みしてるなという思いはいたし

ております。 

 ただ、もし栄喜が統合しなかったときに、耐

震補強をするおつもりは、今の教育委員会には

ないと思います。 

 地域や保護者の方が反対をしたからといって、

そこに通学している子どもたちが、災害に遭っ

ていいという話にはなりません。市がこういっ

た計画で進める。子どもたちの安全のため、教

育のためにやると決めたのであれば、とことん

話し合いをして、ぜひ理解をしていただきたい

と思います。 

 何かあったときには、だれが責任をとるのか、

そこまで詰めた話をしていただきたいと思って

おります。 

 市長に１点だけ、再質問をしたいと思います。 

 まず、その前に、ごみを宝物にという考え方

で、ぜひ、先ほどの話の中で、いろんな提案、

るる言ったのではわかりにくい点もあったと思

いますが、また詳しく説明もさせていただきた

いと思いますので、新たな雇用につながる、そ

ういった振興策につながるような形で、ごみを

宝という、そういった考え方で、ぜひこの件を

進めていただけたら幸いだなと思っております。 

 そして、芋焼酎の工場、大変市民の皆様が注

目をしている案件といいますか、ことでありま

す。決して失敗のないように、私たちもそうで

すが、執行部の皆さんも気を引き締めて、この

振興策に向かって進んでいただきたいと、そう

いった思いを述べておきたいと思います。 

 最後の質問、集中改革プランについてですが、

これ、平成１７年に集中改革プランを市長が策

定されましてから、それを実現するために、担

当職員を初めとするその関係者は、何回も地元

に入って、その理解を求めてきたことだと、私

は思っております。 

 そして、私も一議員として、これからの宿毛

市のためには、子どもたちのためには市長が示

された行革を進めていくべきだと、そういった

思いでたくさんの市民の方々からおしかりも受

けましたが、その改革が進むよう、理解を求め

て説明をしてきたつもりでございます。 

 それぞれの事情もあります。情勢も変化して
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います。その中で、先ほどから言っているよう

に、すべての計画を実行しなさいとは言いませ

んが、行革の柱ともなるいろいろな案件が後ろ

向きに進んでいるように思えて仕方がありませ

ん。 

 そんな中で、この行革に対して、大変な不安

を覚えているところでございますし、そういっ

た思いを込めまして、本日の一般質問をさせて

いただいております。 

 便利な施設をなくすということは、その関係

者といいますか、受益者の方々に、言葉は不適

切かもしれませんが、受益者の方々にとっては、

反対するのが当たり前だと思います。 

 しかし、それでも市民の皆様方のご理解と協

力を得て、この行政改革は進めていかなければ

ならない。そうしないと、行政の簡素合理化や、

財政の健全化にほど遠いものになってしまう。

そういった思いがあります。 

 そういうことを踏まえまして、最後に、これ

からもこの行政改革をストップさせない、そう

いった強い思い、意思を持って、市長は宿毛市

を引っ張っていっていただけるのか、その点に

ついてだけ、市長の思いを述べていただきたい

と思います。 

 先ほど、教育長の答弁は求めないと言いまし

たが、質問になっていますので、そのことに関

しまして、教育長の思い、考え方があれば答弁

を求めたいと思います。 

○議長（宮本有二君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、中平議員の

再質問にお答えをいたします。 

 学校に行って、地元に説明会の中で、いろい

ろと説明をしてまいりましたけれども、説明が

十分でなかったということで、学校規模に対し

て、それから望ましい教育環境というところで

説明が足らないことについては、随分反省をし

ております。 

 議員協議会の中でも、複式のことについては

お話をしたと思いますけれども、でき得れば、

複式で教育活動、教科活動をするのは、いろい

ろな考え方があって、自主性が育つだとか、問

題解決能力が育ったとか、やり方によってはあ

ると思いますけれども、やはり１人の先生が異

学年をやるということは、へたな先生が授業を

やりますと、失礼ですけれども、限りなく２分

の１の授業に近づいていくということがありま

すので、子どもたちにとってはハンディキャッ

プになるのではないかという話は、説明会の中

でもしております。 

 中平議員の指摘のとおり、これからもそのこ

とにもついて、それから学校の中でできるだけ

自分の思いを伝えて、リーダーシップを発揮し

ていきたいと存じますので、よろしくお願いし

ます。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、中平議員の再質

問にお答えします。 

 今まで、行革を進めて、プランどおり実行で

きたこと、まだまだ困難なこと、そしてまた、

これは非常に無理だなと思うようなこと。これ

までの、いわゆる経験と申しますか、今までの

折衝、これは住民の方々へのお話もあるし、ま

た職員の中もございます。そういったことを、

やっぱりいろいろ再検討といいますか、反省の

上に立って、これから、来年見直しをしなきゃ

いけないという年になっておりますが、私ども、

やっぱり行政改革、これはいい方の行政改革と

いう形での見直しをきちんとしまして、今まで

の反省の上に立った形で、実行できる行政改革、

本当に財政的には、単年度黒字ではございます

が、なかなか厳しい、まだ年が続きます。 

 財政も長い間の、長距離の見通しを見まして

も、非常にまだ厳しい折が続きますので、やは

りこれら等見つめながら、横目でにらみ合わせ
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ながら、やるべきことをきちんとやっていくと

いうふうなことで、またそれを計画にのせてい

く。また、変更があれば、また変更についても、

やはり皆様方におわかりいただくように広報し

ていくというふうなことも、ぜひ進めていきた

いというふうに思います。 

 行革については、しっかりやっていきたい。

そしてまた、この宿毛市の発展のためには、力

を尽くしてまいりたいというふうに思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） ６番中平富宏君。 

○６番（中平富宏君） ありがとうございまし

た。 

 以上で、一般質問を終わります。 

○議長（宮本有二君） この際、午後１時まで

休憩いたします。 

午前１１時２８分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時００分 再開 

○議長（宮本有二君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ５番浅木 敏君。 

○５番（浅木 敏君） ５番議員の浅木でござ

います。これから一般質問をさせていただきま

す。 

 ことしは大きな台風もなく、稲穂を波立たせ

た風が秋の香りを届けてくれるようになりまし

た。しかし、政界では、後期高齢者医療制度や、

原油高、政治腐敗に対する国民的怒りの高まり

の中で、福田内閣は辞意を表明し、国会解散の

風は日に日に大きくなってます。 

 国民が政治に物言える解散風は、大いに歓迎

したいと思います。 

 早速、通告に従いまして質問に入ります。 

 １番目といたしまして、介護保険について、

市長にお尋ねいたします。 

 その１番目に、介護事業所の不正問題の対処

について、お尋ねいたします。 

 介護保険事業所につきましては、当市では保

健介護課並びに各介護事業所の皆様のご努力で

運営していただいているところでございますが、

残念ながら、先般、介護事業所での不正が発生

いたしました。 

 これまでも、介護事業に関して、コムスン問

題など、遠くでの事件はございましたが、この

宿毛市での事件発生に、市民の多くが驚き、心

配されております。 

 そこで、私は、次の点について、市長の所見

を伺います。 

 １番目に、２つの事業所の不正内容と、なぜ

このようなことになってしまったのか、わかり

やすくご説明願いたい。 

 ２番目に、不正受給額を返還させるようであ

りますが、その金額や手続はどうなるのか、お

聞かせ願いたい。 

 ３番目に、２つの事業所が指定取り消しとな

った後、これまでその事業所で介護サービスを

受けていた利用者の皆さんは、今後どうなるの

か。 

 そして、最後に、当該事業者は、謝罪の中で

介護保険制度の理解が不十分だったと表明して

います。類似事件を発生させないため、再発防

止策をどうされるのか、お聞きいたします。 

 大きな２番目といたしまして、来年度行われ

る介護保険の制度改定見直しについて、お尋ね

いたします。 

 介護保険は、市町村が保険者であり、その事

業計画は３年ごとに見直し、改定することにな

っており、来年４月からの３年間が第４期事業

計画となっております。 

 厚生労働省から、基本的考え方が示され、市

町村が計画づくりに着手する時期となってまい

りましたので、私は現在の介護保険の問題点の
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中から、次の点の見直し改善を求めます。 

 まず、１番目に、介護報酬の見直しについて

であります。 

 ２００３年改定では２．３パーセント、２０

０６年改定では２．４パーセントも、事業者に

払われる介護報酬が減らされたため、収入不足

によって介護事業所は劣悪な労働条件となり、

人材不足、深刻な経営難を引き起こしておりま

す。 

 我が党は、介護職員１人当たり１カ月３万円

の賃上げなどを内容とする緊急提言を発表しま

した。国会でも、介護事業者の処遇を改善する

ための法律が全会一致で成立しております。 

 宿毛市としても、県や国と協議し、介護報酬

の引き上げに取り組むべきではないか。 

 ２番目に、保険料を徴収する対象者の拡大問

題についてであります。 

 介護保険料を徴収する対象者を拡大するため、

障害者福祉のうち、介護サービスに当たる部分

を介護保険に統合しようとする動きがあります

が、介護保険と障害者福祉は、制度の根本理念

が異なるもので、統合するべきではありません。 

 また、保険料徴収年齢を３０歳に引き下げる、

あるいは働くすべての若年者からも徴収するこ

とが検討されています。 

 国保も払えない若年者の生活をさらに困窮化

させるものであり、徴収年齢引き下げはするべ

きではない。 

 ３番目に、要介護者の生活を支える介護と訪

問介護を守ることについてであります。 

 介護保険法の改定で導入された新予防給付に

より、軽度の人から介護ベッドや電動車いすが

取り上げられ、大きな問題となりました。 

 さらに、今回は要介護２以下を保険の適用外

とするか、または利用料を２割に引き上げる動

きがあります。 

 こうした軽度者からの介護取り上げをせず、

介護内容を充実するべきであります。 

 ４番目に、保険料、利用料の見直しについて

であります。 

 現在の介護保険料は、全国平均で４，０９０

円にもなっています。また、低所得者には、現

在の利用料でも大きな負担となっています。 

 こうしたことから、全国的には保険料で３３

パーセントの市町村、利用料で２１パーセント

が自治体独自の減免を実施しております。個人

にも自治体にも大きな負担となっています。 

 また、前回の見直しで、介護施設の居住費と

食費の負担増を実施するに当たって、低所得者

の負担増を抑えるためにつくった補足給付制度

まで見直そうとしています。 

 このように、介護保険料や利用料が負担増と

なっている最大の原因は、国庫負担が切り下げ

られたことにあります。 

 以前は、介護に占める国庫負担の割合が５０

パーセントであったのに、介護保険が始まった

年に２５パーセントに引き下げられました。 

 私たちは、国庫負担をもとの５０パーセント

に引き上げるよう求めておりますが、このこと

について、市長の所見をお聞かせ願いたい。 

 次に、原油高騰対策について、市長にお尋ね

いたします。 

 今、原油や穀物を中心にした物価高騰が、市

民生活に深刻な影を落としつつあります。 

 こうした事態の主な原因は、アメリカのサブ

プライム住宅ローンの破綻、さらに株価やドル

の下落であふれた投機マネーが、原油や穀物市

場へ流れ込み、価格をつり上げているのであり

ます。 

 現在は、最高値のときよりは、多少、下がり

ましたが、それでも４年前に１リットル約４０

円だったＡ重油が、約３倍に跳ね上がっていま

す。 

 先日も、ハウス農家の方が、原油の値上げが
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いつまで続くのか心配だ。我々には、これまで

関係ないと思っていた原油相場が何ドルか、毎

日気になると話していました。 

 また、漁業に従事する方も、船の整備や減速

航行など、省エネに努めても、限界だと嘆いて

います。 

 漁業従事者は、７月１５日には全国で一斉に

漁を休み、農家の方は、８月２３日、３，２０

０人の方が高知に集まり、農業危機突破高知県

生産者大会を開き、宿毛市からも多くの方が参

加したようであります。 

 農林漁業など、第一次産業のみならず、原油

高騰は中小企業にも大きな打撃となっています。 

 今、国や県が助成策を打ち出すとともに、市

町村でも独自対策をとり始めました。 

 宿毛市としても、次のような対策をとっては

どうかと、私なりの提案をいたします。 

 １番目に、原油高騰から市民生活を守るため

に、宿毛市行政全体で、総合的対策を打ち出す

ことを前提に、関係業界が受けている原油高騰

による影響を調査する必要があるのではないか。 

 ２番目に、国や県の支援策を市民に周知する

とともに、調査の結果をもとに、市としても独

自の支援策を考えるべきではないか。 

 ３番目に、国が出した漁業者に対する対策の

ように、非常に利用しにくいものがあります。

これの改善策と拡充を求めてはどうか。 

 ４番目に、原油高騰の主要因である国際的な

投機マネーを抑制するルールの確立を、政府に

求める考えはないか。 

 以上、４点について、市長に所見をお聞きし

ます。 

 次に、雇用促進住宅について、市長にお尋ね

します。 

 西町には、４０世帯が入居できる雇用促進住

宅が２棟あります。 

 全国では、１，５１７カ所に３，８１１棟、

１４万７７２戸あり、約３５万人が住んでいる

ようであります。 

 今、こうした住宅が政府の進める構造改革路

線のもとで、突然に廃止が閣議決定されました。 

 その内容は、２，０１１年度までに半数を廃

止し、２，０２１年度までにすべてを廃止しよ

うとするものであります。 

 入居者に対し、突然、「退去のご案内」とい

う文書が配られた地域もあり、不安の中で日々

を送っている人、自治会を組織し、戦いに立ち

上がっているところなど、さまざまであります。 

 西町の雇用促進住宅に住む皆さんも、こうし

た動きを知らない方、一部の情報を得て、心配

している方もあります。 

 そこで、私は次のことをお聞きします。 

 １番目に、西町の雇用促進住宅の廃止に関す

る状況把握はどうなっているのか。市への買取

要請があったとすれば、その時期、買取条件な

どについてご説明願いたい。 

 ２番目に、管理人や居住者に対しての説明は、

いつあったのか。 

 ３番目に、西町の住宅の今後はどうなるのか、

詳細な説明をして、居住者の不安を解消すべき

ではないか。 

 ４番目に、売却廃止の方針の見直しを求める

べきではないか。 

 ５番目に、廃止の場合は、市での買い取りも

含め、公的住宅として、維持する必要があるの

ではないか。この５点についてであります。 

 最後に、全国一斉学力テストについて、教育

長にお尋ねいたします。 

 この全国一斉の学力テスト、学習状況調査に

ついて、私は昨年３月議会の一般質問でその問

題点を指摘し、多くの国民の反対もあるので、

実施しないよう求めましたが、文部科学省と教

育委員会は、昨年に続いて今年も実施を強行し

ました。 
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 その結果は、私が指摘したように、実施上の

問題、学力テストの結果発表に伴う学校教職員

への統制強化の問題、調査結果の情報公開をめ

ぐる問題など、全国的に多く混乱が発生しつつ

あります。 

 私が指摘した中で、２つのことについては、

実施前の３月２９日の文部科学省事務連絡によ

って改善されました。 

 １つは、学習調査項目の中から、各家庭のプ

ライバシーや子どもの心に傷をつける恐れのあ

る調査事項が削除されました。 

 もう１つは、解答用紙に自分の名前を記入せ

ず、番号だけの記入も認める氏名個人番号対照

方式を例外的に認めました。既に公表された学

力テストの実施結果をもとに、次のことを教育

長にお尋ねします。 

 まず、学力テスト参加状況をどう見るかであ

ります。 

 参加状況は、公立校は全国で３万１，９２４

校のうち３万１，９１０校が参加した。そして、

国立校は１５７校全校が参加。私立校は、昨年

よりも８ポイント減の５３パーセントに当たる

１５７校が参加という結果になっています。 

 公立校はほとんどが参加しているのに対し、

私立校は約半分しか参加していません。この学

力テストに意義を見出せないから、参加しなか

ったといえます。 

 また、公立校で参加しなかったところは、不

参加の原因を、全国学力調査は、無益か有害で

す、と述べたと報道されております。私の指摘

したことと一致するわけでございますが、こう

したことについて、教育長の所見を伺います。 

 学力テストの事前練習について、あらかじめ

対策を講じるのは、本来の趣旨に反すると文部

科学大臣が国会で答弁しているにもかかわらず、

県下でも幾つかの学校が事前練習に取り組んだ

と報道されています。宿毛市でもそうしたこと

が行われたと聞きますが、真偽のほどをお聞か

せ願いたい。 

 また、学力テスト対策をしたのであれば、そ

の内容を明らかにしていただきたい。 

 公表された県別の学力、学習状況調査の結果

をどう評価するか。また、この結果によって、

宿毛市の教育政策を変更するのかどうかをお聞

きしたい。 

 ４番目に、全国一斉学力テスト結果の開示に

ついても、私は実施要領の範囲を逸脱しないこ

とを強く求めた質問をしたわけでございますが、

やはり結果の公表をめぐって、混乱が生じ始め

ました。 

 鳥取県では、県の教育長自身が、実施要領を

逸脱した開示を主張し、高知県の教育長も、市

町村ごとの公開を検討すると、県議会で答弁し

ました。 

 県教委は、市町村の教育委員会にも相談をす

るようでありますが、宿毛市教育委員会として

も、事前の約束である実施要領を守る立場で、

県教委に対応することを求めます。 

 以上で、私の１回目の質問を終わります。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、浅木議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 まず、最初に、介護保険の関係で、介護保険

事業所の指定取り消しについてということでご

ざいます。 

 この件につきましては、９月３日の議員協議

会でも説明をさせていただきましたが、新聞報

道にもありました。宿毛市二ノ宮の有料老人ホ

ームに併設されています訪問介護事業所すくも、

また居宅介護支援事業所すくもの２事業所が、

８月１日に介護保険事業所の指定取消処分とな

ったわけでございます。 

 この指定取消となった理由といたしましては、

ことし２月に県の監査が行われました。その監
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査の中で指摘された事項でございますが、事業

所の所在地につきまして、介護保険事業所とし

ての指定を受けたときの場所と違っておりまし

たが、事務的に訂正の届出をしていなかったと

いうものでございます。 

 また、有料老人ホームの職員と兼務をしてい

たことについては、法律上の人員基準について

の理解が不足していたため、勤務表で分けるこ

とをしていなかったということで、人員基準違

反とされたものでありますが、介護サービスそ

のものは、きちんと提供されております。 

 また、事務上の単純で安易なミスによる請求

誤りによるものなどが指摘をされております。 

 この結果を受けて、７月４日に県による聴聞

が行われまして、指定取消という重い処分とな

ったものでございます。 

 現在、市の方でも調査をしておりますが、介

護保険事業所を運営する上での知識が不足して

いたこと、それから事務処理等の単純ミスによ

るものがほとんどであるというふうに、我々の

調査では考えております。 

 事務処理が適正に行われていなかったサービ

スについては、結果としまして、不正に請求が

行われたということになりまして、これは、給

付費を返還していただくこととなります。 

 県の監査は、平成２０年１月分まで行われて

いまして、２月分から７月分につきましては、

現在、市の方が調査をしておりまして、調査は

９月中には終わる予定でございます。 

 調査が終わり次第、返還額を確定して、その

後、事業所に返還を求めるということになろう

かと思います。 

 この２事業所は、有料老人ホームに併設され

ていた事業所ということもありまして、有料老

人ホームへ入居されていた方の状況が心配され

るところですが、指定取消後の８月につきまし

ては、有料老人ホームすくもが、介護保険を使

用しないで、サービスを提供しております。 

 ９月からは、新たな事業者が事務事業を引き

継いでおりまして、入居者の方は、今までどお

りのサービスを受けることができる状態になっ

ています。 

 市としましては、このような事態が起きます

と、利用者の方が一番迷惑をこうむることにな

りますので、再発防止に向けて、県とも協力を

しながら、事業所の指導を行ってまいりたい、

このように考えております。 

 それから、次に、介護保険の第４期計画の件

でございます。 

 介護保険事業計画につきましては、現在、策

定作業中でございまして、来年２月をめどに策

定されることになりますが、介護保険法の見直

しにつきましては、国からの情報提供がまだな

いという状況でございまして、見通しは立って

おりません。 

 しかし、大きな変更はないという情報もあっ

て、今後も国の状況を見守る必要はあろうかな

というふうに思っております。 

 ご質問でありました介護報酬の見直しといい

ますか、介護労働者の処遇でございますが、こ

の高齢化社会において、重要な職であるという

ふうに考えております。 

 処遇は、現在、国の方でも話し合われていま

すが、これについては、適切な処遇をしていっ

ていただきたいというふうなことを考えており

ます。 

 それから、来年度の介護保険料でございます

が、現在、第４期計画、この計画は平成２１年

度から平成２３年度の３カ年を予定しておりま

して、この計画を策定中でございまして、見直

しているところでございます。 

 宿毛市の第３期、これは１８年度から２０年

度の３カ年でございますが、県内でも２番目に

高い介護保険料となっています。 
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 そのため、多額の給付費が支出され、保険料

への影響が大きい介護保険施設の建設は、市の

計画の中では、ただいまは制限をしているとこ

ろでございます。 

 現在でも、高齢化重度化が進んでおりまして、

給付費は毎年ふえ続けています。 

 今後も同じ増加率でありますと、現在の保険

料では、第４期計画中に財源不足ということが

想定をされております。 

 詳細な数字につきましては、今後、詰めてい

くことになりますが、現在の制度上は、介護保

険を維持するためには、介護保険料を上げざる

を得ない状態ではなかろうかと、このように思

っております。 

 今後も高齢化は進むことが想定されておりま

して、さらなる給付費の増加が見込まれるとい

うことでございます。このままでは、介護保険

財政を維持することとが、非常に難しくなるこ

とも考えられますが、国が検討しております被

保険者年齢の引き下げのような、新たな負担を

求める制度改正は、安易には受け入れがたいん

ではなかろうかというふうに考えております。 

 また、今後の介護保険運営を考えまして、県、

国の負担率の増加や、市町村間で格差のない保

険料制度、また障害者自立支援法との関係など

についても、必要に応じて、国や県にも要望は

していきたいと、このように考えております。 

 それから、原油高騰対策でございますが、原

油価格の高騰は、これは一次産業ばかりに限ら

ず、住民生活全体でございますが、農林水産業、

製造業、運輸業、産業全般に大きな影響を与え

ております。 

 しかしながら、宿毛市として、産業全般への

影響調査は行っておりませんが、一次産業を基

幹産業としている宿毛市にとって、他市が行っ

ている重油代に何円補助というふうな形ではな

く、現在、多くの燃料を使用している施設を、

抜本的に改善する必要があるというふうに考え

ております。 

 今後、エネルギー転換等によりまして、例え

ば、自然エネルギーに転換していくとか、そう

いったことで、現施設の自然エネルギーと原油

施設の併用ができないか、そういうふうなこと

も考えておるわけでございます。 

 車の方に、電気とガソリン車を一緒にしたハ

イブリットというのがあります。そういったも

のが、こういったハウスであるとか、漁業の方

の電気の関係とか、そういうものにできないか

なというふうなエネルギー転換、そういったこ

とを考えておるわけでございます。 

 また、全国の市長会におきましては、原油価

格高騰対策の充実に関する緊急要望といたしま

して、４項目にわたって、政府に対して８月８

日に要望をしております。 

 それから、国、県の施策を関係者へ周知につ

きましては、直接の国、県よりの指示がござい

ませんので、周知のしようが、ちょっとないわ

けでございます。 

 国の支援策は、ぜひお願いしたいところでは

ございますけれども、どういった形でくるのか、

どういうふうにしていただけるものか、まだわ

からない部分もございます。国の支援策、いろ

んな省庁の支援策はあると思いますが、複雑と

いうことばっかりじゃなくて、私ども、制度に

ついて納得できないものについては、国にも県

にもものを言ってきているつもりでございます。 

 今後も、納得できないものについては、意見

を言っていきたいというふうにも考えておるし、

市民のためになる制度でありましたら、これは

当然受け入れて、ぜひ支援もしていただきたい

というふうな考えを持っております 

 それから、国際的な投機マネーの件ですから、

これちょっと、国際的なものでありまして、私

どもが、一市長が、ちょっとここで何をします
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ということでは、なかなか私、よう言い切らな

いというふうに思ってます。 

 せいぜい、選出の国会議員さんに、こういっ

たことでございますというふうなことを伝える

ぐらいかなというふうなことで、答弁をさせて

いただきます。 

 それから、次に、雇用促進住宅でございます。

この西町に２棟ございますが、戸数が宿毛の場

合は８０戸あります。８０戸で調べました、現

在の入居戸数が２１戸ということです。 

 雇用能力開発機構から、市へ説明は、１９年、

昨年の９月２日に雇用能力開発機構の職員が、

市の方に来られまして、雇用促進住宅宿毛宿舎

についての説明と、これに市の方で購入しない

かという打診はありました。 

 その内容を申し上げますと、宿毛宿舎の構造、

規模、それから入居者数等の現状の説明、それ

から売却の価格は、１０年間、公的な住宅とし

て、市が保有することでありましたら、そうい

うことを条件に、不動産鑑定価格の半額にする

ということでの説明がありました。 

 次に、宿毛の宿舎廃止の予定時期ですが、そ

の後、機構に確認を行ったところ、宿毛宿舎に

ついては、宿毛市に購入を打診をしているため

に、用途廃止の予定は、現在は立てていないと

いうことでございました。 

 次に、宿毛宿舎の入居者に対する廃止の説明

については、説明会は開催していないというこ

とでございまして、以前、全国共通の用途廃止

に向けたチラシを配布しているようでございま

す。 

 次に、売却廃止の方針の変更ということでご

ざいますが、これは現時点では、機構に対し、

これを変更せよというふうな考え、売却変更、

廃止の変更を求めるという考えはございません。 

 宿毛市が購入する等を含めて、公的住宅とし

て維持できないかなということでございますが、

公的住宅でございます、公営住宅法等の法律の

規制を受けない、単なる宿毛市所有の住宅とい

うことになりますが、として、取得した場合は、

現在の入居者の継続の入居は可能となります。 

 また、今後の宿毛湾港の工業流通団地への企

業誘致を推し進めるために、転入者の住居対策

とか、同団地への進出企業の支援策としての、

利用は可能になろうかというふうに思います。 

 このために、種々いろいろな視点で、現在、

購入の可能性について、検討中ということでご

ざいます。 

 特に、これを購入するというふうな決定も、

何もまだしておりません。 

 以上でございます。 

 この雇用促進住宅の機構からの説明を受けて、

まだいろんなことを検討しているという状況で

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 浅木議員の一般質問

にお答えをいたします。 

 本年度の全国学力・学習状況調査の参加につ

きましては、国公立では昨年同様、愛知県の犬

山市だけが不参加で、私立は、議員がご指摘の

ように、１５７校の５３．４９パーセントの参

加率でありました。 

 私立学校の参加率について、どう考えるかと

のご質問でありますけれども、私立学校につき

ましては、それぞれの学校で、独自に教育方針

を立てて、教育活動を進めており、学力向上の

取り組みや参加体制につきましても、それぞれ

の学校の、独自の判断で取り組んでまいってお

りますので、私がそのことについてどう考える

かということについては、ちょっと控えさせて

もらいたいと思います。 

 それから、本年度の全国学力状況調査につい

て、事前練習をしたことについてですが、昨年
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の問題を実施した学校があるということについ

ては、教育委員会も把握をしております。 

 そのことにつきましては、文部科学省のホー

ムページにも、問題を記載をしておりますし、

その問題を練習をして、活用するような方針で

あると承知をしております。 

 その活用についての設問を練習するというこ

とにつきましては、単にテストの点数を上げる

ためではなくて、基本的、基礎的な知識を、ど

のように活用していくかという、教育の中で最

も今日的な課題を解決する取り組みであると承

知をしております。 

 そして、授業改善がどの程度図られていくか、

各校で検証をして、課題のある部分については、

重点的な取り組みをしたり、学力の向上を図る

材料にしてもらいたいと思っております。 

 高知県の教育委員会においても、文部科学省

と同様の立場をとっておりますし、本教育委員

会でも、同じように考えております。 

 そしてまた、実施をした時間帯につきまして

は、それぞれの学校で工夫をして、学校の裁量

の時間帯で取り組みをしておりますので、問題

はないと思っております。 

 今回の結果について、県の教育長が、こんな

コメントをしております。 

 本年度の調査結果も昨年同様、本県の小学校

の国語、算数の平均正答率は、全国の平均正答

率とほぼ同じ状況にあるものの、中学生の国語、

数学の平均正答率は、全国に比べて低く、学力

の定着状況に大きな課題がある結果となってお

り、厳しい結果としてとらえるべきだと考えて

おりますと、このようにコメントをしておりま

す。 

 本教育委員会といたしましても、今回の結果

を細かく分析をして、授業改善を図るなどの取

り組みを進めるよう、学力向上に努めてまいり

たいと考えております。 

 それから、最後の公表の件でありますが、現

在のところ、市や学校ごとの結果を発表するつ

もりはありません。また、県の教育委員会が、

市町村別の結果を公表するというお話を、正式

には聞いてはおりません。 

 そして、幡多地区の地教連、これは市町村教

育委員会連合会でありますけれども、混乱を招

くという観点から、公表をしないという考えで

一致をしておりますので、ご理解をしていただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） ５番浅木 敏君。 

○５番（浅木 敏君） ５番、再質問をいたし

ます。 

 介護保険の問題ですが、この中で、１点だけ

お聞きします。 

 市長お話ありましたように、内容的には単純

な間違いだということでございますが、こうい

う単純な間違いが、結局は取り消しという、結

果としては重大なことになったわけでございま

す。 

 これは、県の方の管轄ではございますが、も

し、これを宿毛の人が見ておれば、あの事業所

が二ノ宮にあるのに、なぜ住所が宿毛市宿毛な

のよということになると、すぐわかると思いま

す。 

 そういった面から、確かに県の方でするのか

もわからんけんど、県と市と連携とって、こう

いう間違いのないようにするべきではないかと

思うわけでございます。 

 最も、県の方から市の方へ要望がなければ、

こちらから先に出て、あれこれはできないと思

いますので、このことをもとに、県の方は、こ

ういう間違いをないように、直接、現場チェッ

クができないのならば、市の方へ要請して、現

場チェック、こういうことをするようにするべ

きではないかと思います。 
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 それともう１つは、お金を間違った部分につ

いても、記録の間違い、単純な間違いというこ

とでございますので、本当ならば、介護事業所

に、そういうことに特別詳しい人を雇う、特別

な研修をして、介護事業所がそういう人を確保

することが必要なのかもわかりませんが、やは

り、いろんな、そういう内容的に複雑な事務で

ございますので、公的機関としても、いろいろ

な説明会を設けて、こういう間違いのないよう

にしていくべきではないかと思うわけでござい

ます。 

 それから、来年度行われる制度改正について、

市長の方から説明していただきましたが、まだ

上からの具体的指示が来てないということでご

ざいますので、そのうちに来るかと思いますが、

内容的には、私が先ほど指摘したような、重大

な問題を含んで動いているということでござい

ます。 

 特に、報酬の見直しにつきましては、介護事

業所の方を尋ねてみましても、事業所の方で、

職員が欲しいんやけど、なかなか今の条件では

来てくれる人がないと。特に男性職員が確保で

きないと、いうようなことを言っておりました。 

 ああいう介護の事業所、男手が欲しいという

ことですが、それに見合う賃金が払えないとい

うことで、何とか介護報酬がふやせるようにし

ていただきたいというようなことも、話してい

たわけでございます。 

 それと、介護者からの介護給付を取り上げる

問題ですね。これについては、財政が厳しいか

らということで、年々、いろいろな面で基準を

難しくしております。こういうふうに、毎年、

中身をかえて悪化していくと、介護保険料は払

うけど、介護は受けられないという人がふえて

くるわけでございます。 

 俗に言う介護難民ということになってくるわ

けでございます。 

 ５月１５日の参議院の厚生労働委員会で、桝

添大臣も、数字の論議が先じゃだめだと。いか

にして日本国民の命を守るかが優先されなくて

はならないと、答弁しているわけでございます。 

 こういった面で、やはり介護されなくてはな

らない人が介護してもらえる、そういう制度に

していくべきだということでございます。 

 それから、要介護認定の見直しにつきまして

も、今は、要支援２、それから要介護１、これ

を専門家が集まった審査会で判定しているわけ

ですが、これを、現在行って、それ以下のもの

を行っているような、コンピュータ方式に切り

かえる。しかも、調査項目も減らすということ

で、こういう、俗に言う介護１以下の軽度の人

は、受けられない、排除される、そういうふう

な状況になってくる。これがこのままいってし

まうと、来年の４月から、多くの人は介護を受

けられなくなるんじゃないかという心配がある

わけでございます。 

 こういった面で、ここらあたりを、介護は引

き続いて受けられるようにしていただきたい。 

 それともう１つ、最後の方に、引き上げが、

市長は介護保険料の引き上げ、やむを得んのじ

ゃないかという話をしましたが、根本は、私が

一番最初に言いましたように、国の負担率が減

ったという面があるわけです。これが５０パー

セントやったのが、現在は２５パーセントにな

っていると。このことに対しまして、全国市長

会、全国町村長会、これも５０パーセントにす

るように求めているということでございますが、

なおそういう場、そしてまた市独自にもいろい

ろ努力していただいて、国の方の負担を５０パ

ーセントにさせるようにしてもらいたいと、こ

う思うわけでございます。 

 特に、何かにつけて財政厳しいということで、

国の方では言いますけんど、現在でもアメリカ

軍に対して、２，０８３億円、今年度予算です
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ね、の思いやり予算、こういうものを組んでい

るわけでございます。これも含めて、６，１０

０億円、米軍の駐留費用を出しているわけです。

こういうところへ出す金があるんだったら、日

本の高齢者、介護を受けないかん人に対しての

思いやりをしてもらいたい。 

 そういう面で、機会があれば、５０パーセン

トへの引き上げを求めていただきたいというこ

とでございます。 

 それから、原油高騰対策については、市の方

としても、抜本的な対策という方向で検討して

いるということですが、国との、水産庁の方で

も、個々の人に対する燃料費補償として、わず

か８０億でございますけれども、一応、予算化

したということですが、これは特定の人だけし

か使えないというふうな状況になっております。 

 特に削減効果が出たか出んか。また、削減効

果が出んかったら、返還してもらいますよとい

う条件つきだということになっているわけです。 

 先日、新聞にも出ておりました、土佐清水市

ですね。あそこは漁業者に、消費した燃料１リ

ットルにつき、３円の補助をするということで、

総額７６０万円を、９月予算に、補正予算に入

れるということでございます。 

 あわせて、清水では、農家に対しても、ビニ

ールハウス補修費、こういったものについて、

２５０万補正予算を組むということでございま

すが、ほかにも、宮城県の気仙沼や石巻、こう

いったところでも、消費燃料に対して支援する。

そしてまた、島根県の大田市、こういったとこ

では、船のプロペラないしは船底の清掃、こう

いうことによって、燃料が少なくて済むので、

そういったものに対して、県、市、それぞれが

負担をして、援助しているわけでございます。 

 おいしい宿毛湾の魚を全国に売り出す、地元

農業を大切にする、こういったことを市長は信

条にしているというふうに、いつも発言される

わけですが、生産者が元気を取り戻す支援に対

して、これを英断を下すときではないかと、こ

ういった面で市長の心意気をお聞きしたいと思

います。 

 国が出した支援策については、先ほど、改善

するべきものは改善するように求めていくとい

うことでございますので、再質問はいたしませ

ん。 

 雇用促進住宅につきましては、先ほど、市の

方から質問した内容について、回答がありまし

たが、その売値ですけれども、確かに市長の言

うたように、１０年間そのまま、公的住宅とし

て使うならば、半額にすると。評価額の半額に

するということでございますが、その具体的な

値段については、まだお聞きしてないでしょう

か。 

 例えば、これは長野県の須坂市ですかね、こ

れらでは、大体、２棟、現在の西町の住宅程度、

８０戸分、これで一応、評価額は、地理的にも

よりますが、２億円程度ということで、これを

１０年使うという条件であれば、１億円ぐらい

ということでございますが、根本的には、こう

いう国がようもたんなったきに、市で買い取っ

てやれと。地方自治体に何もかも押しつけてく

ること自体には、非常に問題があるわけでござ

います。 

 市長は先ほど、国の方に対して、見直しは求

めにくいということでございますが、やはり国

が財政厳しいとか、いろいろなことを、構造改

革などといって、自分とこでは持ちたくない、

地方へ押しつけてくると、こういうことに対し

ては、地方としても必要な、特に西町の住宅の

ように、工業団地との関係でどうしても必要な

ところについては残せという、強い要求をして

いく必要があるのではないかと思います。 

 以上で、市長の方に対する再質問は以上です。 

 教育長の方ですが、教育長、先ほど説明いた
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だきました中の参加状況、これにつきましては、

教育長は、私立については、それぞれが努力し

ているので、こういうものに参加することない

ような話がありましたが、それぞれの学校ない

しは教育委員会で、子どもの力をつけるために

努力するのは、私立であれば、それぞれの設置

機関、そしてまた、公的なところであれば、地

方の教育委員会だと思うわけですね。 

 そういった面で、先ほど、教育長もお話あり

ましたが、参加しなかった愛知県の犬山市です

ね、あそこにつきましては、犬山の教育は犬山

の地元が行うということで、いちいち国にチェ

ックしてもらう必要はないということで断った

ようでございます。 

 特にあそこでは、学び合い、助け合い、こう

いったことによって、子どもの力を育てている

という教育方針を持っているようでございます。 

 これは、競争と全く正反対の状態になるわけ

でございます。お互いに学び合い、教え合う、

そして先生同士も助け合う。場合によったら、

学校同士も助け合う。これが、競争が激化され

てくると、隣も敵、隣の学校も敵、こういうふ

うになってくるわけでございます。 

 こういった状況を考えたときに、やはりそれ

ぞれの教育機関がしっかりして、教育委員会が

しっかりして、やはり子どもの力をつけること

が必要だと。 

 そしてまた、もう１つは、高知県の場合、こ

の間のテスト以外の調査の部分で、暴力行為、

それから不登校、これが非常に多いという結果

が出ておったように思うわけですね。 

 こういったことで、先生に聞いてみましても、

学校の授業が成り立たない。いわゆる学級崩壊

ですかね。こういう状況になってきているとい

うことでございますので、この原因には、いろ

いろあるかと思います。 

 先般、教育長が宿毛広報に載せてあったあの

文章の内容も、なるほどと思いながら見せても

らいましたが、やはりこれは先生の個人的力量

だけでは解決つかない問題があるわけでござい

ます。 

 高知県が、学力下位の方だといわれましたが、

ほかにも下位のものがあります。県民所得でご

ざいます。 

 高知県は、非常に県民所得が低いということ

で、親の経済力が弱い。そしてまた、離婚率、

失業率、こういったものが非常に高い。こうい

った状況の中で、子どもたちが十分な教育が受

けられない。また、家庭環境がそういう状況に

なってないという部分もあり、もし子どもの学

力を個別に上げるとするならば、先生は、家庭

まで入っていって、家庭のあり方まで話せない

かん、こういうことになってくるという部分も

あるわけでございます。 

 そこまではなかなか踏み込んでいけない部分

もありますので、それは行政の方で取り組むべ

きだと思うわけです。 

 特に、統計でも発表されておりますが、やは

り就学援助、こういったものの受給者の多い地

域が、そしてまた学力低下、こういった傾向が

あるということは、東京の方の調査でも明らか

になっているわけでございます。 

 こういった面から、この原因を明確に分析し

てもらいたいと。 

 それと、最後に、学力テストの問題ですが、

これの公開の問題ですが、まだ何も聞いてない

ということでございますが、けさの新聞ですか、

見てびっくりしたんですが、大阪の橋下知事で

すね。この人が、まあ大変な言葉で、教育委員

会を非難していると。ここで同じ言葉を繰り返

すわけにはいかんような言葉なわけですね。 

 それで、しかも、開示に協力しなかったら、

来年度の予算配分をやらないよというような内

容のことまで、報道されているわけです。 
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 あくまでも、この学力テストは、県レベル以

外には、公的に出さないという実施要領に基づ

いてなされたわけですので、これを出してしま

うと、大変なことになってしまうということが

あるわけでございます。 

 以前、前にも、この全国学力テストは実施さ

れておりました。このときに、全国１位、２位

を争っていた香川や愛媛では、連日の模擬テス

ト、そして朝夕の練習、テスト当日、成績の悪

い子は休ませる。また、区分するとき、障害児

の方に入れて、統計にあげないとか、いうこと

までやって、これが発覚して、大問題になって、

結局はこの学テは、そのとき中断したわけでご

ざいますが、こういうふうに、発表を始めると、

ただ競争をあおる。そして、最終的には、この

テストが何のためかということが、非常に問題

になるわけでございます。 

 東京の足立区では、以前から特別にテストを、

東京都全体で、そして区でやっておりますが、

これに対しても、不正が発覚して、校長が懲戒

処分を受けたという記事があったの、ご存じだ

と思いますが、あのように、テストを公表すれ

ば、犯罪がふえてくるということでございます。

してはならない、学校においてしてはならない

ことが、まかり通るような状況になってくると

いうことでございます。 

 特に、この学力テストが、こういう公表のさ

れ方をすると、何のための学力テストかと。ま

ず校長先生が喜ぶ。よかったら。地元の教育委

員会が喜ぶ、県の教育委員会が喜ぶ、こういう

ことになってしまうんじゃないかと。 

 そういう行政のトップに立つ人のために、子

どもが犠牲にされるということになってくるわ

けでございますので、引き続き、来年度以降も

文部省は実施するような腹構えだと思いますが、

やはりこういうことには、こういう問題を、犬

山市のように、警鐘を乱打して、やはりこうい

うことは実施しないようにするべきではないか

と思いますが、このことについて、教育長のお

考えをお聞きしたいと思います。 

 以上で再質問を終わります。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、浅木議員の再質

問にお答えをいたします。 

 介護の問題でございます。 

 介護事業所すくもの件でございますが、これ

は、県の認可の話なもんですから、大体、これ

は県に言ってほしいような内容でございまして、

私が県のかわりに答えるということは、なかな

かできない問題でございます。県の回し者じゃ

ございませんので。 

 おっしゃることは重々わかります。ただ、介

護事業所すくもの、１つ弁護をさせていただき

ますと、宿毛の方がやってたということでござ

いますし、ちょうど、その単純ミスが重大な結

果を招いたわけでございますが、事務の責任者

の方が、そのとき、ちょうど入院されてたとい

うことで、長期不在ということがありました。 

 これ、内々で聞いてた話でございますけれど

も、そういった不幸が重なったということでご

ざいますので。 

 こういった件はよっぽどその新聞報道、全国

の新聞報道でやっている、悪いということじゃ

なくて、ここの介護事業所すくもについては、

そういった、事務の担当者が長期不在だったと

いうことも、ちょっと今回の不幸につながった

んではなかろうかというふうなことを思ってい

ます。 

 それから、介護事業計画等のことも、これ国

が今、いろいろと策定計画なり、やっている、

検討している状況でございます。 

 そのようなニュースが入りましたら、我々と

しては、事業計画、要支援者を切り捨てないと

か、認定につきましても、コンピュータ、機械
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が判断するというのも、なかなかそういうこと

じゃいけないかなと。 

 保険料につきましても、国の負担率を上げて

ほしいのは、これはもう当然の話でございます。 

 ただ、我々のところで、そういったニュース

がなかなか入ってこない部分がございます。そ

ういったことで、我々としては、ニュースなり

情報が入りましたら、その要介護者のための制

度にしてほしいという気持ちは重々ありますか

ら、そういったものについては、ものも言って

いきたいなということ。 

 何も材料がない状態では、話もしていけませ

んということでございます。 

 それから、原油高騰対策で、土佐清水の例と

か挙げておりました。これ、私も清水の市長に

ちょっと聞きました。これは何か特別会計がち

ょっとありまして、そういったものを利用した

ということで、その辺は報道されてない部分が

あったということを、ちょっと聞いております。 

 ただ、これを原油価格リットル何円というも

のを、これは補てんしても、付け焼刃的なもの

で、これを未来永劫続けていくわけにいかない

んじゃなかろうかと思いまして、私自身は、抜

本的なエネルギー対策をかえていかなきゃいけ

ないんじゃないか、そういうことを、先ほど、

申し上げさせていただいたわけでございます。 

 漁業とか農業だけにということは、市民であ

ります、まだほかにも運送業であるとか、製造

場、加工場、そういったところも、いろいろこ

のエネルギーを使っております。 

 私が、今、宿毛の中で漏れ聞いたところによ

りますと、魚の製造加工するところが、これは

四六時中、重油をたいていると。非常に原油の

高騰によって、大打撃を受けているということ

でございます。 

 そういったところもございますということで、

一定の、困っているところの把握はしているつ

もりでございますので、ぜひ、そのエネルギー

転換。きょうも、きのうですか、新聞にも載っ

ておりましたように、太陽光発電について、基

準をゆるめて、経産省が支援をしていくとか、

そういうふうなニュースもございますし、こう

いった制度を十分活用できるものについては、

活用していきたいと、こういうことも考えてお

ります。 

 それから、雇用促進住宅でございますが、こ

れは、国策でするものですから、私どもがとや

かく、やめろ、残せというふうなことは、ちょ

っと言いづらいところがあります。これは全国

一律だと思いますし。 

 ただ、施設とかがありまして、これ、具体な

例が、法務局の跡地がございます。これについ

ても、国の施策で撤退したものですから、あの

まんま建物が残っております。土地もあります。

非常にいい場所にありまして、建物も大地震に

耐えられるようないい建物でございます。 

 こういったものについて、私の方も、国の方

に対して、撤退したんだから、例えばロハでく

れというふうなことも言っておりますが、ただ

は勘弁してくれというふうなことで、ぜひここ

ら辺で使いたいわけでございますけれども、な

かなかそれがうまくいかない。 

 彼らも、国有財産でございますので、それを

適正に処理しなきゃいけない。そういうような

ものもございますし、また、雇用促進住宅も一

緒です。 

 こういったことで、具体的な金額は、これ、

最終的には、そこの不動産鑑定をしまして、そ

れの金額の半分というふうな話ですけれども。 

 提示されたときの話では、たしか４，７００

万だと聞いて、土地つきでございます。そうい

う話が入っております。 

 ただ、これに余り食いついていくわけには、

私はいけないと思います。これは折衝事ですか
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ら、もし宿毛市として必要とするんであれば、

まだ宿毛市も遊休土地を持ったり、遊休の建物

もございます。そういうふうなこともありまし

て、もしこれが必要であるということになりま

したら、またこの価格については、いろんな折

衝事をしていかなきゃいけないと。相手の言う

ままということには、なかなかならないという

ふうなことは思っております。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、浅木議員の

再質問にお答えをいたします。 

 ちょっと訂正をさせていただきたいのですけ

れども、私、先ほど、私立学校については、参

加をする必要にないというような答弁はしてい

ませんね。ちょっと済みません、そのようにお

聞きをしましたので。 

 私は、私立学校については、学校独自の教育

方針があって、ある程度の教育課程を組む場合

に、国の決まりはありますけれども、独自の教

育観で取り組みをしておりますものですから、

いろいろその教育方針を立てて、教育活動を進

めている。その中で、学力向上に向けての取り

組みも、独自の取り組みがあるので、独自の判

断で不参加ということですので、それについて、

一教育長が参加をすべきだとか、すべきでない

とかいうことにはならないという答弁をいたし

ましたので、ご理解をお願いします。 

 それから、犬山市のことが出ましたけれども、

犬山市は、議員ご指摘のように、前市長さんと

今の、現教育長との考えがありまして、犬山の

教育は犬山でやるという考えがありまして、そ

ういう方針で進んでいるということです。 

 けれども、我々、全国の仲間といいますか、

教育委員会の中では、やはり過当競争を進める

ような形ではいけないと思いますけれども、今

のうちの学校が、全国のレベルの中でどの程度

にあるかということを知って、それからの学校

の独自の教育課程の中で活かすということは、

それも大事なことであると考えておりますので、

参加をすると。 

 参加をしても、学校同士の競争になって、子

どもたちに悪い影響を与えることにならないた

めに、個別の学校の公表はしないということで

すので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） ５番浅木 敏君。 

○５番（浅木 敏君） 再質問をいたします。 

 雇用促進住宅の問題で、かなり詳しい説明が

ありましたが、実際に、２０２１年までには全

部廃止であるという方針が出ているということ

はあるわけです。 

 そういったことから、それで住宅へ入ってい

る方は心配しているということはありますので、

向こうの、国の方へ確認して、いつごろ廃止さ

せたいのか、そういう段取りはあるのか、これ

はやはり明らかにして、居住者の人にも知らせ

る、こういうことは必要じゃないかと思います。 

 高知市であったように、突然に、今年の６月

に退去通知を出したじゃいうようなことになる

と、入っている人もたちまち困るということに

なっているわけです。 

 これは、特別に厚生労働省の方へ行って交渉

した結果、これは撤廃するということで、６月

に配った文書については、なかったことにする

ということにしたようでございますが、こうい

うふうなやり方では困るので、やはり、現在入

っている人の、それぞれの、今後のプランも、

生活プランもあると思いますので、これは確認

していただきたい。 

 それと、市が、市長、先ほど、現在４，７０

０万でという話だということですね。これは当

然、２分の１にしての額ですわね。だと思いま

すが、全国たくさんある中では、自治体によっ
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ては、もう既に買い取ろうかなというふうに腹

をかためているようなところもあるようですが、

やはりその場合でも、さらに減額させる。特に

もう古くなっているので、耐震補強から含めて、

経費もかかる、こういった問題もあるわけでご

ざいます。 

 それとともに、富山県の魚津市、ここでは一

応、購入予定、こういうことにしているようで

ございますが、入居をめぐって、現在の市営住

宅との違い。市営住宅条例では、そのままいか

ないという部分が出てくると思います。 

 今入っている人を、入ったごしに引き取って

くれということですので、市営住宅の条例から

見たら、適用外という場合もあるかもわかりま

せん。 

 そういった面で、これに相当するような条例

をつくって、これを買い取るというところも出

てきてるようですが、全国のこういった情報を

把握して、今後、適切に対応してもらいたいと

思うわけですが、このことについて、市長の考

えを聞きます。 

○議長（宮本有二君） 市長。 

○市長（中西清二君） 浅木議員の再質問にお

答えします。 

 いつごろ廃止するのかというのは、はっきり、

私もわからない部分があります。 

 ただ、この事前通告、いきなり出て行けとい

うのは、これは大家さんたる雇用能力開発機構

の仕事の話であって、これは当然すべき話です

よね。 

 だから、我々が行ってやるようなものじゃな

い。第三者的ですから、今のところは。今は市

民の人が入っておりますが、市民の安全は守ら

なきゃいけないわけですけれども、これは当然、

雇用能力開発機構が、住民の方に、前もって、

やるんならここで廃止するということは言わな

きゃいけない。これは彼らの義務ですよ。大家

さんたる。これは、約款の中で多分あると思い

ます。 

 それで、１日前とか１週間前とか、例えばそ

ういうときに、出て行きなさいということは、

なかなかないと思います。それぐらい、国の責

任は果たすんじゃなかろうかと、私は思ってお

ります。 

 それから、先ほど申しましたように、私ども、

提示はありましたけれども、まだ何も決めてい

ませんので、これについて、何かコメントとい

うことは差し控えさせていただきます。 

 これ、どうかするというときには、また議員

の皆様にもおはかりをして、こうしたいという

ふうなことは、またご提案を申し上げたいとい

うふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） ５番浅木 敏君。 

○５番（浅木 敏君） 今の市長の答弁で、ほ

ぼわかりましたが、入っている人は、借家法に

基づいて借りている。それぞれの権利もあるわ

けでございます。その権利を行使するならば、

向こうから出て行けといっても、場合によった

ら裁判まで起こせば、なかなかそう簡単には出

て行けない問題だとは思います。 

 そういった面からも、市といたしましても、

あそこの住宅が、今後とも、市としても必要な

住宅ということでございますので、今後、また

守れるように、いろいろなところへ働きかけし

てくれるものと期待するわけでございます。 

 それから、教育長の答弁につきましては、先

ほど答弁いただきました内容でほぼわかりまし

た。今後、いろいろな問題が出てくるかもわか

りませんが、やはりどんなことがあっても、結

果を公表しないということでございますので、

そういうことをお聞きしまして、私の質問を終

わります。 

○議長（宮本有二君） これにて一般質問を終
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結いたします。 

 以上で、本日の日程はすべて終了いたしまし

た。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午後 ２時１２分 散会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（宮本有二君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「議案第１号から議案第３４号ま

で」の３４議案を一括議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。 

 ４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君） おはようございます。

４番、松浦でございます。これより、本議会に

提案されました議案について、質疑を行いたい

と思います。 

 まず最初に、質疑する内容は、議案第１６号

別冊の、平成２０年度宿毛市一般会計補正予算

第３号についてであります。 

 １３ページ、第１７款繰入金の第２項基金繰

入金、６目１節の宿毛市立学校施設整備等基金

繰入金についてであります。この関係につきま

しては、この議場で何回も質疑しておりますが、

お許しをいただきたいと思います。 

 宿毛市立学校施設整備等基金繰入金が４５０

万円減額されておりますが、その減額の理由に

ついて、お示しをいただきたいと思います。 

 あわせて、これに関連すると思いますので、

ページ３１ページ、第９款教育費、第２項小学

校費、２目１８節及び第３項中学校費、２目１

８節の備品購入費についてであります。 

 当初予算において、条例を改正する中で、平

田小学校を除く市内の小中学校に、自動体外式

除細動器を、いわゆるＡＥＤを配備するとのこ

とで、その購入費として４５０万円を計上して

おりましたが、小学校では、ＡＥＤの購入費は

１１７万６，０００円の減額、そして中学校に

おいては７８万４，０００円の減額であります。

合計しますと１９６万円の減額であります。 

 １９６万円の減額といえば、率にしますと４

４パーセントの減となります。当初予算の作成

が大変な過大見積りであったのではないかと思

いますが、この点について、ご説明をいただき

たいと思います。 

 ページ１６ページ、第２款総務費の第１項総

務管理費、８目２１節の貸付金についてであり

ます。 

 ケーブルテレビ事業経営安定化支援貸付金と

して、１８年度と１９年度に引き続き、また２，

０８２万円が計上されております。 

 ３年間を合計しますと、６，２４６万円とな

ります。いくら第３セクターであり、公共的な

側面を持つ事業であるとはいえ、毎年毎年この

ように多額の金額を貸し付けることについて、

市民も大変心配をいたしております。 

 先日の高知新聞においては、また２，０８２

万円の貸し付けという記事でありました。マス

コミにおいても、大丈夫かなと心配する内容で

ありました。返済計画によりますと、最初に貸

し付けをいたしました１８年度分については、

５年間の据え置き期間後の２３年度から返済が

始まります。 

 貸し付けが仮に本年度限りとした場合でも、

２３年度には２００万円、２４年度は４００万

円、２５年以降８年間６００万円の返済額とな

ります。返済計画どおりに実行されなければ、

被害を受けるのは宿毛市であり、市民でありま

す。 

 事業実態の説明を聞く中で、私といたしまし

ては、果たして返済計画どおりに実行されるの

か、大変疑義を持ちますが、貸し付けに当たっ

ては、会社の経営計画並びに事業計画及び経営

の実態を十分吟味しての上であろうかと思いま

すが、ご説明をいただきたいと思います。 

 同じく１６ページ、第２款総務費の第１項総

務管理費、２２目２５節積立金についてであり
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ます。 

 ふるさと寄附金基金積立金として、当初予算

において１０万円を計上し、今回の補正におい

て４０万円が歳入されております。合わせて５

０万円となっておりますが、寄附金は何件の申

し込みがされたのか、その内容についてお示し

をいただきたいと思います。 

 そして、全国の自治体においては、寄附金獲

得のため、あの手この手の創意工夫した、いろ

んな取り組みをいたしております。 

 鹿児島県では、寄附依頼の専従班の設置。住

民税が控除されない５，０００円分について、

還元する意味において、佐賀県においては寄附

をしてくれた方に記念品の贈呈、奈良県では特

産品の送付等の取り組みがなされております。 

 最近の新聞報道によりますと、四万十町にお

いては、町の実情を報告し、ふるさとの再生に

力を貸してくださいとの内容の手紙を、町の出

身者に送付したとの記事がありました。 

 宿毛市におけるピーアールを含め、取り組み

状況について、ご説明をいただきたいと思いま

す。 

 ページ１７ページ、第２款総務費、第２項徴

税費、２目１３節並びに１４節、１９節につい

ては、本議会に提案、提出されております議案

第３１号に関連するものと思われますが、その

委託先等を含めてご説明をいただきたいと思い

ます。 

 ページ２４ページ、第５款農林水産業費、第

１項農業費、３目１３節委託料についてであり

ます。 

 宿毛市特産品販売促進事業委託料として、８

万円計上されておりますが、わずか８万円でど

のような事業を行おうとしているのか、委託先

及び委託内容について、お示しをいただきたい

と思います。 

 次は、議案第３１号、宿毛市税条例の一部を

改正する条例についてであります。 

 本議案は、本年４月３０日、衆議院で可決後、

参議院において否決された法案については、衆

議院において出席議員の３分の２以上の多数で、

再び可決したときは法律となるという、３分の

２条項を適用して成立をした２００８年度地方

税法等の一部を改正する法律に基づき、提案さ

れたものであります。 

 今回の改正は、２０００年度の介護保険料、

２００８年度の後期高齢者医療保険料と、国民

健康保険料と同様に、６５歳以上の方で１８万

円以上の老齢基礎年金を受給している方を対象

に、市長の提案理由の説明にありましたように、

個人住民税を来年１０月からの老齢基礎年金支

給分から特別徴収をしようとするものでありま

す。いわゆる年金からの天引きであります。 

 導入をしようとする理由は、どういう内容で

あるのか、この議案を見ても明記されておりま

せんので、お示しをいただきたいと思います。 

 特別徴収の基準額についてでありますが、１

８万円の老齢基礎年金といえば、１カ月にしま

すとわずかに１万５，０００円であります。 

 今回の条例改正で、特別徴収しようとする老

齢基礎年金の受給額を、なぜ１８万円以上とし

たのか、その根拠についてお示しをいただきた

いと思います。 

 次は、消えた年金や宙に浮いた年金問題がい

まだに解決されず、現在、大混乱に陥っている

後期高齢者医療制度と同様に、住民税を年金か

ら天引きしようとする今回の条例改正について、

私としては、市民の理解は到底得られない状況

ではないかと、大変危惧をいたしておりますが、

宿毛市として、年金受給者に対して、どのよう

な方法で周知を行い、理解を得る中で、円滑な

運用を図ろうとしているのか、お伺いいたしま

す。 

 年金というものは、高齢者にとりましては、
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唯一の収入でありまして、生活のすべてを年金

でやりくりをしながら生活をしているのが、今

日の高齢者の現状ではないでしょうか。 

 地方自治体が、条例において高齢者のやりく

りまで否定することは、生活権の侵害ではない

かと考えますが、所見を求めます。 

 私自身、憲法３０条に明記をされております

ように、国民は法律の定めるところにより、納

税の義務を負うということは承知をいたしてお

りますので、税金を納めないというのではなく、

税金の納め方について、条例でしばるのではな

く、それぞれ納税者の判断にゆだねるべきであ

りますが、本条例では、どのようになっている

のか、お示しをいただきたいと思います。 

 憲法２５条には、すべての国民は健康で文化

的な最低限度の生活を営む権利を有する。そし

て、憲法２９条では、財産権はこれを侵しては

ならないことを明記をされております。 

 私は、憲法の条文を読む限り、この条例は憲

法２５条の生存権及び２９条の財産権の侵害に

抵触する恐れがあるのではないかと思いますが、

宿毛市としては、どのような見解であるのか、

お示しをいただきたいと思います。 

 以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（宮本有二君） 教育次長兼学校教育課

長。 

○教育次長兼学校教育課長（小島正樹君） 教

育次長兼学校教育課長、松浦議員の質疑にお答

えいたします。 

 議案第１６号別冊、ページ１３ページ、款・

項・目、１７・２・６・１宿毛市立学校施設整

備等基金繰入金の４５０万の減額でありますが、

この内容につきましては、当初、自動体外式除

細動器購入のために、基金の取り崩しを計画し

ておりましたが、普通交付税が確定し、増額に

なったため、一般財源に歳入更正をするもので

す。 

 また、その関係で、ページ３１ページ、款・

項・目、９・２・２の１８、小学校費、教育振

興費の１８節備品購入費の１１７万６，０００

円の減額の理由ですが、当初は１台当たり３０

万で９台購入する予定でしたが、指名競争入札

の結果、１台１６万９，２６０円で決定になり

ましたので、合計で１１７万６，０００円を減

額し、また、同じページで、中学校費の教育振

興費９・３・２の１８、備品購入費、７８万４，

０００円も、１台３０万円の６台分を予定して

おりましたので、７８万４，０００円を減額す

るものです。 

 なお、当初見積もりが過大ではなかったかと

のご意見ですが、実は、平成１８年度も同じ物

を購入しております。そのときの購入価格も３

０万円でありました。 

 それから、当初予算を計上するに当たっても、

業者から見積もりをとった結果、そのときの見

積もりも３０万円でしたので、当初予算には１

台当たり３０万で予算計上した結果です。 

 そういう意味で、過大見積りとは思っており

ませんが、あくまでも入札の結果、１台当たり

の単価が下がったということですので、よろし

くお願いします。 

○議長（宮本有二君） 企画課長。 

○企画課長（岡崎匡介君） 企画課長、議案第

１６号別冊、平成２０年度宿毛市一般会計補正

予算の質疑にお答えいたします。 

 ２款１項８目２１節の貸付金、２，０８２万

でございます。 

 今年度で３回目を迎えてまいりますが、貸し

付けの目的につきましては、政策投資銀行に対

しまして、損失補償契約を結んでおりまして、

その対象となる貸付金の償還が、金融機関から

の償還等の圧迫を受けて経営が厳しいために、

うちの方が貸し付けをするものでございます。 

 ４分割で２，７７６万円のうち、３期分に当
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たります２，０８２万につきまして、貸し付け

を行うものでございます。 

 契約に対する保全の方法についてでございま

すが、分割貸付が完了した時点でですが、実績

報告、償還の実績報告があがった後に、債務弁

済契約公正証書を作成しまして、迅速に権利行

使が可能な形で、執行できるような形として、

行為を担保しておるものでございます。 

 今後の見通しではございますが、先日、四万

十市との基本協定が締結がなされたということ

の報告が、社長からございました。 

 今後、大川筋、富山地区、それから旧西土佐

村の３地区に約２，０００世帯でございますが、

平成２１年度に工事に着手いたしまして、実際

に課金できるのが翌年度の２２年度。あくまで

もこれ、試算でございますが、約３，９００万

ぐらいが２２年度に収入見込みが見込まれると。 

 それから、２３年度には、５，４００万程度

の収入が見込まれるんではないかという、あく

までこれは試算でございますが、そういったこ

とで、明るい要素もございます。 

 それとあわせて、市長も営業に行っていただ

いておりますが、黒潮町の方についても、ケー

ブルテレビ化の、どうも指針があるみたいで、

そちらの方にも営業活動をしております。 

 以上でございます。 

 それと、同じく議案第１６号別冊、平成２０

年度宿毛市一般会計補正予算の歳入の寄附金、

１６款１項４目の総務管理費の寄附金、俗にい

う「ふるさと寄附金」の件でございます。 

 ７月に寄附金枠１０万円の申し込み、これは

１件でございますが、１件で満額になりまして、

その後、別の寄附金として納税したいというふ

うなご意向もちょっと出てきておりますので、

その枠を広げることも含めて、４０万円。総計

で５０万円の枠を広げておるものでございます。 

 以上でございます。 

 ピーアール方法につきましては、広報やホー

ムページによる紹介はもとよりのことではござ

いますが、職員に対しまして、市外在住の親族

に、口コミによる宣伝をお願いしておりますし、

また、宿毛市に縁のある方々に、文書等、それ

から直接、電話等によって周知をしているとこ

ろでございます。 

 寄附していただいた方に対して、記念品とか

を、いろいろサービスとしてやられているとい

う市町村、存じておりますが、現段階では、宿

毛市の方としては、あくまでも地域振興のため

に使うということで、できるだけその金をむだ

にしないという意味も込めて、そういった記念

品の贈呈は、今のところ考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 税務課長。 

○税務課長（美濃部 勇君） 税務課長、４番、

松浦議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１６号別冊、平成２０年度宿毛市一般

会計補正予算、１７ページ、２・２・２の１３、

ｅＬＴＡＸ審査システム導入委託料２７６万２，

０００円の内容でございますが、議案第３１号、

宿毛市税条例の一部改正とも関連いたしており

ますが、地方税法等の一部改正によりまして、

老齢等年金給付の支払いを受けている６５歳以

上の方につきましては、平成２１年１０月から、

公的年金より個人住民税を特別徴収の方法によ

って徴収しなければならないこととなっており

ます。 

 公的年金からの特別徴収について、総務省は

社会保険庁との情報交換は、フロッピー等の電

子媒体では行わず、専用回線を利用したｅＬＴ

ＡＸでの情報交換を行うとの方針が出されてお

ります。 

 総務省の方針といたしましては、既に全国の

自治体との間で、税情報のやりとりを行うイン

フラとしてｅＬＴＡＸが整備されていることよ
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り、これを活用し、社会保険庁等からの情報は、

一度経由機関であります社団法人地方税電子化

協議会を通じ、全国の地方自治体に配信し、地

方自治体からの課税情報も、経由機関でありま

す社団法人地方税電子化協議会を通じ、社会保

険庁等へ配信されることとなっております。 

 社会保険庁からの年金情報は、今までは紙ベ

ースでいただいておりましたが、平成２１年１

月からは、紙ベースではなく、電子情報でのや

りとりとなります。そのため、ｅＬＴＡＸに加

入しなければ、年金情報が入ってこず、課税事

務に支障を来たすこととなります。 

 これまでは、市町村がｅＬＴＡＸを利用する

ためには、審査システムを単独、または共同で

構築する必要がありましたが、平成１９年度よ

り、ｅＬＴＡＸの導入、運用に必要な地方公共

団体の財政的、人的負担を軽減するために、審

査システムの利用のサービスの提供を行うＬＧ

ＷＡＮ－ＡＳＰ事業者が運営を開始しておりま

す。 

 このＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ事業者を利用するこ

とにより、単独、または共同で審査システムを

構築せずに、ｅＬＴＡＸを利用することができ、

経費が大幅に削減することが可能となりました。 

 このＡＳＰ事業者を利用するに当たっては、

経由機関であります社団法人地方税電子化協議

会に登録したＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ事業者か、こ

の登録業者と業務提携を行う代理店であること

が条件となっております。 

 今回、予算計上しておりますｅＬＴＡＸ審査

システム導入委託料２７６万２，０００円につ

きましては、このＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ事業者か

らサービスを受けるためのシステム導入経費と

して、計上させていただいたものでございます。 

 積算根拠といたしましては、審査システム導

入費用として２０３万７，０００円、ハードウ

エアとして７２万５，０００円の合計２７６万

２，０００円となっております。 

 発注に当たり、あとのご質問でございますが、

社団法人地方税電子化協議会に登録いたしまし

たＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ事業者としては、全国で

７業者ございます。発注に当たっては、競争入

札等の方法によって発注したいと、そのように

考えております。 

 続きまして、個人住民税特別徴収システム改

修委託料２９４万の内容でございますが、平成

２１年１０月から特別徴収を行うには、特別徴

収を行うソフトを新たにつくり、既存システム

に取り込む作業が必要となっております。 

 特別徴収を行うソフトをつくる費用として２

１０万円、既存システムへの取込作業、及び試

験運用として８４万円、社会保険庁等からの公

的年金情報の取り込み、本稼働への準備等のた

めの経費として２３１万円の、合計５２５万円

が必要となっております。 

 そのため、平成２０年度の経費といたしまし

ては、補正予算に計上させていただいておりま

す２９４万円、平成２１年度の経費といたしま

しては、２３１万円必要となるため、５ページ、

第２表債務負担行為に個人住民税特別徴収シス

テム改修委託料として、２３１万円追加補正さ

せていただいております。 

 続きまして、２・２・２の１４、ＡＳＰサー

ビス使用料６万３，０００円の内容でございま

すが、ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ事業者のサービスを

受けるには、システムの使用料を支払う必要が

ございます。 

 算定根拠といたしましては、月額１万５００

円の６カ月分、６万３，０００円を計上させて

いただいております。 

 続きまして、２・２・２の１９、ｅＬＴＡＸ

会費２万５，０００円でございますが、ｅＬＴ

ＡＸを導入する場合には、社団法人地方税電子

化協議会に対する会費が必要となってまいりま
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す。 

 会費の積算根拠といたしましては、平成１６

年４月１日現在の人口で計算することとなって

おり、人口１人当たり１円でございますので、

２万５，０００円を計上させていただいており

ます。 

 続きまして、年金特別徴収経由機関事務運営

分担金９，０００円の内容でございますが、住

民税の特別徴収を行うに当たっては、必ず経由

機関であります社団法人地方税電子化協議会を

通じなければなりません。 

 そのため、経由機関に対する運営分担金が必

要となります。運営分担金の積算根拠といたし

ましては、６，１４０万円の運営経費を全国す

べての地方公共団体の公的年金所得を有する６

５歳以上の納税義務者で割ることとなっており

ます。 

 社団法人地方税電子化協議会から提示された

宿毛市の分担金としては、９，０００円となっ

ておりますので、この金額を予算に計上させて

いただいたものでございます。 

 続きまして、平成２０年第３回宿毛市議会定

例会議案４３ページ、議案第３１号、宿毛市税

条例の一部を改正する条例についてのご質問で

ございますが、１点目のこの制度の導入を図ろ

うとしている理由でございますが、議案第１６

号でも、若干、説明させていただきましたが、

平成２０年４月３０日、地方税法等の一部を改

正する法律が国会で議決され、同日公布されて

おります。 

 この地方税法等の一部改正により、６５歳以

上で公的年金等を受給している方から、個人住

民税を年金から特別徴収する改正が行われたこ

とにより、宿毛市税条例の一部改正が必要とな

ったため、今議会に提案させていただいたもの

でございます。 

 この制度の内容といたしましては、今後の高

齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高

齢者が増加することが予想されており、高齢者

である公的年金受給者の納税の便宜を図るとと

もに、各自治体における徴収の効率化を図る観

点から、導入されたものでございます。 

 ２点目の特別徴収しようとする老齢基礎年金

の受給額を１８万以上にした根拠はとのご質問

でございますが、地方税法施行令第４８条の９

の１１第３項では、年額１８万円未満の老齢等

年金給付を受けている方につきましては、特別

徴収することができない旨、規定されておりま

す。 

 特別徴収の対象となる年金を、年額１８万以

上にした理由につきましては、総務省によりま

すと、介護保険料が年額１８万以上となってお

り、その基準に合わせたとのことであります。 

 当時の介護保険の特別徴収の対象となる年金

の基準額につきましては、平成１０年１１月２

６日付で、厚生大臣より医療保険福祉審議会に

対し諮問があり、審議の結果、平成１０年１２

月９日付で医療保険福祉審議会より、厚生大臣

に特別徴収を行わない年金額を１８万円未満の

額とすることはやむを得ない旨の答申がなされ

ております。 

 厚生省は、この答申を受け、介護保険法施行

令第４１条に、特別徴収を行わない年金額を１

８万円未満とする規定を設けたものでございま

す。 

 地方税法施行令４８条の９の１１第３項の規

定も、介護保険法施行令第４１条の規定を受け、

制定されておりますので、ご理解をお願いした

いと思います。 

 ３点目の年金受給者に対して、どのような方

法で周知を行い、円滑な運用を図ろうとしてい

るのかとのご質問でございますが、周知方法と

いたしましては、広報「すくも」、ホームペー

ジ、ＳＷＡＮテレビによる行政チャンネルを通
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じ、周知を図るとともに、２１年度の住民税納

税通知書発送の折には、対象者にはチラシを同

封するなどの方法により、周知徹底を図ってま

いりたいと考えております。 

 ４点目の地方自治体が条例において、高齢者

のやりくりまで否定することは生活権の侵害で

はないかとのご質問でございますが、議員のご

質問にもございますように、憲法第３０条にお

いて、国民は法律の定めるところにより、納税

の義務を負う旨、明確に規定されております。 

 地方税法施行令に基づき、条例で公的年金か

らの住民税の特別徴収を行うことは、生活権の

侵害ではないものと考えておりますので、ご理

解をお願いいたします。 

 ５点目の税金の納め方は、それぞれ納税者の

判断にゆだねるべきであり、条例ではどうなっ

ているかとのご質問でございますが、宿毛市税

条例の一部を改正する条例第４７条の２に、公

的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別

徴収についての規定がございます。 

 この条文では、特別徴収の方法によって徴収

することが著しく困難であるものとして、第１

項第１号から第３号に定めるものを除き、老齢

等年金給付の支払いを受けている６５歳以上の

者については、特別徴収の方法によって徴収す

る旨の規定がなされており、納税者が特別徴収

にするか、普通徴収にするかの選択はできない

こととなっております。 

 条例で定める特別徴収の方法によって、徴収

することが著しく困難であるものといたしまし

ては、第１号では、当該年度の初日の属する年

の１月１日以後、引き続き、市の区域内に住所

を有する者でない者。 

 第２号では、当該年度分の老齢等年金給付の

年額が１８万未満である者。市の行う介護保険

の特別徴収対象被保険者でない者。３点目とい

たしましては、特別徴収の方法によって徴収す

ることとした場合には、当該年度において、当

該老齢等年金給付の支払いを受けないこととな

ると認められる者と、このような規定となって

おります。 

 この規定は、地方税法３２１条の７の２及び

地方税法施行令第４８条の９の１１の規定を受

け、宿毛市税条例で条文化されたものでござい

ます。 

 ６点目の特別徴収は、憲法第２５条の生存権

及び第２９条の財産権の侵害に抵触する恐れが

あるのではないかとのご質問でございますが、

憲法第２５条第１項では、すべての国民は、健

康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す

る。いわゆる、生存権について規定され、社会

権の中でも、原則的な規定であり、国民がだれ

でも人間的な生活をおくることができることを、

権利として宣言したものでございます。 

 この１項の趣旨を実現するため、第２項は、

国に生存権の具体化について努力する義務を課

しており、それを受けて、生活保護法、児童福

祉法などの各種の社会福祉立法や、雇用保険法

などの各種の社会保険立法等の社会保障制度が

設けられております。 

 憲法第２９条第１項では、私有財産制度を補

償した規定であり、第２項は、財産権の一般的

制限として、公共の福祉による制限がなされて

おり、社会的、経済的な政策遂行のための規制

をも認める趣旨と解されております。 

 このように、憲法第２５条では、生存権、国

の生存権保障義務について、憲法第２９条では

財産権について規定されておりますが、年金か

ら住民税を特別徴収することをもって、憲法に

抵触するものとは考えておりません。 

 今回の条例改正は、地方税法等の一部改正に

伴うものであり、議員の言われます憲法に抵触

するのではないかのことであれば、地方税法そ

のものが違憲状態となります。 
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 当然、違憲状態となりますと、国会で法案に

ついて審議されるものと考えております。 

 なお、今回の事例とは異なりますが、昭和３

７年２月２８日、最高裁において所得税の源泉

徴収制度は、徴税方法として能率的であり、合

理的であって、公共の福祉の要請にこたえるも

のであるから、憲法第２９条第１項に規定する

財産権の侵害にはならない旨の判決がございま

すので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（頼田達彦君） 産業振興課長、

４番、松浦議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１６号別冊、平成２０年度宿毛市一般

会計補正予算、ページ２４ページ、５款１項３

目１３節の委託料で、宿毛市特産品販売促進事

業委託料８万円の事業内容と委託先ということ

でございますので、ご説明させていただきます。 

 当初予算の需用費の中で、宿毛市地産地消用

ポスターの印刷製本費として２５万４，０００

円を既決していただいていましたが、宿毛市地

産地消推進協議会の中で、デザインについては、

専門に依頼すべきではないかとの意見が出まし

たので、需用費８万円を減額し、委託料として

８万円を増額補正するものです。 

 なお、委託先については、まだ決定はしてい

ませんが、昨年、同じ関係で、「しゅんのこよ

み」のデザインをしていただきました宿毛市在

住の奥田先生を考えております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（宮本有二君） ４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君） るるご説明をいただき

ました。小学校、ＡＥＤの関係、そしてまた、

ついては、一定、承知をいたしました。 

 そういう面で、前々からも質疑しますように、

２，０００万円については、ぜひそういう趣旨

でございますので、担当の方、よろしくお願い

をいたします。 

 そして、ＳＷＡＮテレビの関係でありますけ

れども、私も触れましたように、公共的な部分

があるということで、理解は一定するところで

ございますけれども、この会社の経営等につい

ては、実態等については、十分把握をしていた

だきながら、言うべきことは言うという姿勢で、

厳格な対応をお願いをいたします。 

 そして、ふるさと基金の関係ですけれども、

いろいろとピーアールを行っておるようでござ

いますけれども、これもそういう面では、貴重

な、数少ない財源でございます。宿毛市から出

ておる県人会の皆さんとか、それぞれルートは

いろいろ、個人情報の関係でなかなかそこらあ

たりまでするとどうかなという部分がございま

すけれども、活用できる名簿等については、積

極的に活用し、ふるさとの再生のために、力を

貸してくださいと。先ほど、四万十町の例も出

しましたが、そういったことで取り組みをして

いただきたいと思います。 

 それで、ｅＬＴＡＸの関係いいますか、いわ

ゆる３１号の議案に関連するということでお話

を聞きましたけれども、ここで聞いた中で、ど

ういう質疑をしてええやら、中身が大変難しい

わけですけれども、要は、この導入をするため

に必要というシステムであるという、簡単に言

えば、そういう方向で理解をいたします。 

 この住民税の天引きについては、課長から説

明をいただきました。いわゆる高齢者の納税の

利便性、そしてまた、徴収率の、事務の関係等

をかんがみて、こういう条例をつくった。これ

も地方税法で、既に国会で議決をしております

ので、私の方で、この場になってとやかく言う

部分はどうかと思いますけれども、高齢者の皆

さん、大変心配をし、先ほど言われましたよう

に、後期高齢者の問題と、全く決め方、理由、
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徴収の仕方、すべて一緒でございます。 

 ぜひ、この実施に当たっては、納税者の納得

をいくように、相談等があれば、ぜひ詳しく説

明をしながら、円滑な運用に取り組んでいただ

きたいと思います。 

 以上で、答弁は求めません。以上で質疑を終

わります。 

○議長（宮本有二君） ３番野々下昌文君。 

○３番（野々下昌文君） 皆さん、おはようご

ざいます。通告に従いまして、質疑をさせてい

ただきます。各担当課長様、よろしくお願いい

たします。 

 私が質問いたしますのは、議案第１６号別冊、

平成２０年度宿毛市一般会計補正予算（第３

号）。 

 １６ページ、２款１項８目電算管理費の１９

節負担金補助及び交付金の減額、９１万１，０

００円。 

 当初、４７１万９，０００円の予算計上だっ

たと思いますが、この減額理由について、お尋

ねをいたします。 

 同じく、２１節については、今、松浦議員か

ら説明があり、市長も営業努力、大変されてい

るということで、この件に関しては、質疑いた

しません。 

 続いて、議案第１６号別冊、２４ページ。５

款１項３目農業振興費の１９節負担金補助及び

交付金。宿毛市中山間農業活性化事業費補助金

１００万円の減額となっております。それに、

新たに宿毛市中山間地域集落営農等支援事業費

補助金として、２０１万８，０００円が予算計

上されていますが、この新たに変更した、名前

を変更した理由、具体的に、何に使用されるの

か、どのような効果を見込んでいるのか、ご説

明を願いたいと思います。 

 続きまして、議案第１６号別冊、２５ページ、

５款２項２目林業振興費の８節報償費６２１万

円について、当初、８７万５，０００だったと

思いますが、この増額理由、内容の内訳につい

て、ご説明を求めます。 

 続いて、同じく１６号の２８ページ、７款３

項４目の公園費、１１節需用費の１４万６，０

００円。修繕費ですが、どの部分を修繕される

のか、また、同じく１５節の工事請負費の内容

についても、ご説明を求めます。 

 続いて、先ほど松浦議員も質疑されましたが、

議案第１６号の３１ページ、９款２項２目の教

育振興費、また同じく９款３項２目の教育振興

費の減額理由。先ほど言いましたけれども、減

額理由はわかりましたが、私の方からは、この

小中学校合わせて１５台、２５４万円、非常に

安く購入できておりますけれども、これ、買取

方式なのかレンタル方式なのか。買取方式の場

合、破損や３年ごとのバッテリー交換、ＡＥＤ

の使用されたときのパットやバッテリー交換等

のメンテナンスはどうなっているのか、お伺い

をいたします。 

 続いて、議案第２５号、平成２０年度宿毛市

土地区画整理事業特別会計補正予算、７ページ

の１款１項１目事業費の１３節、４００万１，

０００円について。 

 当初９４４万４，０００円が、換地計画等事

業委託費としてあがっていましたが、この減額

理由について、お示しを願いたいと思います。 

 同じく、これは市長の議案説明にもありまし

たが、１５節の工事請負費１，５１２万２，０

００円の補正、また、２２節の補償補てん及び

賠償金の４２０万円の補正について、この部分、

もう一度市民にわかりやすくご説明をお願いい

たします。 

 続いて、議案第２６号別冊、平成２０年度宿

毛市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）の７ページ、２款１項１目後期高齢者医療

広域連合納付金の１９節負担金補助及び交付金
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４，８４６万４，０００円の減額理由について、

お示しを願います。 

 私の１度目の質疑を終わります。 

○議長（宮本有二君） 企画課長。 

○企画課長（岡崎匡介君） 企画課長、野々下

議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１６号別冊、平成２０年度宿毛市一般

会計補正予算。ページ１６ページ、２款１項９

目１９節の負担金補助及び交付金の減額につい

てでございます。 

 西南地域ネットワーク株式会社につきまして

は、設立当初から、固定資産税見合いの補助金

を、補助金という形で補助しております。 

 当初の乗り出しに対して、固定資産税、かな

り賦課がかかるものということで、ずっとやっ

ております。 

 当初予算の計上におきましては、前年度、平

成１９年度の固定資産税実績額を計上させてお

りまして、毎年、減額されて、固定資産税が課

金されておりますので、今年度の減額対象分と

して、９１万１，０００円の減額をさせていた

だいたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（頼田達彦君） 産業振興課長、

３番、野々下議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１６号、平成２０年度宿毛市一般会計

補正予算。ページ２４ページ、５款１項３目１

９節の負担金補助及び交付金の、宿毛市中山間

農業活性化事業費補助金１００万円の減額と、

宿毛市中山間地域集落営農等支援事業費補助金

２０１万８，０００円の増額理由と、どのよう

な効果ということですのでお答えいたします。 

 まず、宿毛市中山間農業活性化事業費補助金

の１００万円減でありますが、この事業は、平

成１９年度で終了となる予定でありましたが、

当初予算時には、県の新事業名と、交付要綱が

まだ確定しておりませんでしたので、旧事業名

で予算議決をいただいておりましたが、今回、

新しい事業名と交付要綱が確定しましたので、

減額するものです。 

 続きまして、宿毛市中山間地域集落営農等支

援事業費補助金２０１万８，０００円ですが、

先ほど申した事業にかわりまして、平成２０年

度から新設された事業で、山北集落営農組織が、

平成１９年度から老朽化した用水路の基盤整備

事業を行っておりますが、本年度も、引き続き、

事業を行うための事業費１９８万７，５４７円

に対する県補助金、９９万３，０００円補助す

るものです。 

 事業内容にいたしましては、一応、ポリエチ

レンパイプのφ４００ミリを、１８０メートル

する予定にしております。 

 それから、もう１点、宿毛芋生産組合が、芋

の生産に必要なトラクター１台、芋の掘り取り

機１台。それから、運搬車１台の計３台の、機

械の整備事業費として、２０５万４０円のうち、

県補助金１０２万５，０００円を補正するもの

です。山北と合わせて２０１万８，０００円を、

各事業主体へ補助するものです。 

 なお、両事業とも、市の継ぎ足し分はござい

ません。 

 この芋生産組合については、一応、組合員数

が２０名で、ことしの作付面積は２４１ヘクタ

ール、それから生産目標といたしましては、１

０アール当たり２，３００キロを予定しており

ますが、そのうち１０パーセントについては、

いろいろできない部分とか、不要の部分ができ

ると思いますので、一応、出荷数としては２，

０００キロを予定しております。 

 ２４１アールと１０アール当たり２，０００

ですので、計で４８トン、一応、ことしの焼酎

工場の数字も、一応、４８となっておりますの

で、それを目標に生産するようになっておりま
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す。 

 続きまして、ページ２５ページの５款１項２

目の８節報償費、有害鳥獣捕獲報償金でござい

ますが、まず、猟銃期間以外に行うシカ捕獲に

ついて、平成２０年度に設立された事業であり

まして、６月議会において、１頭当たり４，０

００円を８，０００円に補正させていただいて

おりましたが、頭数に不足が生じましたので、

今回、１２０頭分９６万円を増額補正するもの

です。これも、県補助金は２分の１となってお

ります。 

 既決いただいておる頭数は、１００頭でござ

いました。 

 それと、高知県では、ふえ過ぎたシカの個体

数を調整するため、平成２０年度の狩猟期間に

狩猟者登録された方がシカを捕獲した場合は、

捕獲報償金を支給する予算化を７月議会におい

て可決いたしました。 

 この事業は、高知県シカ個体数調整事業で、

補助率は１００パーセントとなっております。 

 雄ジカ１頭に５，０００円、雌ジカ１頭につ

き１万円の報償金が支払われますので、宿毛市

も雄ジカ、雌ジカ、それぞれ３５０頭、計で７

００頭分の５２５万円を補正するもので、頭数

増額分と合わせて６２１万円の補正をお願いす

るものであります。 

 なお、確認方法については、現在、個体の全

体写真と、シカについては、尻尾を持ってきて

いただいておりますが、この個体数につきまし

ては、雄雌の判断、判別ができる頭部の写真と、

それと耳を一応持ってきていただくというよう

な形になると思います。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（宮本有二君） 建設課長。 

○建設課長（安澤伸一君） 建設課長、野々下

議員の質疑にお答えをいたします。 

 議案第１６号別冊、平成２０年度宿毛市一般

会計補正予算（第３号）。２８ページ、第７款

第３項４目公園費、１１節需用費１４万６，０

００円、これのどの部分についてというご質問

でございますが、これにつきましては、西谷街

区公園のブランコの塗装、西町街区公園の砂場

の砂補てん、遊具の補修、そういったことを行

おうとするものでございます。 

 続きまして、２８ページ、第７款第３項４目

公園費、１５節の工事請負費８０万円について

でございますが、これの内容ということでござ

いますが、港南台２号公園につきましては、以

前、ブランコと回転遊具が設置されておりまし

たが、この２基については、老朽化によりまし

て、平成１８年に撤去をしております。 

 そういったことから、新しい遊具の要望など

もあったわけでございますが、スペースという

ことで、遊具につきましては、安全基準という

のが改正もされまして、非常に厳しくなってお

りまして、ここの公園については、スペースも

少ないと、狭いということもございまして、今

回、鉄棒１基、それとベンチ１基を設置しよう

とするものでございます。 

 それと、その他使用不能となり撤去している

西町公園にベンチ２基、西谷街区公園にベンチ

２基を設置しようとするものでございます。 

 続きまして、議案第２５号別冊、平成２０年

度宿毛市土地区画整理事業特別会計補正予算

（第１号）。７ページ、第１款第１項１目１３

節委託料４００万１，０００円の減額理由とい

うことでございますが、当初予算では、換地計

画と業務委託料ほか１件として、９６７万１，

０００円を計上しておりました。 

 これについて、経費節減を図るために、建設

課としても、日々努力をしておるわけでござい

ますが、外部委託を予定しておりました業務の

一部見直し、それと変更による減額で、大幅な

減額になったということでございます。 
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 それから、続きまして７ページ、同じく第１

款第１項１目１５節の工事請負費１，５１２万

２，０００円の増額でございますが、宿毛駅東

土地区画整理事業につきましては、平成２１年

度完了を目指して、現在、工事を行っておりま

して、本年度以降の区画整理の残の面積といた

しましては、３．５ヘクタールということで、

残事業についても、２億円ぐらいというふうに

なっておりますが、今回、平成１９年度の決算

額が確定をいたしましたので、繰越金を充当し

て、来年度工事分を前倒しをして、工事の進捗

を図ろうというものでございまして、工事概要

といたしましては、当面、農地として保有する

方もおる関係で、農業用ポンプ２台を設置しよ

うとするものでございます。 

 現在、３基あるやつを集約をして２基にして

やろうとしております。 

 それから、同じく２２節の補償補てん及び賠

償金４２０万円でございますが、工事箇所の一

部変更に伴いまして、電柱の移転、３本でござ

いますが、生じました。 

 内訳としましては、ＮＴＴの電柱が１本、こ

れが２２０万、光ファイバーケーブルがある関

係で、非常に高いわけでございますが。 

 それと、四電の電柱が２本、これが２００万

円、これに伴いまして、補正予算を計上させて

いただいておるということでございますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（宮本有二君） 教育次長兼学校教育課

長。 

○教育次長兼学校教育課長（小島正樹君） 教

育次長兼学校教育課長、野々下議員の質疑にお

答えいたします。 

 ２点だったと思いますが、買い取りか借り上

げかということにつきましては、買い取りであ

ります。 

 それから、２番目のメンテナンスについてな

んですが、メーカー補償、契約上は１年になっ

ておりますが、耐用年数が５年ということにな

っておりますので、その後も点検等については、

お願いをする予定です。 

 それから、耐用年数的には、例えば小児用パ

ット、これは２年ということのようです。それ

から、バッテリーも、一応、５年にはなってお

りますが、点検等でバッテリーを使用した場合

は、寿命が短くなりますので、そういう場合は

３年等になる可能性はあります。 

 どちらにしても、異常等があれば、ランプが

点灯するようになっておりますので、そこでチ

ェックをしていきたいと考えております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（宮本有二君） 市民課長。 

○市民課長（弘瀬徳宏君） 市民課長、野々下

議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第２６号別冊、平成２０年度宿毛市後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１号）ですが、

ページは７ページです。 

 歳出の２款１項１目１９節負担金補助及び交

付金の後期高齢者医療広域連合納付金４，８４

６万４，０００円の内容について、減額理由に

ついてご説明をさせていただきます。 

 後期高齢者医療制度、通称名を長寿医療制度

というふうに名乗っておりますが、この保険料

につきましては、高知県においては、高知県後

期高齢者医療広域連合が賦課決定をし、その保

険料は市町村が徴収をするという業務分担にな

っております。 

 したがいまして、徴収した保険料を広域連合

の方に納付するわけでありますが、当初予算で

見込んでおった所得、それから被保険者、それ

と軽減額、こういったものを現時点で判明した

部分について、補正をするものであります。 

 なお、最終の見込み額につきましては、今後、

精査をしまして、３月に補正を予定をしており
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ます。 

 今回の減額の主な要因といたしましては、被

保険者の総所得が、見込みより低かったことに

よる所得割の減額が１，５０８万４，０００円、

被保険者数が、見込みのときには３，７００名

程度であろうというふうに見込んでおりました

が、その被保険者数が１００名ほど少なかった

ことによる均等割の減額が５５８万５，０００

円。それから、追加措置を含めました低所得者

の保険料の軽減措置などによる減額分、これが

２，７７９万５，０００円となっておりまして、

当初に見込んでおりました被保険者当たりの保

険料が５万１，０００円というふうに見込んで

おりましたけれども、この７月の本裁定におき

ましては、約３万９，０００円の修正になりま

して、１人当たり１万２，０００円減額になっ

たものであります。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） ３番野々下昌文君。 

○３番（野々下昌文君） ３番、再質問をさせ

ていただきます。 

 再質問は、議案第１６号、２５ページ、林業

振興費の８節報償費についてですけれども、６

２１万、このたび補正されておりますが、この

鳥獣の駆除が主な内容になっておりますけれど

も、鳥獣の駆除については、駆除できる地域と

できない地域、猟友会等によっても違うと思い

ますが、非常に、これは駆除できない地域にお

いては、差別ができる。自分たちでその地域を

守らなくてはいけないということになりますが、

この駆除できない地域について、電柵とか、囲

いとか、こういうものの補助率については、ど

うなっておりますでしょうか。それをお伺いい

たします。 

 それと、続いて、第２６号別冊の平成２０年

度宿毛市後期高齢者医療特別会計補正予算の、

今質問いただきましたけれども、今回の長寿医

療制度の追加改善策で、軽減措置を受けられな

い人というのは、宿毛市内においてどのくらい

おられるでしょうか。 

 この２つ、再質問をさせていただきます。 

○議長（宮本有二君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（頼田達彦君） 産業振興課長、

野々下議員の再質疑にお答えいたします。 

 議案第１６号別冊、平成２０年度宿毛市一般

会計補正予算、ページ２５ページの５款１項２

目８節の中の、電気牧柵についてでございます

けれども、現在、予算化しているのは、電気牧

柵について１０基分として、１８万円既決して

いただいております。 

 これは、補助率は３分の１となっておりまし

て、以前は、農協についても３分の１を支出し

ていただいておりましたけれども、財政的な事

情等がありまして、現在、産業振興課の１万８，

０００円のみの補助となっております。 

 ただ、最大で１万８，０００円ですので、補

助率としては３分の１となっております。 

 工事費としては、平均として６万から７万ぐ

らいが、工事費と聞いております。 

 現在、ことしも、今現在、２基分について申

請があっております。これは、議員も言われま

したように、わなとか、そういうところができ

ない、いえば田んぼとか、そういうところには

ある一定の効果があると聞いております。 

 あと、網なんかについては、ほかの市町村に

ついては、いろいろと試行錯誤でやっているよ

うでございますけれども、当市としては、今現

在の補助としては、電気牧柵の設置費用だけで

ございます。 

 それと、あと負担金、補助額については、ま

た、今後、財政とも協議をいたしまして、検討

させていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 以上です。 
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○議長（宮本有二君） 市民課長。 

○市民課長（弘瀬徳宏君） 市民課長、野々下

議員の再質疑にお答えいたします。 

 今回の追加改善策の対象とならなかった方は

何人おられるかというご質問だったと思います

が、今回、追加で改善策がなされた内容につい

て、若干、先にご説明させていただきますと、

まず、１番目に所得の低い方の保険料を軽減、

さらに軽減をしました。 

 この内容につきましては、保険料の被保険者

均等割が７割軽減の世帯に該当する方の保険料

を、一律８．５割、均等割を８．５割軽減する

ことになります。 

 したがいまして、均等割のみの保険料であっ

た方は、これまで７割軽減のときは、１万４，

５７０円であったわけですが、この方につきま

しては、８．５割の軽減策が適用されますと、

年間の保険料が７，２００円になるということ

であります。 

 それから、保険料の算定に用いる基礎控除後

の総所得金額が５８万円以下の方につきまして

は、所得割を５０パーセント軽減するという、

まず保険料の軽減が、改善策の大きな１番目で

あります。 

 改善策の２点目としましては、普通徴収の対

象者を拡大したことであります。 

 これは、この後期高齢者の保険料は、原則、

年金からの天引き、特別徴収ということにして

おりますけれども、今回、年金額が１８０万円、

年金収入のみの方で、年金額が１８０万円未満

の方で、連帯納付義務者、これは世帯主と配偶

者に限定されるわけですが、そういった方がお

られる方につきましては、その連帯納付義務者

の方の口座から引き落としをすることができる。 

 結局、特別徴収から普通徴収に切りかえする

ことができるという、この２点が今年度の改善

策となっております。 

 それで、最初の低所得者の保険料の軽減につ

いてですが、市内では約３，６００名の被保険

者の方がおられる、半数の方が今回、８．５割

ないしは所得割の５０パーセントの対象となり

ました。 

 それから、２点目の普通徴収の対象となる方

につきましては、これはご本人の意思も当然あ

りますので、申しわけありません、現在のとこ

ろ、私の方では、この２点目の方については、

掌握できておりません。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） ３番野々下昌文君。 

○３番（野々下昌文君） 大変に、担当課長様

詳しく説明していだきまして、ありがとうござ

いました。 

 いずれにいたしましても、市民の皆様にとっ

て、よりよい行政運営を行っていただきますよ

うお願いをいたしまして、私の質疑を終わりま

す。 

○議長（宮本有二君） ５番浅木 敏君。 

○５番（浅木 敏君） ５番、浅木でございま

す。質疑を行います。 

 まず、議案第１６号別冊、平成２０年度宿毛

市一般会計補正予算についてであります。 

 質疑通告に従って質疑しますが、前２人と重

複する部分がありますので、その質疑内容を踏

まえた上で質問いたします。 

 １６ページ、第２款第１項８目２１節の貸付

金、このケーブルテレビ事業経営安定化資金貸

付として、２，０８２万円組まれております問

題につきましては、先ほど、松浦議員の質疑で

かなりの部分が説明されましたが、この内容に

つきましては、今年で３年目になるわけでござ

います。 

 １年目は、仕方ないだろうということでした

が、２年目は、市民の方からも、またかよとい

う話になりました。これで３年連続になるわけ
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です。これ、認めるんかよというふうな話まで

出てきているわけでございます。 

 同じ金額で、毎年貸し付けしなくしてならな

い。こういう経営状態、それ自体に非常に問題

があるのではないかと思うわけでございます。 

 先ほどの説明で、四万十市の方へ向けて拡大

していくということで、２２年度から２，３０

０万。その後、黒字に転化するというふうな説

明がありましたが、もう今年きりかよと、いう

ふうに私も皆さんから言われておりますので、

この点について、この２，０８２万は今年きり

で、もう来年はこういう貸し付けはないという

ふうな経営になっていくのかどうかについて、

お聞きしたいと思います。 

 それと、もう１点は、この四万十市の方へ延

びていく、それで拡大する分はいいとしても、

やはり加入者がどれだけふえるかが問題だと思

います。加入者をふえる努力をしているようで

ございますが、その内容と、それと一方では、

脱退も大分出ているということですので、この

加入、脱退の状況、そして脱退する人がなぜ脱

退しているのか、このことについてご説明願い

ます。 

 次に、２３ページにいきます。 

 第４款第２項３目斎場費の１１節です。 

 施設修繕料として、当初予算で２００万円を

予定しておりましたが、今回、９６万円増額す

るということでございますが、この内容につい

て、お示し願いたい。 

 続きまして、２９ページ、第７款第４項住宅

費の１目１５節で、火災報知器設置工事費が１

００万８，０００円ふえる内容になっておりま

す。 

 それから、市営住宅修繕工事費を、新たに１

５９万４，０００円計上しておりますが、この

内容についてお聞きいたします。 

 それと、議案別冊第１７号、平成２０年度宿

毛市簡易水道事業特別会計補正予算、この明細

書の中の７ページ、第１款第１項２目第１１節

施設修繕料ですが、これは当初１，５４４万３，

０００円だったのが、新たに１，１６７万６，

０００円追加されております。 

 この内容について、説明をいただきたい。 

 以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（宮本有二君） 企画課長。 

○企画課長（岡崎匡介君） 企画課長、浅木議

員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１６号別冊、平成２０年度宿毛市一般

会計補正予算、２款１項８目２１節の貸付金に

ついてでございます。 

 今回で３回目の貸し付けになっております。

ケーブルテレビにつきまして、経営状況につき

ましては、平素よりことあるごとに厳しく審査

し、宿毛市として指導できるところについては、

指導して、協力し合っております。 

 経営安定化に向けての４，５００世帯という

ふうな目標を、以前、回答させていただいた経

過がございまして、現在では、約３，３００世

帯の加入があります。 

 前年度比で約２００世帯の増となっておりま

す。 

 目標となります３５０世帯には届いておりま

せんが、３００強の加入に対しまして、１００

世帯の脱退もある。結果、実質的な２００世帯

の増というふうな形態になっております。 

 原因につきましては、るるあろうとは思いま

すが、景気の低迷により、月々の支払い、なか

なかしんどいのではないかというふうに推測し

ております。 

 貸し付けも、この件につきましては、１８年

度末から金融機関と強調して、ＳＷＡＮを支え

ていこうということでやっておりまして、来年

度の貸し付けにつきましては、今後、経営状況

等を勘案して、また金融機関と一緒に検討して
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まいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 環境課長。 

○環境課長（岩本克記君） 環境課長、５番、

浅木議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１６号別冊、平成２０年度宿毛市一般

会計補正予算、ページ２３ページの４款２項３

目の１１節需用費の中での施設修繕料としての

９６万円の増額の内容についてというご質問で

ございますが、これは、宿毛市斎場、本施設は

平成４年４月より普通炉２炉で操業開始いたし

まして、修繕等をしながら操業を行っておりま

したが、やはり精密機械でありますので、老朽

化に伴い故障が多くなりまして、近年、１９年

１０月には、近代社会に対応するため、２号炉

の全面的な大型炉にやりかえまして、また３号

炉については、２号炉部品の使用できる器具は

使用しておりましたけれども、このほど、炉圧

コントローラーの、コントローラー用の配線の

熱により、断線、こげつけて切れたということ

になりまして、機械の心臓部でもありますシー

ケンサーの配線が損傷し、作動しなくなりまし

た。 

 業務に支障を来たすばかりではなく、市民の

生活を脅かす恐れがありますので、早急に交換、

修繕する必要があるために、３号炉手元操作室

シーケンサーの取りかえ費として６９万円を補

正計上して、対応するものです。 

 また、毎年、保守点検を行っております斎場

の玄関の自動ドアについて、今回、点検で指摘

されておりましたが、ハンガーレール等の磨耗

損傷と、駆動輪の変形がひどくなりまして、作

動不能ということになりましたので、待合室の

遺族の方々の心境を思いますと、この暑さの中、

待合室での異常な暑さでもありますし、市民よ

りまた苦情が多くありましたので、早急に１基

分の交換修理をしたく、２７万円を補正するも

のであります。 

 シーケンサーの取りかえ修繕と自動ドア１基

分の交換修理を合わせまして、９６万円となり

ますので、今回、補正するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 建設課長。 

○建設課長（安澤伸一君） 建設課長、５番、

浅木議員の質疑にお答えをいたします。 

 平成２０年度宿毛市一般会計補正予算（第３

号）、２９ページ、第７款４項１目住宅管理費、

１５節工事請負費２６０万４，０００円につい

てでございますが、これで、これの中の火災報

知器設置工事費についてでございますが、当初

予算では、１３１戸、４１１万２，０００円を

計上しておったわけでございますが、このうち、

１階部分は当然つけておったわけですが、２階

部分がある、このうち１３１戸のうち、２階建

ての戸数が１２６戸ございまして、この１２６

戸について、２階は火まわりもないということ

で、２部屋ございまして、１個だけの設置とい

たしておりました。 

 それが、県の指導等によりまして、２部屋あ

る、２部屋にもつけるようにというご指導もい

ただきましたので、この２階部分にある部分を、

１部屋追加をいたしたということでございます。

１２６戸の、２階建て部分の２部屋を、全部つ

けるようにしたということでございます。 

 それから、市営住宅修繕工事費でございます

が、これの場所でございますが、これについて

は、師高瀬第２団地の屋根の雨漏りの修繕工事

でございまして、２棟の修繕を行うようにいた

しております。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 水道課長。 

○水道課長（豊島裕一君） 水道課長、５番、

浅木議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１７号別冊、平成２０年度宿毛市簡易
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水道事業特別会計補正予算（第１号）、ページ

７ページ、第１款１項２目１１節の需用費、施

設修繕料として１，１６７万６，０００円を、

今回、計上させていただいておりますが、それ

の補正の内容、補正の理由。補正の内容につい

て、お答えをいたします。 

 簡易水道の施設の修繕料は、当初、１，５４

４万３，０００円計上して、現在、対応してお

ります。 

 今回、平成１９年度簡易水道事業特別会計の

決算におきまして、１，１７０万９，０００円

の黒字決算となりましたので、ページ６ページ

をちょっと見ていただきたいがですが、ページ

６ページの繰越金で、当初予算におきまして１

万円計上しておりますので、今回の黒字額１，

１７０万９，０００円を差し引いた１，１６９

万９，０００円を、今回、繰越金として計上さ

せていただいております。 

 歳入で計上しましたので、歳出につきまして

は、共済費で２万３，０００円、施設の修繕、

これは６施設があるわけですけれども、当初予

算で対応しており、これから起きるであろう修

繕に対しまして、１，１６７万６，０００円を

計上させていただいております。 

 以上です。 

○議長（宮本有二君） ５番浅木 敏君。 

○５番（浅木 敏君） ５番、再質疑をします。 

 その前に、先ほど、私が発言した中で、３年

連続というて言うた部分があったようですが、

これは、私は３回目と言うつもりでございまし

たので、そのように訂正させていただきます。 

 先ほど答弁いただきました内容で、ほぼ、ほ

かの部分についてはわかりました。 

 それから、質疑を通告してありましたが、そ

の部分で質疑しなかった分については、さきの

方の質疑で了解できたということでございます。 

 なお、気になるのは、ケーブルテレビにつき

まして、先ほどの答弁では、今度、金融機関と

話し合って、来年度以降については、どうなる

かわからんということで、私といたしましては、

来年度以降は、こういう予算は組まないという

ことを明確にしていただきたかったわけでござ

いますが、そういう返答がもらえませんでした

が、これはここで議論しても、結果は出んと思

います。 

 来年、こういうことにならないように努力し

ていただくということで、私の質疑は終わりま

す。 

○議長（宮本有二君） 以上で、通告による質

疑は終了いたしました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ほかに質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 ただいま議題となっております議案のうち

「議案第１号及び議案第１６号から議案第２７

号まで」の１３議案につきましては、会議規則

第３７条第３項の規定により、委員会の付託を

省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって「議案第１号及び議案第１６号から議

案第２７号まで」の１３議案については、委員

会の付託を省略することに決しました。 

 ただいま議題となっております議案のうち、

「議案第２８号から議案第３４号まで」の７議

案は、お手元に配付してあります議案付託表の

とおり、それぞれ所管の委員会へ付託いたしま

す。 

 おはかりいたします。 

 議案等審査のため、９月１１日及び９月１２

日は休会いたしたいと思います。 
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 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって、９月１１日及び９月１２日は、休会

することに決しました。 

 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

 ９月１１日から９月１５日までの５日間は休

会し、９月１６日午前１０時より再開いたしま

す。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午前１１時３７分 散会 
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議 案 付 託 表 

                             平成２０年第３回定例会  

付託委員会 議 案 番 号       件               名 

総 務 文 教 

常任委員会 

（ ６件） 

議案第２８号 

議案第２９号 

 

議案第３０号 

 

議案第３１号 

議案第３２号 

 

議案第３３号 

宿毛市認可地縁団体印鑑条例の制定について 

宿毛市離島センターの設置及び管理に関する条例の制定に

ついて 

公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正す

る条例について 

宿毛市税条例の一部を改正する条例について 

宿毛市スクールバスの住民利用に関する条例の一部を改正

する条例について 

宿毛市土地開発公社定款の一部を改正する定款について 

産 業 厚 生 

常任委員会 

（ １件） 

議案第３４号 市道路線の変更について 
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平成２０年 

第３回宿毛市議会定例会会議録第５号 

 

１ 議事日程 

    第１４日（平成２０年９月１６日 火曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 議案第１号から議案第３４号まで 

      （議案第１号及び議案第１６号から議案第２７号まで、討論、表決） 

      （議案第２８号から議案第３４号まで、委員長報告、質疑、討論、表決） 

      （議案第２号から議案第１５号まで、特別委員会設置、付託） 

   第２ 陳情第８号外１件 

   第３ 委員会調査について 

   第４ 意見書案第１号及び意見案書第２号 

      意見書案第１号 国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める 

              意見書の提出について 

      意見書案第２号 障害者自立支援法の抜本的な改正を求める意見書の提出につい 

              て 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 議案第１号から議案第３４号まで 

   日程第２ 陳情第８号外１件 

   日程第３ 委員会調査について 

   日程第４ 意見書案第１号及び意見書第２号 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１５名） 

   １番 今 城 誠 司 君     ２番 岡 﨑 利 久 君 

   ３番 野々下 昌 文 君     ４番 松 浦 英 夫 君 

   ５番 浅 木   敏 君     ６番 中 平 富 宏 君 

   ７番 有 田 都 子 君     ８番 浦 尻 和 伸 君 

   ９番 寺 田 公 一 君    １０番 宮 本 有 二 君 

  １１番 濵 田 陸 紀 君    １３番 山 本 幸 雄 君 

  １４番 中 川   貢 君    １５番 西 村 六 男 君 

  １６番 岡 崎   求 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員（ １名） 

  １２番 西 郷 典 生 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 
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５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        夕 部 政 明 君 

   次    長  児 島 厚 臣 君 

   議 事 係 長        岩 村 研 治 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

６ 出席要求による出席者 

   市 長  中 西 清 二 君 

   副 市 長  岡 本 公 文 君 

   企 画 課 長  岡 崎 匡 介 君 

   総 務 課 長  出 口 君 男 君 

   市 民 課 長  弘 瀬 徳 宏 君 

   税 務 課 長  美濃部   勇 君 

   会計管理者兼 

   会 計 課 長 
小 島 秀 夫 君 

   保健介護課長  三 本 義 男 君 

   環 境 課 長        岩 本 克 記 君 

   人権推進課長  小 栗 幹 夫 君 

   産業振興課長  頼 田 達 彦 君 

   商工観光課長  立 田   明 君 

   建 設 課 長  安 澤 伸 一 君 

   福祉事務所長  沢 田 清 隆 君 

   水 道 課 長  豊 島 裕 一 君 

   教 育 委 員 長  奥 谷 力 郎 君 

   教 育 長        岡 松   泰 君 

   教 育 次 長 兼       

   学校教育課長 
小 島 正 樹 君 

   生涯学習課長 

   兼 宿 毛 文 教       

   センター所長 

有 田 修 大 君 

   学 校 給 食       

   センター所長 
岡 村 好 知 君 

   千 寿 園 長  村 中   純 君 

   農 業 委 員 会 

   事 務 局 長 
小 野 正 二 君 

   選挙管理委員 

   会 事 務 局 長 
土 居 利 充 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時００分 開議 

○議長（宮本有二君） これより本日の会議を

開きます。 

 この際、議長から報告をいたします。 

 西郷典生君から、会議規則第２条の規定によ

る欠席の届出がありました。 

 日程第１「議案第１号から議案第３４号ま

で」の３４議案を一括議題といたします。 

 これより「議案第１号」について討論に入り

ます。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 「議案第１号」は、これを承認することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって「議案第１号」は、これを承認するこ

とに決しました。 

 これより「議案第１６号から議案第２７号ま

で」の１２議案について討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより「議案第１６号から議案第２７号ま

で」の１２議案を一括採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（宮本有二君） 全員起立であります。 

 よって「議案第１６号から議案第２７号ま

で」の１２議案は、原案のとおり可決されまし

た。 

 これより「議案第２８号から議案第３４号ま

で」の７議案について、委員長の報告を求めま

す。 

 総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（有田都子君） 皆様、

おはようございます。 

 今議会、総務文教常任委員会に付託されまし

た、議案審査結果のご報告をいたします。 

 本委員会に付託されました議案は、議案第２

８号、２９号、３０号、３１号、３２号、及び

３３号の６議案であります。 

 なお、議案第２８号、３０号、３３号の３議

案につきましては、一般社団法人及び一般財団

法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律の施行に伴い、関連

する本市の条例を整備しようとするものであり

ます。 

 議案第２８号は、宿毛市認可地縁団体印鑑条

例の制定についてであります。 

 地方自治法が改正されたことを契機に、市長

の認可を受けた地縁による団体、つまり認可地

縁団体の利便性等の向上のために、新たに印鑑

の登録及び証明についての印鑑条例を制定しよ

うとするものであります。 

 議案第２９号は、宿毛市離島センターの設置

及び管理に関する条例の制定についてでありま

す。 

 旧弘瀬小中学校及び旧鵜来島小中学校を、離

島地域の振興と離島住民の福祉増進を図ること

を目的とし、離島センターとして活用するため、

新たに条例を制定しようとするものであります。 

 議案第３０号は、公益法人等への職員の派遣

に関する条例の一部を改正する条例についてで

あります。 

 内容としましては、「公益法人」を「公益的

法人」に改めようとするものです。 
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 議案第３１号は、宿毛市税条例の一部を改正

する条例についてであります。 

 主な改正としましては、地方税法等の一部を

改正する法律等が、平成２０年４月３０日に公

布施行されたことに伴いまして、平成２１年１

０月より、公的年金から個人市民税を特別徴収

しようとするものであります。 

 議案第３２号は、宿毛市スクールバスの住民

利用に関する条例の一部を改正する条例につい

てであります。 

 主な改正は、道路運送法における有償運送が、

国土交通大臣による許可制から登録制に改正さ

れたことに伴いまして、条例の一部、「国土交

通大臣の許可を受けた」を、「国土交通大臣が

登録した」に改めようとするものです。 

 また、改正に伴いまして、地域公共交通会議

を設立して、意見を聞く必要が生じ、会議実施

の結果、住民も乗車できることの確認、及び１

日１往復の不便さ等も考慮する中、低額の料金

設立も合意され、最大で１３０円の減額となる

料金表に改正しようとするものであります。 

 議案第３３号は、宿毛市土地開発公社定款の

一部を改正する定款についてであります。 

 土地開発公社監事の職務内容の規定が、民法

から公有地の拡大の推進に関する法律に変更さ

れますので、定款を改正しようとするものであ

ります。 

 以上６議案につきましては、担当課から詳し

い説明を受ける中で、慎重に審査をいたしまし

た結果、いずれも原案を適当と認め、議案第２

８号、２９号、３０号、３２号、３３号の５議

案は、全会一致をもって、議案３１号につきま

しては、賛成多数をもって、可決すべきものと

決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案６件

についての報告を終わります。 

○議長（宮本有二君） 産業厚生常任委員長。 

○産業厚生常任委員長（中平富宏君） 産業厚

生常任委員会に付託されました議案審査のご報

告をいたします。 

 本委員会に付託されました議案は、議案第３

４号の１議案であります。 

 議案第３４号は、市道路線の変更についてで

あります。 

 内容につきましては、県道宿毛津島線の改良

に伴い行っておりました市道出井２号線の付け

替え工事が完了いたしましたので、道路法第１

０条第３項の規定により、議会の議決を求めよ

うとするものであります。 

 担当課から詳しい説明を受ける中で、慎重に

審査した結果、原案を適当と認め、全会一致を

もって、可決すべきものと決しました。 

 以上、本委員会に付託されました議案につい

てのご報告を終わります。 

○議長（宮本有二君） 以上で、委員長の報告

は終わりました。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより「議案第２８号から議案第３０号ま

で及び議案第３２号から議案第３４号まで」の

６議案について、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより「議案第２８号から議案第３０号ま

で及び議案第３２号から議案第３４号まで」の

６議案を、一括採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに
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賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（宮本有二君） 全員起立であります。 

 よって「議案第２８号から議案第３０号まで

及び議案第３２号から議案第３４号まで」の６

議案は、原案のとおり可決されました。 

 これより「議案第３１号」について、討論に

入ります。 

 討論の通告がありますので、発言を許します。 

 ５番浅木 敏君。 

○５番（浅木 敏君） ５番議員の浅木でござ

います。ただいまから討論を行います。 

 議案第３１号について、私は、委員長報告並

びに本議案に反対する立場から討論をいたしま

す。 

 この議案は、６５歳以上で年額１８万円以上

の年金を受給する市民の住民税を、年金から天

引きするための条例改正案であります。 

 これまでは、６５歳以上の方であっても、宿

毛市から送られてきた納税通知書に基づき、市

民が自主的に住民税を納付してきました。それ

を、来年の１０月からは、年金天引きにしよう

とするものであります。 

 国民には、納税の義務がありますが、納税と

は、税金をみずから納めることであり、納税し

ない人に対して行うのは徴税であります。 

 住民税の意義を十分に理解し、これまで、み

ずからの意思で積極的に納税してきた市民の心

に反して、年金からの徴税に切りかえる条例改

正ともいえるものであります。 

 この条例改正案が提出された経緯については、

質疑の中で、市行政側からの説明もありました

が、去る７月末日の国会で、地方税法改正案の

議決をしたことによるものであります。 

 皆さんもご承知のように、今年度１６９通常

国会は、道路特定財源をめぐって大議論になり

ました。 

 法案が参議院で審議中にもかかわらず、自民

党と公明党は、参議院が否決したとみなす動議

を衆議院で可決し、ガソリン暫定税率の復活を

含む政府提出５法案の再議決を強行してしまい

ました。 

 この歳入関連５法案の１つ、地方税法改正案

に、年金から個人住民税を天引きする制度も含

まれていたため、同時に成立したわけでありま

す。 

 憲法第２５条では、すべて国民は健康で文化

的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、

すべての生活部面において、社会福祉、社会保

障、及び公衆衛生の向上、及び増進に努めなけ

ればならないと規定しております。 

 これを受けた生活保護法はもとより、年金制

度も国民が若くて元気なときにはしっかり働き、

高齢になって働けなくなったときにも、健康で

文化的生活がおくれるようにと制定されたもの

であります。 

 しかし、制度の不備から、全国では約９０万

人の無年金者や、掛け金免除などによる約４０

０万人の低年金者がおり、掛け金が払えない人

も対象にした最低年金保障制度をつくることが

求められています。 

 また、国や地方自治体の不手際から、５，０

００万件もの掛け金記録が宙に浮く状態、消え

た年金問題、掛け金の流用など、年金をめぐる

問題の多くが未解決のままにされております。 

 掛け金を納付した国民に対しての責任は明確

にしないまま、政府は介護保険料に続いて、国

民健康保険税や後期高齢者医療保険料など、国

や地方の行政が集めるものは、権力的に年金天

引きで取り立てています。 

 さらに、このたびは住民税まで年金から天引

きしようとしているものであります。 

 老後、やっと生き延びていくわずかな年金か

ら、次から次へと天引きし、取り立てる、こう
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した行政手法を私は認めることはできないので、

本議案に反対するものであります。 

 皆さん方にもご賛同を呼びかけまして、私の

討論を終わります。 

○議長（宮本有二君） ほかに討論はありませ

んか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ほかに討論がありませ

んので、これにて討論を終結いたします。 

 これより「議案第３１号」について、採決い

たします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長の報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（宮本有二君） 起立多数であります。 

 よって「議案第３１号」は、原案のとおり可

決されました。 

 おはかりいたします。 

 「議案第２号から議案第１５号まで」の１４

議案については、すべて決算認定にかかる議案

でありますので、この際、８人の委員をもって

構成する「決算特別委員会」を設置し、これに

付託のうえ、閉会中の継続審査とすることにい

たしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案については、８人の委員をもっ

て構成する「決算特別委員会」を設置し、これ

に付託の上、閉会中の継続審査とすることに決

しました。 

 ただいま設置されました「決算特別委員会」

の委員の選任については、委員会条例第８条第

１項の規定により、岡﨑利久君、野々下昌文君、

松浦英夫君、中平富宏君、有田都子君、浦尻和

伸君、西村六男君、岡崎 求君、以上８人を指

名いたします。 

 「決算特別委員会」の委員長及び副委員長が

選任されていますので、この際、事務局長から

報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（夕部政明君） 事務局長。 

 「決算特別委員会」の委員長及び副委員長を

報告いたします。 

 委員長、西村六男君。副委員長、浦尻和伸

君。 

 以上でございます。 

○議長（宮本有二君） 日程第２「陳情第８号

外１件」の２件を一括議題といたします。 

 これより「陳情第８号外１件」の２件につい

て、委員長の報告を求めます。 

 産業厚生常任委員長。 

○産業厚生常任委員長（中平富宏君） 産業厚

生常任委員長。 

 産業厚生常任委員会に付託されました陳情の

審査結果について、ご報告いたします。 

 本委員会に付託されました陳情は、第２回定

例会より継続審査になっております陳情第８号

「国による公的森林整備の推進と国有林野事業

の健全化を求める意見書の提出について」及び、

陳情第１０号「障害者自立支援法の抜本的な改

正を求める意見書の提出について」の２件であ

ります。 

 陳情第８号の要旨は、国による公的森林整備

の推進はもとより、国有林野事業において、安

全で安心できる国民の暮らしを守るために、重

要な役割を果たす公益森林の整備、地域林業材

木産業の振興を通じた山村の活性化など、国に

対して森林、林業施策のさらなる推進を求める

ものであります。 

 前の第２回定例会において、内容が国有林の

整備だが、宿毛市への関係はどうなるのか。ま

た、必要だと思うが、内容について、もっと研
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究したいなどの意見が出され、閉会中の継続審

査となっておりました。 

 今議会において、内容は理解できた。必要な

ものであるなどの意見が出される中、慎重に審

査した結果、全会一致をもって採択すべきもの

と決しました。 

 陳情第１０号の要旨は、２００６年４月から

施行された障害者自立支援法により、障害者の

生活水準の低下や、事業所の経営難による福祉

サービスの低下を招く結果となっており、真に

障害者に対する差別を撤廃し、障害者の自立と

社会参加を推進するために、利用者負担や事業

者に対する報酬など、国に対して、抜本的な改

正を求めるものであります。 

 この陳情も、前の第２回定例会より、閉会中

も含めまして、審査をしてまいりました。 

 審査において、事業所も宿毛市も制度の改正

に振り回されている。また、１割の負担を払う

ために、作業所での収入がほとんどなくなって

いる。そして、家族に所得があれば、負担する

のは当然ではないかなどの意見が出される中、

慎重に審査した結果、全会一致をもって採択す

べきものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託されました陳情２件

についてのご報告を終わります。 

○議長（宮本有二君） 以上で、委員長の報告

を終わります。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより「陳情第８号及び陳情第１０号」の

２件について、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 「陳情第８号及び陳情第１０号」の２件につ

いては、お手元に配付いたしました審査報告書

のとおりであります。 

 本件は、審査報告書のとおり決することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本件については、審査報告書のとお

り決しました。 

 日程第３「委員会調査について」を議題とい

たします。 

 各常任委員長及び議会運営委員長から、目下

委員会において調査中の事件については、会議

規則第１０４条の規定により、お手元に配付い

たしました申出書のとおり、閉会中の継続調査

の申し出があります。 

 おはかりいたします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調

査に付することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決しました。 

 日程第４、意見書案第１号「国による公的森

林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める

意見書の提出について」及び、意見書案第２号

「障害者自立支援法の抜本的な改正を求める意

見書の提出について」の２件を、一括議題とい

たします。 

 おはかりいたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定によ

り、提案理由の説明を省略することにいたした

いと思います。 

 これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は提案理由の説明を省略するこ

とに決しました。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 本案は、会議規則第３７条第３項の規定によ

り、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員会の付託を省略すること

に決しました。 

 これより、意見書案第１号「国による公的森

林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める

意見書の提出について」、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 「意見書案第１号」は、原案のとおり可決す

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって「意見書案第１号」は、原案のとおり

可決されました。 

 これより、意見書案第２号「障害者自立支援

法の抜本的な改正を求める意見書の提出につい

て」、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 おはかりいたします。 

 「意見書案第２号」は、原案のとおり可決す

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって「意見書案第２号」は、原案のとおり

可決されました。 

 おはかりいたします。 

 ただいま、意見書案が議決されましたが、そ

の条項、字句、数字、その他の整理を要するも

のにつきましては、その整理を議長に委任され

たいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（宮本有二君） ご異議なしと認めます。 

 よって、条項、字句、数字、その他の整理は、

議長に委任することに決しました。 

 以上で、今期定例会の日程は、すべて議了い

たしました。 

 閉会に当たり、市長からあいさつがあります

ので、発言を許します。 

 市長。 

○市長（中西清二君） 閉会に当たりまして、

ごあいさつを申し上げます。 

 去る９月３日に開会いたしました今期定例会

は、本日までの１４日間、議員の皆様方におか

れましては、連日ご熱心にご審議をいただきま

して、ご提案申し上げました３４議案のうち、

決算認定議案の１４議案を除きまして、いずれ

も原案のとおりご決定をいただき、まことにあ

りがとうございます。 

 今議会を通じ、お寄せいただきました数々の

貴重なご意見やご提言につきましては、今後、

さらに検討をいたしながら、市政の執行に反映

させてまいりたいと思っております。 

 議員の皆様方におかれましては、今後とも引
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き続き、ご指導、ご協力を賜りますようお願い

を申し上げますとともに、どうか健康にご留意

いただき、より一層のご活躍を祈念申し上げま

して、閉会のあいさつとさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（宮本有二君） 以上で、市長のあいさ

つは終わりました。 

 これにて、平成２０年第３回宿毛市議会定例

会を閉会いたします。 

午前１１時２９分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

              宿  毛 市 議 会 議 長                  宮 本 有 二 

 

 

              宿 毛 市 議 会 副 議 長                  寺 田 公 一 

 

 

                          議 員   有 田 都 子 

 

 

                          議 員   浦 尻 和 伸 
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                               平成２０年９月１０日 

 宿毛市議会議長 宮 本 有 二 殿 

 

                        総務文教常任委員長 有 田 都 子 

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第２８号 宿毛市認可地縁団体印鑑条例の制定について 原案可決 適 当 

議案第２９号 
宿毛市離島センターの設置及び管理に関する条例の

制定について 
原案可決 適 当 

議案第３０号 
公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を

改正する条例について 
原案可決 適 当 

議案第３１号 宿毛市税条例の一部を改正する条例について 原案可決 適 当 

議案第３２号 
宿毛市スクールバスの住民利用に関する条例の一部

を改正する条例について 
原案可決 適 当 

議案第３３号 
宿毛市土地開発公社定款の一部を改正する定款につ

いて 
原案可決 適 当 
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                               平成２０年９月１０日 

 宿毛市議会議長 宮 本 有 二 殿 

 

                        産業厚生常任委員長 中 平 富 宏 

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号 件          名 審査結果 理 由 

議案第３４号 市道路線の変更について 原案可決 適 当 
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                                平成２０年９月１６日 

 

宿毛市議会議長 宮 本 有 二  殿 

 

                        産業厚生常任委員長 中 平 富 宏 

 

                 陳情審査報告書 

 

  本委員会に付託の陳情は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１３６条第

１項の規定により報告します。 

記 

 

受理番号 件            名 審査結果 意  見 

第 ８号 
国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化

を求める意見書の提出について 
採  択 妥  当 

第１０号 
障害者自立支援法の抜本的な改正を求める意見書の提

出について 
採 択 妥  当 
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                                平成２０年９月１０日 

 宿毛市議会議長 宮 本 有 二 殿 

 

                        総務文教常任委員長 有 田 都 子  

 

               閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

 １０４条の規定により申し出ます。 

  

記 

１ 事 件 （１） 総合計画の策定状況について 

     （２） 行政機構の状況について 

     （３） 財政の運営状況について 

     （４） 公有財産の管理状況について 

     （５） 市税等の徴収体制について 

     （６） 地域防災計画について 

     （７） 教育問題について 

２ 理 由 議案審査の参考とするため 
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                                                      平成２０年９月１０日 

宿毛市議会議長 宮 本 有 二 殿 

 

                    産業厚生常任委員長 中 平 富 宏 

 

               閉会中の継続調査申出書 

 

本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第

１０４条の規定により申し出ます。 

 

                    記 

１ 事 件 （１） 農林水産業の振興対策状況について 

     （２） 商工業の活性化対策状況について 

     （３） 観光産業の振興対策状況について 

     （４） 市道の管理状況について 

     （５） 環境、保健衛生の整備状況について 

     （６） 下水道事業の運営管理状況について 

     （７） 保育施設の管理状況について 

     （８） 介護保険制度について 

２  理  由  議案審査の参考とするため 
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                                平成２０年９月１６日 

 宿毛市議会議長 宮 本 有 二 殿 

 

                          議会運営委員長 西 郷 典 生 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

 １０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 議会の運営に関する事項 

      （２） 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

      （３） 議長の諮問に関する事項 

      （４） 議会報に関する事項 

２ 理 由 議会運営を効率的かつ円滑に行うため 
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意見書案第１号 

   国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意見書の提出につ 

いて 

 地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

  平成２０年９月１６日 

                       提出者 宿毛市議会議員 中平富宏 

                       賛成者 宿毛市議会議員 松浦英夫 

                        〃     〃    今城誠司 

                        〃     〃    野々下昌文 

                        〃     〃    寺田公一 

                        〃     〃    濵田陸紀 

                        〃     〃    山本幸雄 

                        〃     〃    岡崎 求 

 宿毛市議会議長 宮 本 有 二 殿 

説明 口頭 

 

   国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意見書 

 近年、地球温暖化が深刻な環境問題となる中で、グローバル化する森林の役割に対する要請

が高まるなど、環境資源としての森林に対し強い期待が寄せられている。 

 一方、林業を取り巻く厳しい状況の中で、森林経営は脆弱化し、その担い手である山村は崩

壊の危機に立っている。 

 このような中、森林整備を推進していくためには、森林所有者の森林経営意欲を創出するた

めの施策の推進はもとより、民間による整備が困難な水源林等公益森林の整備に対する公的機

関の役割の強化、更には、過疎化・高齢化が進む中で、森林・林業の担い手である山村の再生

に向けた積極的な取り組みが極めて重要となっている。 

 このような時期に、国有林野事業は、いわゆる「行政改革推進法（平成１８年６月）」に基

づき業務・組織の見直しが予定されており、また、独立行政法人緑資源機構は、平成２０年３

月３１日、国会において「独立行政法人緑資源機構を廃止する法律」が成立し、１９年度末で

解散、水源林造成事業等は、独立行政法人森林総合研究所に継承させる措置が講ぜられたとこ

ろである。 

 また、「独立行政法人緑資源機構を廃止する法律案」に対する附帯決議において、（１）地

球温暖化対策としての森林整備（水源林造成等含む）、民有林の保全・整備に伴う作業道整

備・林産業を中心とした農山村活性化等の重要性にかんがみ、その実行体制については、国自

ら一般会計において管理運営を行うこと及びその実施時期を前倒ししないことを含め、幅広い

観点から慎重に検討すること、（２）山村の過疎化等により森林整備が遅れている地域につい

ては、一般会計において路網整備を含めた森林整備や山村の定住化条件の整備を図る必要があ

ることから、その対策を検討することが明記されたところである。 
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 よって国においては、地球温暖化防止森林吸収源１０カ年対策の着実な実行、多面的機能維

持を図るための森林整備等の推進はもとより、特に、国有林野事業等において、安全で安心で

きる国民の暮らしを守るために、重要な役割を果たす水源林等公益森林の整備、更には、地域

林業・木材産業の振興を通じた山村の活性化など、森林・林業施策の更なる推進に向け、下記

の事項を実現するよう強く要望する。 

記 

１ 森林吸収源対策を着実に推進するため環境税等税制上の措置を含め安定的な財源を確保す

るとともに、森林・林業基本計画に基づく林業・木材関連産業の振興施策の推進と、国の森

林整備予算に係わり発生する地方財政措置及び森林所有者の費用負担軽減措置など、平成２

１年度予算の確保等必要な予算措置を講じること。 

２ 緑の雇用対策等、森林・林業の担い手対策の拡充、施実の集約化、路網の整備等による効

率的・安定的な木材の供給体制の確保、更には、木材のバイオマス利用の促進等により間伐

材を含む地域材の需要拡大対策の推進による地域林業・木材産業の振興を図ること。 

３ 水源林造成事業は、水源のかん養はもとより、地球温暖化防止その他の森林の有する公益

的機能の発揮を図る重要な事業であり、引き続き計画的に水源林造成事業を含めた公的森林

整備を推進するための組織体制の確保及び施業放棄地等民間による森林整備が困難な地域に

おける国の関与の下での森林整備制度の創設を図ること。 

４ 国有林野事業については、国民共有の財産である国有林を適正に管理するとともに、国土

の保全、水源のかん養など国有林野が果たしている公益的機能の一層の発揮を図るために、

一般会計組織による管理運営体制含め国による管理運営体制の堅持及びその管理運営を通じ

て地域における森林・林業担い手育成と地域活性化への寄与を図ること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

   

  平成２０年９月１６日 

                     高知県宿毛市議会議長 宮 本 有 二 

 衆 議 院 議 長 殿 

 参 議 院 議 長 殿 

 内 閣 総 理 大 臣 殿 

 外 務 大 臣 殿 

 財 務 大 臣 殿 

 農 林 水 産 大 臣 殿 

 環 境 大 臣 殿 

 林 野 庁 長 官 殿 

 

 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 
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意見書案第２号 

   障害者自立支援法の抜本的な改正を求める意見書の提出について 

 地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出する。 

  平成２０年９月１６日 

                       提出者 宿毛市議会議員 中平富宏 

                       賛成者 宿毛市議会議員 松浦英夫 

                        〃     〃    今城誠司 

                        〃     〃    野々下昌文 

                        〃     〃    寺田公一 

                        〃     〃    濵田陸紀 

                        〃     〃    山本幸雄 

                        〃     〃    岡崎 求 

 宿毛市議会議長 宮 本 有 二 殿 

説明 口頭 

 

   障害者自立支援法の抜本的な改正を求める意見書 

 ２００６年４月から施行された障害者自立支援法により、障害者福祉の現場は未だに混乱が

収まらない状況にある。特に障害者施設や居宅支援の利用にかかる応益負担（定率１割）の導

入は、障害者の生活を直撃し、施設からの退所、サービス利用の制限などの形で生活水準の低

下を引き起こしている。また、サービス事業所も報酬単価の引き下げや日払い化によって経営

難に陥り、職員の賃下げや非常勤化、離職、閉鎖など、福祉サービスの低下や縮小が深刻化し

ている。 

 政府は、障害者自立支援法に関連し、２００８年度までの特別対策として、利用者負担の軽

減措置や事業者への激変緩和措置を行い、さらに、この特別対策を２００９年度以降も継続し、

障害児のいる世帯への軽減策などを上乗せするとしている。これらについては、一定の評価を

するものの、緊急避難的な処置に過ぎない。 

 ２００６年１２月、国連総会で「障害者の権利条約」が全会一致で採択され、２００７年９

月、日本は同条約に署名を行っている。世界の潮流に鑑み、真に障害者に対する差別を撤廃し、

障害者の自立と社会参加を求める立場から、次の措置を講ずるよう強く求める。 

記 

１ 利用者負担は、負担できる能力に応じた応能負担を原則とすること。また、利用料の算定

に当たっては、本人収入のみに着目すること。 

２ 指定障害者福祉サービス事業者等に対する報酬を確保し、概ね障害者自立支援法施行以前

の収入を維持すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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  平成２０年９月１６日 

                     高知県宿毛市議会議長 宮 本 有 二 

 衆 議 院 議 長 殿 

 参 議 院 議 長 殿 

 内 閣 総 理 大 臣 殿 

 厚 生 労 働 大 臣 殿 
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一  般  質  問  通  告  表 

                           平成２０年第３回定例会 

質問 

順位 
質 問 議 員      質 問 の 要 旨                      

１ 
 ４番 

 松浦英夫君 

１ 「レクリエーション」の森の活用と道路整備について 

                        （市長） 

 

２ ペットの火葬場建設について（市長） 

 

３ 公共の交通手段の確保対策について（市長） 

 ２ 
 ８番 

 浦尻和伸君 

１ 豪華客船への宿毛市の売り込みについて（市長） 

 

２ 宿毛市の西の玄関、片島、大島の振興について（市長） 

（１）咸陽島公園の整備について 

（２）片島の整備について 

 

３ 宿毛市を売り出す新プロジェクトチームについて（市長） 

 ３ 
 １番 

 今城誠司君 

１ 市長の政治姿勢について（市長） 

（１）行政評価システムについて 

 

２ 教育行政について（市長、教育長） 

（１）学校地震防災対策について 

（２）宿毛市独自の教育展開について 

 ４ 
 ２番 

 岡﨑利久君 

１ 公園の設備について（市長） 

（１）公園遊具の点検状況について 

（２）公園遊具の設置について 

 

２ 災害時要援護者対策について（市長） 

 

３ 中心市街地活性化について（市長） 

 ５ 
 ６番 

 中平富宏君 

１ 行政改革大綱集中改革プランについて（市長、教育長） 

（１）支所の統廃合について 

（２）学校の統廃合について 

（３）保育所の統廃合について 

（４）清掃公社収集業務の民間委託の実施について 

 

２ 宿毛市の振興策について（市長） 

（１）芋焼酎について 

（２）有機肥料製造所について 
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 ６ 
 ５番 

 浅木 敏君 

１ 介護保険について（市長） 

 

２ 原油高騰対策について（市長） 

 

３ 雇用促進住宅について（市長） 

 

４ 全国一斉学力テストについて（教育長） 
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平成２０年第３回宿毛市議会定例会議決結果一覧表 

 

   議  案 

 

議案番号 件 名                議決月日 結  果 

第 １号 専決処分した事件の承認について ９月１６日 承  認 

第 ２号 
平成１９年度宿毛市一般会計歳入歳出決算認定に

ついて 
９月１６日 継続審査 

第 ３号 
平成１９年度宿毛市簡易水道事業特別会計歳入歳

出決算認定について 
９月１６日 継続審査 

第 ４号 
平成１９年度宿毛市国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算認定について 
９月１６日 継続審査 

第 ５号 
平成１９年度宿毛市へき地診療事業特別会計歳入

歳出決算認定について 
９月１６日 継続審査 

第 ６号 
平成１９年度宿毛市定期船事業特別会計歳入歳出

決算認定について 
９月１６日 継続審査 

第 ７号 
平成１９年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計

歳入歳出決算認定について 
９月１６日 継続審査 

第 ８号 
平成１９年度宿毛市老人保健特別会計歳入歳出決

算認定について 
９月１６日 継続審査 

第 ９号 
平成１９年度宿毛市学校給食事業特別会計歳入歳

出決算認定について 
９月１６日 継続審査 

第１０号 
平成１９年度宿毛市下水道事業特別会計歳入歳出

決算認定について 
９月１６日 継続審査 

第１１号 
平成１９年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計歳

入歳出決算認定について 
９月１６日 継続審査 

第１２号 
平成１９年度幡多西部介護認定審査会特別会計歳

入歳出決算認定について 
９月１６日 継続審査 

第１３号 
平成１９年度宿毛市介護保険事業特別会計歳入歳

出決算認定について 
９月１６日 継続審査 

第１４号 
平成１９年度宿毛市土地区画整理事業特別会計歳

入歳出決算認定について 
９月１６日 継続審査 

第１５号 
平成１９年度宿毛市水道事業会計決算認定につい

て 
９月１６日 継続審査 

第１６号 平成２０年度宿毛市一般会計補正予算について ９月１６日 原案可決 

第１７号 
平成２０年度宿毛市簡易水道事業特別会計補正予

算について 
９月１６日 原案可決 
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第１８号 
平成２０年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補

正予算について 
９月１６日 原案可決 

第１９号 
平成２０年度宿毛市へき地診療事業特別会計補正

予算について 
９月１６日 原案可決 

第２０号 
平成２０年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算

について 
９月１６日 原案可決 

第２１号 
平成２０年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計

補正予算について 
９月１６日 原案可決 

第２２号 
平成２０年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予

算について 
９月１６日 原案可決 

第２３号 
平成２０年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算

について 
９月１６日 原案可決 

第２４号 
平成２０年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予

算について 
９月１６日 原案可決 

第２５号 
平成２０年度宿毛市土地区画整理事業特別会計補

正予算について 
９月１６日 原案可決 

第２６号 
平成２０年度宿毛市後期高齢者医療特別会計補正

予算について 
９月１６日 原案可決 

第２７号 
平成２０年度宿毛市水道事業会計補正予算につい

て 
９月１６日 原案可決 

第２８号 宿毛市認可地縁団体印鑑条例の制定について ９月１６日 原案可決 

第２９号 
宿毛市離島センターの設置及び管理に関する条例

の制定について 
９月１６日 原案可決 

第３０号 
公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部

を改正する条例について 
９月１６日 原案可決 

第３１号 宿毛市税条例の一部を改正する条例について ９月１６日 原案可決 

第３２号 
宿毛市スクールバスの住民利用に関する条例の一

部を改正する条例について 
９月１６日 原案可決 

第３３号 
宿毛市土地開発公社定款の一部を改正する定款に

ついて 
９月１６日 原案可決 

第３４号 市道路線の変更について ９月１６日 原案可決 
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   陳  情 

 

受理番号 件 名                議決月日 結  果 

第 ８号 
国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健

全化を求める意見書の提出について 
９月１６日 採  択 

第１０号 
障害者自立支援法の抜本的な改正を求める意見書

の提出について 
９月１６日 採  択 

 

 


